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令和元年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年 ９月 ２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年 ９月 ２日 

          午前１０時００分 

１．散     会 令和元年 ９月 ２日 

          午後 ２時４４分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

    な   し 

１．会議録署名議員 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （９番 竹﨑幸仁、１０番 小玉忠重） 

 ２ 会期の決定 

  （９月２日～１０月１０日 ３９日間） 

 ３ 承認第 ５号 専決処分第５号の承認を求

めることについて 

 ４ 諮問第 ９号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

 ５ 議案第１３１号 野村復興住宅団地用地の取

得について 

 ６ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

   議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

 ７ 議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

 ８ 議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

 ９ 議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

１０ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

１１ 認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出
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決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

１２ 報告第 ８号 平成３０年度西予市一般会

計継続費精算報告について 

   報告第 ９号 平成３０年度健全化判断比

率の報告について 

   報告第１０号 平成３０年度資金不足比率

の報告について 

   報告第１１号 西予市土地開発公社の経営

状況について 

   報告第１２号 株式会社野村町地域振興セ

ンターの経営状況について 

   報告第１３号 株式会社エフシーの経営状

況について 

   報告第１４号 株式会社城川ファクトリー

の経営状況について 

   報告第１５号 株式会社どんぶり館の経営

状況について 

   報告第１６号 あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況に

ついて 

   報告第１７号 株式会社グリーンヒルの経

営状況について 

報告第１８号 一般財団法人宇和文化会館

の経営状況について 

報告第１９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経

営状況について 

１３ 発議第 ６号 西予市決算審査特別委員会

の設置について 

   選任第 ６号 西予市決算審査特別委員会

委員の選任について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 承認第 ５号 専決処分第５号の承認を求

めることについて 

 ４ 諮問第 ９号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

 ５ 議案第１３１号 野村復興住宅団地用地の取

得について 

 ６ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

   議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

 ７ 議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

 ８ 議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

 ９ 議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

１０ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

１１ 認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保
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険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

１２ 報告第 ８号 平成３０年度西予市一般会

計継続費精算報告について 

   報告第 ９号 平成３０年度健全化判断比

率の報告について 

   報告第１０号 平成３０年度資金不足比率

の報告について 

   報告第１１号 西予市土地開発公社の経営

状況について 

   報告第１２号 株式会社野村町地域振興セ

ンターの経営状況について 

   報告第１３号 株式会社エフシーの経営状

況について 

   報告第１４号 株式会社城川ファクトリー

の経営状況について 

   報告第１５号 株式会社どんぶり館の経営

状況について 

   報告第１６号 あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況に

ついて 

   報告第１７号 株式会社グリーンヒルの経

営状況について 

報告第１８号 一般財団法人宇和文化会館

の経営状況について 

報告第１９号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経

営状況について 

１３ 発議第 ６号 西予市決算審査特別委員会

の設置について 

   選任第 ６号 西予市決算審査特別委員会

委員の選任について 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより令和元年第３回西予市議会定例会を開

会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

令和元年西予市議会第３回定例会の開会に当た

りまして一言ご挨拶を申し上げます。 

９月に入り暑さも幾分か和らぎ、ここ１週間は

雨が続きまして、めっきり秋を感じさせる季節と

なりました。 

本議会では、議長よりジオパーク推進の機運醸

成のため、ジオパークポロシャツの着用が提案さ

れ全員着用させていただいております。改めまし

て、ジオパーク活動が議員の皆様によりましてし

っかりと支えていただいていることに感謝を申し

上げます。今後も四国西予ジオパークの魅力や活

動を広く発信し、西予市独自の地域振興施策に取

り組んでいきたいと考えております。 

さて、お盆には、超大型の台風10号が西予市を

直撃し、大雨や暴風、高波・高潮等、大荒れの天

気による甚大な被害が心配されておりましたが、

大きな被害もなく安堵しているところでありま

す。 

しかしながら九州地方では、活発な秋雨前線の

影響によりこれまでに経験したことのないような

記録的大雨となっております。がけ崩れや河川の

氾濫、冠水といった報道を目にするたびに、昨年

の豪雨災害が思い出され、被災されました方々に

対しお見舞いを申し上げる次第であります。異常

気象が常態化している現在、常に想定外が起こる

ことを念頭に、当市といたしましても防災対策を

より一層進めていく所存であります。 

さて、７月から市政懇談会を開催しているとこ

ろでありますが、その中では、西予市復興まちづ

くり計画における復旧・復興の進捗状況と避難準

備の情報提供等のあり方のほか、公民館を新たな

コミュニティー活動の中心的役割を担う自治セン

ターへ転換することについて説明し、市民の皆様

へ事業の理解を深めていただくとともに、ご意見

をお伺いしているところでございます。議員各位

におかれましても、ご理解、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

近年、市内にある県立高校の生徒数が減少傾向

にあることから、高等教育が衰退しさらなる人口

流出の悪循環に陥ることを危惧しているところで

ございます。本市では、市内県立高校の生徒数を

確保し、人口流出の抑制や移住定住の促進を図る

ため、各校の学力向上と魅力ある学校づくりにつ

なげる公営塾を開催することとし、公営塾の講師

には地域おこし協力隊を活用して、全国から有能

な人材を採用したいと考えております。公営塾で

は、地域とのつながりの中で学ぶことで、都会で

はできない地域ならではの教育的付加価値を提供

し、学力のほか、社会人としてのスキル、目的意

識や志の醸成を行い、地域の将来を担う若者の育

成を行ってまいります。 

この夏、西予の若者たちが躍動しています。先

般、全国高校野球選手権大会に愛媛県代表として

愛媛県立宇和島東高校が９年ぶりに出場しまし

た。チームには、主将の阿部颯稀君のほか、複数

名の西予市出身者が在籍しておりました。甲子園

では惜しくも初戦敗退となりましたが、若者たち

の奮闘は私たちの胸を躍らせてくれました。 

また、宇和中学校の女子ソフトボール部も四国

中学校総体で初優勝を飾り、和歌山県で開催され

た全国中学校体育大会では見事ベスト８に輝きま

した。 

さらに、広島県で開催された全国小・中学生筝

曲コンクールでは、小学生団体の部で野村・城川

小学校西予筝曲こども教室が銀賞、中学生団体の

部では野村中学校箏曲部が銀賞、小学生個人の部

では野村小学校の三好涼葉さんが銅賞に輝きまし

た。災害から１年、ことしの夏、西予市の若者た

ちが全国の舞台で輝き、私たち大人を元気付けて

くれていることを大変うれしく思います。 

さて、本定例会でございますが、代表質問及び

一般質問にお答えするとともに、専決処分の承認

１件、条例制定３件、条例改正６件、補正予算

10件等に加え、平成30年度決算認定12件や出資法

人等の経営状況報告９件など、合計48件を上程し

ご審議をお願い申し上げるものでございます。議

案等の提案理由につきましては、上程の際に説明

いたしますので、何とぞ慎重にご審議いただき、

ご承認、ご決定賜りますようお願い申し上げまし

て招集の挨拶といたします。 



 

- 7 - 

 

○議長 

次に、前定例会以降における諸般の報告は、お

手元に配信のとおりでありますのでお目通し願い

ます。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

（日程１） 

○議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に９番竹﨑幸仁君、10番

小玉忠重君の両名を指名いたします。 

（日程２） 

○議長 

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は本日から10月10日までの39日間と

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、今回の会期は本

日から10月10日までの39日間と決定いたしまし

た。 

（日程３） 

○議長 

次に、日程第３、承認第５号「専決処分第５号

の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

改めましておはようございます。 

承認第５号「専決処分第５号の承認を求めるこ

とについて」提案理由のご説明を申し上げます。 

この承認第５号は、「西予市消防本部及び消防

署の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」専決処分の承認を求めるものであり

ます。 

消防本部では、明浜地区における救急車の現場

到着時間短縮を図るため、平成30年４月から旧高

山診療所及び医師住宅におきまして、西予市消防

署明浜救急出張所の24時間運用を行っておりま

す。救急出張所の移転においては、通信機器関連

工事や救急体制を検討する必要があることから調

整などに時間を要しておりましたが、明浜支所の

移転に合わせて、併設する明浜救急出張所の救急

業務を同時に開始できる運びとなりましたので、

本条例の一部を改正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

承認第５号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第５号「専決処分第５号の承認を求めるこ

とについて」は、原案のとおり承認することにご

異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、承認第５号は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

（日程４） 

○議長 

次に、日程第４、諮問第９号「人権擁護委員候

補者の推薦について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 
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諮問第９号「人権擁護委員候補者の推薦につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

法務大臣から委嘱された本市の人権擁護委員の

うち１名が令和元年12月31日をもって任期満了と

なります。その後任につきまして検討いたしまし

た結果、宇和町の兵頭伴廣氏を新任として推薦し

たいと存じます。 

兵頭氏は、西予警察署の業務員として長年にわ

たり勤務されました。退職後は地元自治会長をさ

れ、幅広い地域住民との交流があり、信頼も厚い

ものがあります。兵頭氏は、広範な知識と豊かな

経験から社会の実情全般に通じられており、人権

擁護に深い理解があり適任者と考え、人権擁護委

員法第６条第３項に基づき、議会のご意見を聞く

ものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

諮問第９号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

諮問第９号「人権擁護委員候補者の推薦につい

て」は、原案のとおり同意することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、諮問第９号は原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、議案第131号「野村復興住宅

団地用地の取得について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

改めましておはようございます。 

議案第131号「野村復興住宅団地用地の取得に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

現在、野村地区２カ所におきまして、災害公営

住宅の整備を進めております。本案件は、このう

ち西予市消防野村支署の西側に建設を行う災害公

営住宅並びに定期借地の土地取得に関するもので

あります。本用地には集合型の災害公営住宅24戸

分と定期借地14区画分の敷地整備を予定してお

り、野村町野村12号733番5ほか24筆、10名の地権

者から、買収総面積9,850.15平方メートル、買収

金額合計1億2843万3740円で土地売買仮契約の締

結が完了しましたので、西予市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

なお、配布しております議案の別紙につきまし

ては、全て議決事項ではありますが、個人情報が

含まれておりますので、取り扱いには十分ご留意

いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

中村議員。 

○14番中村敬治君 

昨年の７月の大災害を受けまして、野村地区の

野村復興団地、そして、太田地区の災害公営住宅

が計画されておると聞いておりましたが、今回野

村の復興団地につきまして、土地の買収を提案さ

れたわけでございますが、25筆のうち合計金額が

1億2800万と。そしてまた、買収面積が1万平米弱

ということで非常に西予市にとっては大きな金額
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となっております。そういうことで、25筆のうち

の地目は宅地が１筆と、そして雑種地が１筆で、

残り23筆は水田と聞いております。そういう中で

の単価を見ますと、水田の単価でございますが、

坪当たり大体3万5000円から10万円弱と非常に幅

があるわけですけれども、当然これらについては

不動産鑑定士に鑑定評価を依頼されて価格を決定

されたんじゃないかと推定されるわけですけれど

も、その辺かまわん範囲で、そういう単価の決定

についての経緯をお知らせいただけたらと思いま

す。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

今ほど買収用地の単価の決定についてお尋ねが

ございました。 

この単価の決定につきましては不動産鑑定を入

れております。前段で新野村保育所も買収してお

ります。買収の不動産鑑定をやっていただいた同

じ業者に不動産鑑定をいただいて、均衡を図った

上で、金額を設定させてもらっていただいており

ます。 

以上でございます。 

○議長 

中村敬治議員。 

○14番中村敬治君 

不動産鑑定事務所はどこの事務所に依頼された

のかなと思いまして。事務所によってそれぞれ鑑

定というものは当然違ってくるわけですけれど

も、高いか安いかはいろいろ比較してみないとわ

からないわけですけれども、聞くところによりま

すと、野村地区は宇和島のほうじゃなかろうかな

と、以前から鑑定評価の依頼先が固定化しておる

ような気がするわけですけれども。その辺、同

じ、宇和は宇和でまたどっか別のところと聞いて

おりますが、やはりそういう固定化した一定のと

ころで、そういう鑑定依頼をするということにな

りますと、どうしても安いところ、高いほうが買

収はしよいのは間違いないわけですけれども、そ

の辺どういう考えでそういう固定化されておるの

かなという気がしておるところです。 

ちょっとその辺かまん範囲でご説明願ったらと

思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

不動産鑑定の業者の選定につきましては先ほど

も申し上げましたように、新野村保育所の不動産

をやっていた業者にやっていただいております。

これは、近傍地なので近隣ということで業者のほ

うはお願いしております。業者ですけど、宇和島

市の伊予高筑不動産鑑定事務所に鑑定を委託して

単価を設定しております。 

以上でございます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

小野議員。 

○17番小野正昭君 

まず、西予市の条例に不動産を購入、譲渡する

場合には、そういう条例制定があったと思うんで

すが、その条例制定の名称と目的をまずお聞きし

ます。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時23分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時24分） 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

財産の取得に関しましては、西予市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条によって、今回の議会に提案をしてい

るところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

小野議員。 

○17番小野正昭君 

私の記憶では、取得とか譲渡する場合はまず財

産処理委員会いうのがあったと思うんですけども

ね。そことの兼ね合いはどうなんですかね。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時25分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時26分） 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまの小野議員のご質問に総務企画部から

回答させていただきます。 

この財産処理委員会につきましては市長の諮問
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に応じ開催することとなっておりまして、今回、

目的が災害復興ということで、目的が明確にされ

ておりますので、今回の財産処理委員会は、必要

に応じてということでございますので、開催をい

たしておりません。 

以上でございます。 

○議長 

小野議員。 

○17番小野正昭君 

部長の答弁は市長の権限だと。必要に応じて市

長の判断というふうなことですけれども。これが

ややもすると全て市長の権限に基づいて市長の独

裁的な感を生むわけですよ。そのために条例でそ

ういう処理委員会をつくりなさいと、各関係者、

いわゆる知識人ですかね、を市長が任命して、そ

こで委員会を開いて適当かどうかとまず審査をし

て、それで許可が出れば、承認が出れば、本会議

場に上程する。こういう歯止めがいると思うんで

すよ。 

今後そういうことで、幾ら災害とか緊急とか言

っても、そういうことであればそういう条例はな

いのと等しいわけですから、やはり順序を経て、

慎重に市の財産を購入なり処分はしていただきた

い。 

以上です。 

○議長 

答弁よろしいですかね。 

○17番小野正昭君 

はい。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第131号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第131号「野村復興住宅団地用地の取得に

ついて」は、原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立多数であります。よって、議案第131号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、議案第132号「西予市地域共

生型交流拠点施設の設置及び管理に関する条例制

定について」から、議案第140号「西予市水道事

業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例制定について」までの９件を一括

議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

改めましておはようございます。 

議案第132号「西予市地域共生型交流拠点施設

の設置及び管理に関する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

本議案は、旧三瓶授産場跡地において、就労、

健康づくり及び交流の場を提供し、利用者の健康

増進、社会参加及び自立支援の促進を図るため、

その拠点施設の設置及び管理に関する条例を定め

るものであります。 

当施設は、就労支援を目的とした作業スペース

や健康増進を目的とした地域交流スペースのほ

か、地域の特産物などを販売し、利用者の交流を

図ることができるオープンスペースを設けてお

り、地域の相互扶助により、誰もが活躍できる地

域共生社会の実現を図るものであります。 

なお、当施設の開館時期につきましては、指定

管理者が決定次第、管理運営を行う予定としてお

り、令和２年度に開館する予定でございます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 
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酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第133号「西予市明浜観光交流拠点施設の

設置及び管理に関する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

本議案は、市民の健康増進と本市の観光振興及

び交流促進を図るため、その拠点施設の設置及び

管理に関する条例を定めるものであります。当施

設は、市民に保養、休養など健康づくりの場を提

供するとともに、明浜町における観光交流の拠点

施設として、食事、入浴、宿泊機能を備えること

で、四国西予ジオパークの魅力を生かした滞在型

観光宿泊施設として、本市への誘客促進を図るも

のです。 

なお、当施設の整備に伴い、老朽化の著しい民

宿故郷及び塩風呂はま湯につきましては、来年１

月に営業を終了することから、あわせて、関係条

例の廃止をするものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議案第134号「西予市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定について」、議案

第135号「地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例制定について」関連がございますので、あ

わせて提案理由のご説明を申し上げます。 

地方公共団体では、厳しい財政状況が続く中、

多様化する行政需要に対応するため、臨時・非常

勤職員が増加をしており、任用制度の趣旨に沿わ

ない運用や適正な任用が確保されてない状況とな

ってございます。 

そのような背景から「地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律」が公布され、公民館

長等の特別職非常勤職員の一部や臨時・非常勤職

員として採用されてきた非正規職員につきまして

は、令和２年４月から全国的に統一された会計年

度任用職員制度へ移行することとなりました。 

まず、西予市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例につきましては、本制度への移

行に伴い、本市が任用する会計年度任用職員の任

用形態をフルタイムとパートタイムに分け、当該

職員に給付する給与、手当、または報酬等に関し

て定めるものでございます。 

次に、「地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例」につきましては、会計年度任用職員制度

への移行に伴い、関係する13条例について所要の

整備を行うものでございます。 

なお、整備に関する条例のうち、「成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」の施行に伴

い、従来、公務員の欠格要件であった被成年後見

人の規定が削除されたことから、あわせて関係条

例の整備を行うものでございます。 

続きまして、議案第136号「西予市税条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

平成28年度の税制改正において、自動車税及び

軽自動車税にそれぞれ環境性能割が創設され、現

行の自動車税を自動車税種別割、軽自動車税を軽

自動車税種別割とし、令和元年10月１日から施行

されることとなっております。 

今回の改正は、軽自動車税環境性能割に係る非

課税対象車両の範囲を県の自動車税環境性能割の

対象車両と同一の取り扱いとするため、本条例の

一部を改正するものでございます。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第137号「西予市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

近年社会において、旧氏を使用しながら活動す

る女性が増えたことにより、さまざまな活動の場

面で、旧氏を使用しやすくなるよう住民基本台帳

法施行令の一部が改正されました。 

今回の改正は、住民票の記載事項に旧氏が加え

られることに伴い、印鑑登録原票に登録する事項

に旧氏を加える必要があることから、本条例の一

部を改正するものであります。 

続きまして、議案第138号「西予市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の
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ご説明を申し上げます。 

本条例は、市内における家庭的保育事業を実施

する事業者が、事業を実施する際、遵守しなけれ

ばならない設備及び運営に関する基準を定めたも

のであります。 

今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令等が施行さ

れたことから、その基準に基づき本条例の一部を

改正するものであります。 

主な改正内容としましては、家庭的保育事業者

等による保育提供終了後の継続的な保育を実施す

る連携施設の確保について、猶予期間を10年間に

延長するほか、著しく連携施設の確保が困難な場

合は連携施設の確保を不要とするなど、基準等を

緩和するものであります。 

続きまして、議案第139号「西予市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、放課後児童健全育成事業を実施する

事業者が、市内で事業を実施する際遵守しなけれ

ばならない設備及び運営に関する基準を定めたも

のであります。 

今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施

行されたことによるものであります。 

改正内容としましては、これまで放課後児童支

援員は、都道府県が行う放課後児童支援員認定資

格研修を修了する必要がありましたが、新たに政

令指定都市においても研修が実施できるよう省令

が改正されたことを受け、本条例の一部を改正す

るものであります。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第140号「西予市水道事業職員の給与の種

類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律による会計年度任用職員制度

の導入に伴い、水道事業で任用する会計年度任用

職員の給与の種類とその基準を定めるほか、所要

の整備を行うものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

 （日程７） 

○議長 

次に、日程第７、議案第141号「市道路線の廃

止について」及び議案第142号「市道路線の認定

について」の２件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第141号「市道路線の廃止について」、議

案第142号「市道路線の認定について」関連がご

ざいますので、一括して提案理由のご説明を申し

上げます。 

本議案は、市道蔵良駄馬線及び市道宇ノ瀬線の

廃止及び認定について議決を求めるものでござい

ます。 

まず、市道蔵良駄馬線につきましては、当該路

線に隣接する養豚団地の整備用地として、終点部

付近の一部を利用したい旨の申し出がありまし

た。当該付近においては、現在住宅もなく、周辺

関係者の同意も得られたことから、現道の蔵良駄

馬線を廃止し、該当する区間を除いた路線を新た

な蔵良駄馬線として再認定するものであります。 

次に、市道宇ノ瀬線につきましては、当該路線

の終点部付近において、県営農地整備事業が計画

されていることから、現道の宇ノ瀬線を廃止し、

基盤整備事業の区域を除いた路線を新たな市道宇

ノ瀬線として再認定するものであります。 

なお、本件に係る市道の廃止・認定につきまし

ては、さきの７月22日に開催いたしました西予市

道路格付専門委員会において、承認をいただいて

いるものであります。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

（日程８） 

○議長 

次に、日程第８、議案第143号「令和元年度西

予市一般会計補正予算（第２号）」を議題といた
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します。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

補正予算の説明に先立ちまして、国の令和２年

度予算の概算要求の概要が各省庁により報道資料

として公表され、当市においても、総務省の令和

２年度地方財政収支の仮試算に基づいて、予算編

成方針の策定に向けて取り組んでまいります。そ

の中で、普通交付税と地方債について触れさせて

いただきます。 

普通交付税は、議員の皆様ご承知のとおり、合

併算定替の特例期間が本年度で終了となり、令和

２年度から一本算定となります。国においては、

合併市町村からの合併算定替終了後の財政支援を

求める要望に基づいて、合併による市町村の区域

拡大により生じた新たな財政需要を普通交付税に

反映させる方針のもと、平成26年度の算定から段

階的に見直しを行い、平成30年度の算定で見直し

の内容が確定いたしました。 

今後は、段階的に需要額に反映され、令和２年

度までに約6700億円が需要額として算定されま

す。要望当時の資料では、合併算定替と一本算定

との差額が約9500億円あり、約７割が新しく需要

額として算定されます。 

当市においては、平成25年の算定額で約27億円

の差額があり、令和２年度においては、差額が約

8億円になると試算をしておりましたが、令和元

年度の算定額で約11億円の差額があります。 

また、令和２年度の国勢調査の人口が令和３年

度の算定から反映されます。算定額が急激に減少

しないように、人口の急減補正が５年間措置され

ますが、算定額の大幅な減額が見込まれます。生

産年齢人口の減少により税収は減少し、一方で高

齢人口の増加により社会保障経費などの行政需要

は確実に増大していきますので、歳入を見通した

適正な予算規模を目標として、編成方針を策定し

なければなりません。 

次に、合併特例債についてでございますが、平

成30年４月25日に「東日本大震災に伴う合併市町

村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正

する法律」が施行され、発行期間が令和６年度末

まで延長となりました。 

当市では、平成16年に市の将来ビジョンや施策

の方向性について定めた新市建設計画を策定し事

業の推進を行っておりますが、社会情勢の変化な

どにより事業の変更や追加を要することから、新

市建設計画の変更を行うことといたします。当市

の合併特例債発行上限額は226億4830万円であり

ます。平成30年までの発行額と令和元年度の要望

額とで179億5010万円となっており、46億9820万

円が今後５年間の発行可能額であります。 

今後、野村支所庁舎、消防庁舎建設の大型事業

の財源に合併特例債を活用する予定でありますの

で、それ以外の合併特例債を活用した事業の実施

に当たっては、より必要性を精査して実施してい

かなければなりません。市民の皆様、また議員の

皆様のご理解、ご協力をお願いするところであり

ます。 

それでは、今回の補正予算でございますが、幼

児教育・保育の無償化に伴う経費、地方創生拠点

整備交付金事業費の増額及び、平成30年度決算に

伴う繰越金の調整のほか、緊急に要する必要が生

じた事業費などを計上するものであります。 

その主な内容でありますが、予算書の款別にご

説明を申し上げます。 

総務費では、学校の魅力化事業として、市内３

校と連携した公営塾の開設に向けたスタッフとな

る人材の確保に要する経費を計上し、民生費で

は、せいよチャレンジ・スペース事業として、パ

ン工房設備等に要する経費のほか、教育・保育給

付費支給事業として、認定こども園等への給付費

を計上いたしました。 

農林水産業費では、畜産基盤施設再生支援事業

として、施設の再生整備の支援に要する経費を計

上し、商工費では、市観光ＰＲとしてわらアート

の普及・推進に要する経費を計上し、土木費で

は、河川維持事業として、明間地区の治山事業の

流末水路の改修に要する経費のほか、ブロック塀

等安全対策事業として、地震に対する住宅の安全

性向上の支援に要する経費を計上しました。 

消防費では、災害用資機材・施設整備事業とし

て、三瓶地区の現地災害対策本部設備の整備に要

する経費を計上いたしております。 

また、地方財政法に基づき、平成30年度決算に
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よる余剰金の一部を財政調整基金へ積み立てして

おります。 

これらの経費の財源につきまして、それぞれの

歳出に見合う国・県支出金、地方債等の特定財源

を計上し収支均衡を図るものであります。 

これによりまして、歳入歳出の予算の補正は、

既決いただいております歳入歳出予算の総額に、

それぞれ11億5660万9000円を増額し、歳入歳出予

算の総額を344億7588万4000円と定めるものであ

ります。 

また、地方債補正では、災害公営住宅整備事業

費の増額等により変更を行っております。 

以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては担当課長から補足説明させ

ますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださ

いますようお願いを申し上げます。 

○議長 

宇都宮財政課長。 

○宇都宮財政課長 

それでは、予算書に沿って、歳出から補足説明

を申し上げます。予算書の16ページをお開き願い

ます。 

2款総務費、8項1目地域振興費、高校魅力化事

業198万円でありますが、市内の高校の魅力化を

図ることにより生徒数の確保に努めるとともに、

人口流出の抑制と移住定住の促進につなげるため

に、高校と連携した公営塾の開設に向けて、公営

塾のスタッフとなる人材確保に要する経費とし

て、地域おこし協力隊採用支援業務委託料を計上

するものであります。 

3款民生費、1項1目社会福祉総務費、せいよチ

ャレンジ・スペース整備事業2402万7000円であり

ますが、三瓶授産場跡地に地方創生拠点整備交付

金を財源として整備いたします地域共生型交流拠

点施設の作業スペースにおけるパン工房の設置に

要する機械器具費のほか、駐車場整備に要する土

地購入費等を計上するものであります。財源とし

て、地域福祉基金及び地域振興基金を充てていま

す。 

17ページをお開き願います。 

2項児童福祉費、2目児童措置費、教育・保育給

付費支給事業でありますが、10月から子どもたち

に対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児

教育の機会を保障するとともに、子育て世代の負

担軽減を図ることを目的に幼児教育・保育の無償

化が始まります。無償化に伴います保育料軽減相

当額として、民間保育所運営費負担金2321万

8000円のほか、国庫負担金返還金として395万

8000円を計上するものであります。 

19ページをお開き願います。 

4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、外国人材

活用推進事業173万8000円でありますが、地方創

生推進交付金の交付決定通知を受けまして、市内

での監理団体等設立に向けた講習会の開催に要す

る経費、外国人実習生の暮らしやすい環境整備の

ためのパンフレット作成等生活支援に要する経費

を計上するものであります。 

また、野村介護老人保健施設事業会計において

は、施設運営事業費用を増額し、財源については

事業会計への繰出事業において、地方創生推進交

付金を充てています。 

20ページをお開き願います。 

6款農林水産業費、1項4目畜産業費、畜産基盤

施設再生支援事業2010万7000円でありますが、市

内の畜産業の持続的発展と体制強化を図るため、

生産システムの効率化や分業体制の構築に向けた

畜産施設の再生整備の支援に要する経費を計上す

るものであります。財源として、畜産基盤施設再

生支援事業費県補助金を充てています。 

7款商工費、1項4目観光費、市観光ＰＲ事業

15万6000円でありますが、わらアートを市内に普

及させ、米どころ西予のＰＲを含めて、観光振興

の目玉となる取り組みにつなげていくため、昨

年、わらアートサミットを開催した自治体への研

修に要する経費を計上するものであります。 

22ページをお開き願います。 

8款土木費、3項2目河川維持費、河川維持事業

2594万6000円でありますが、宇和町明間の岡山地

区と四道地区において、県が実施をしています災

害関連緊急治山事業の治山施設下流の水路工事に

要する経費を計上するものであります。 

23ページをお開き願います。 

6項住宅費、1目住宅管理費、災害公営住宅整備

事業2億7989万8000円でありますが、当初戸数

30戸で整備を進めてまいりましたが、被災された

方へのヒアリング等により、整備戸数が41戸に変

更になったため、不足します設計委託料及び工事

請負費を計上するものであります。財源として、
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災害公営住宅整備事業費国庫補助金と災害公営住

宅整備事業債を充てています。ブロック塀等安全

対策事業300万円でありますが、西予市ブロック

塀等安全対策事業補助金交付要綱に基づきまし

て、西予市地域防災計画、または耐震改修促進計

画に位置づけをされた避難路と沿道などに面する

住宅の倒壊の危険性があるブロック塀の除却や建

てかえの支援に要する経費を計上するものであり

ます。財源として、社会資本整備総合交付金とブ

ロック塀等安全対策事業費県補助金を充てていま

す。 

9款消防費、1項4目災害対策費、災害用資機

材・施設整備事業201万円でありますが、三瓶地

区において地震・津波災害時の現地災害対策本部

を授産場跡地に設置します地域共生型交流拠点施

設に設置するときに必要となります発電機等機械

器具費等を計上するものであります。 

25ページをお開き願います。 

13款諸支出金、2項1目基金費、財政調整基金事

業4億1900万円でありますが、地方財政法第７条

に基づきまして、平成30年度決算による剰余金の

うち２分の１以上を積み立てるものであります。

西予市地域振興基金事業2億5886万3000円であり

ますが、指定管理施設の経営の健全化または改革

に要する経費、地域経済の活性化及び振興に要す

る経費の財源として積み立てるものであります。 

主な歳入につきまして、まず、自動車税などの

車体課税の見直しについてご説明を申し上げま

す。10月１日からの消費税率10％への引き上げに

あわせ、自動車の取得に対しては、自動車取得税

が廃止をされ、新たに自動車の環境性能等に応じ

て課税されます環境性能割が導入をされます。ま

た保有に対しては、自動車税の名称が自動車税種

別割に変更され、税率の引き下げもあわせて行わ

れます。今回の見直しによって減収する地方税に

つきましては、自動車重量税の譲与割合の引き上

げ、揮発油税から地方揮発油税の税源移譲等によ

り地方財源を確保することとされています。 

それでは９ページをお開き願います。 

1款市税、3項2目環境性能割、軽自動車の環境

性能割として142万円新規に計上するものであり

ます。 

次に、7款自動車取得税交付金、1項1目自動車

取得税の廃止により3662万9000円減額するもので

あります。 

関連がありますので、14ページをお開き願いま

す。 

21款環境性能割交付金、1項1目環境性能割交付

金、自動車税の環境性能割交付金として871万

7000円新規に計上するものであります。 

予算書は９ページにお戻りください。 

8款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金

6116万8000円でありますが、幼児教育・保育の無

償化に係る地方負担分について、令和元年度は消

費税率引き上げに伴う地方の税収がわずかである

ことから、地方特例交付金として、子ども・子育

て支援臨時交付金が創設をされ、全額国庫措置さ

れます。10月以降の基礎数値に基づき交付額が算

定され、令和２年３月に公布をされます。 

関連がありますので10ページをお開き願いま

す。 

今回の幼児教育・保育の無償化に伴い、11款分

担金及び負担金、2項1目民生費負担金、12款使用

料及び手数料、1項7目教育使用料をそれぞれ減額

し、13款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、

14款県支出金、1項2目民生費県負担金をそれぞれ

増額して各事業の財源調整を行っております。 

12ページをお開き願います。 

17款繰入金、1項特別会計繰入金ですが、平成

30年度決算に伴います特別会計の繰越金の調整と

いたしまして3298万1000円を繰り入れするもので

あります。 

13ページをお開き願います。 

19款諸収入、5項4目雑入、民生費雑入2824万

7000円でありますが、後期高齢者医療広域連合へ

負担をしました平成30年度療養給付費負担金の確

定によりまして返還金として受け入れするもので

あります。 

14ページをお開き願います。 

20款市債、総額で2160万9000円の増額でありま

すが、災害公営住宅整備事業債の増額のほか、臨

時財政対策債を減額するものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

ただいまより暫時休憩いたします。（休憩 午

前11時08分） 

○議長 
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再開いたします。（再開 午前11時25分） 

（日程９） 

○議長 

次に、日程第９、議案第144号「令和元年度西

予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）」から、議案第152号「令和元年度西

予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第

２号）」までの９件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第144号「令和元年度西予市住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定によるもの

であります。これによりまして、既決いただいて

おります歳入歳出予算にそれぞれ11万8000円を増

額し、歳入歳出予算の総額を88万4000円と定める

ものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第145号「令和元年度西予市育英会奨学資

金貸付特別会計補正予算（第１号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、平成30年度決算による繰越金の

確定によるものです。これによりまして、既決い

ただいております歳入歳出予算をそれぞれ474万

4000円増額し、歳入歳出予算の総額を3552万

8000円と定めるものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第146号「令和元年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

まず事業勘定補正予算からご説明いたします。 

今回の補正の主な内容につきましては、前年度

の愛媛県国民健康保険保険給付費等交付金の返還

額が確定したことにより償還金を増額するととも

に、前年度決算による繰越金が確定したことか

ら、その一部を財政調整基金に積み立てるもので

あります。これによりまして、既決いただいてお

ります歳入歳出予算にそれぞれ1億5919万4000円

を増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を

51億3538万円と定めるものであります。 

次に、診療施設勘定補正予算の主な内容につき

ましては、前年度決算による繰越金の確定に伴

い、一般会計繰入金の調整を行うものでありま

す。この補正につきましては、歳入予算の組み替

えを行うもので、歳入歳出予算の総額に変更はご

ざいません。 

続きまして、議案第147号「令和元年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、後

期高齢者医療広域連合納付金を増額するものであ

ります。これによりまして、既決いただいており

ます歳入歳出予算にそれぞれ246万4000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を6億3098万1000円と定

めるものであります。 

続きまして、議案第148号「令和元年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、前年度

繰越金の確定により剰余金を介護給付費準備基金

へ積み立てるほか、前年度国県負担金等の過不足

の調整を行うとともに、システム改修に係る介護

保険事業費国庫補助金の内示額確定に伴い、一般

会計繰入金を減額するものであります。これによ

りまして、既決いただいております歳入歳出予算

をそれぞれ8313万4000円増額し、歳入歳出予算の

総額を60億6609万2000円と定めるものでありま

す。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第149号「令和元年度西予市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第１号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴う財源

の調整により歳入予算の組み替えを行うもので、
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歳入歳出予算の総額に変更はありません。 

続きまして、議案第150号「令和元年度西予市

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴う事業

費の調整を行うものであります。これによりまし

て、歳入歳出予算をそれぞれ6万円減額し歳入歳

出予算の総額を4億8514万4000円と定めるもので

あります。 

続きまして、議案第151号「令和元年度西予市

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴うもの

であります。これによりまして、既決いただいて

おります歳入歳出にそれぞれ186万6000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を1億5217万円と定める

ものであります。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第152号「令和元年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

補正予算書１ページをお開きください。 

収益的収入及び支出につきましては、８月に国

の地方創生推進交付金事業、補助率２分の１の採

択を受け、一般会計での国庫補助金受け入れに伴

う、それを財源にした一般会計補助金及び対象事

業費の追加などを補正するもので、収益的収入で

は、一般会計補助金69万円、収益的支出では、外

国人技能実習生受け入れに伴う監理組合への委託

料や入国後の語学研修費用などの19万円を増額調

整するものであります。 

また、資本的収入及び支出につきましては、国

の高齢者福祉施設防災対策事業、補助率２分の１

の採択を受け、資本的収入では、国庫補助金47万

3000円、予算書の２ページになりますが、資本的

支出では、非常用発電機購入に伴う費用94万

6000円を補正するものであります。 

これらにより、予算書第３条の収益的収入及び

支出の補正につきまして、施設事業費用を19万円

増額し、支出の総額を5億5935万5000円とするも

のであります。 

また、予算書第４条の資本的収入及び支出の補

正につきまして、資本的支出を94万6000円増額

し、支出の総額を4861万8000円とするものであり

ます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

（日程10） 

○議長 

次に、日程第10、認定第１号「平成30年度西予

市一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題

といたします。 

理事者の説明を求めます。 

山口会計管理者。 

○山口会計管理者 

認定第１号「平成30年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」ご説明を申し上げます。 

お手元にお配りしております地方自治法に基づ

く、平成30年度決算における主要な施策の成果報

告書によりまして説明をさせていただきます。 

まず初めに、その概要を申し上げます。資料は

１ページをお開きください。 

平成30年度は西予市合併15年目となり、これま

で着実に築き上げてきたさまざまな分野の基礎基

盤の上に、本市の最上位計画であります第２次西

予市総合計画の実行とあわせて、新たな挑戦に自

ら壁を作ることなく、挑戦・改革・前進を前面に

掲げ、西予市の次なるまちづくりに踏み出す予算

を編成し、人口減少のスローダウン、安全・安心

の実感、四国西予ジオパークの推進、産業振興・

雇用創出、地域力の活性化、魅力あふれるまちづ

くり、働き方改革・合理化の７つの分野に施策を

大別しまして、それぞれの事業を展開いたしまし

た。 

一方、平成30年７月豪雨により、本市において

も甚大な被害が発生をいたしました。発災以降

は、被災者に寄り添ったきめ細やかな対応を行い

ながら、災害に関連して緊急に取り組むべき予算

を切れ目なく編成し、被災者支援・生活再建、復

旧・復興を最優先に事業を実施いたしました。 

それでは、平成30年度一般会計の決算の状況と

あわせまして、普通会計における財政指標等の状
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況についてご説明し、主要な施策の成果につきま

してもその概略をご報告いたします。 

まず、一般会計の決算規模と決算収支について

ご説明いたします。資料は14ページをお開きくだ

さい。 

平成30年度の一般会計の決算規模につきまして

は、歳入決算額は339億9117万4000円、歳出決算

額は324億2623万5000円、歳入歳出差引額は15億

6493万9000円となり、翌年度への繰越財源7億

2825万7000円を除きますと、実質収支は8億

3668万2000円となります。前年度の決算規模と比

較しますと、歳入で21.1％の増、歳出では20.1％

の増となっております。 

次に、歳入決算の概要についてご説明いたしま

す。 

平成30年度の決算額は、前年度に対しまして

59億2530万6000円増加しております。その主な要

因といたしましては、平成30年７月豪雨災害によ

る財政需要への対応として取り崩した災害対策基

金繰入金、財政調整基金繰入金の増額や各種災害

復旧事業、社会教育複合施設整備事業等の大型建

設事業の財源として借り入れした市債の増額によ

るものであります。 

市税につきましては31億2947万6000円で、市民

税所得割や固定資産税が減額となったことなどに

より、前年度と比較し5962万5000円の減となって

おります。普通交付税は105億2533万8000円で、

合併後11年が経過し、平成27年度より交付税算定

上の財政的支援措置が５年間の段階縮減期間に入

ったことにより、前年度と比較し 3億1776万

7000円の減となっております。 

一方、特別交付税は、平成30年７月豪雨災害に

係る経費の算入等により24億3209万9000円とな

り、前年度と比較し12億847万6000円の増となり

ました。 

歳入のうち市税等の自主財源は28.4％で、残り

71.6％は地方交付税や市債、国・県支出金等に依

存する財政基盤が脆弱な本市におきましては、今

後も国の歳出・歳入一体改革や国・地方が一体と

なって取り組む経費削減・財政の健全化施策によ

り大きな影響を受けることが想定をされます。 

また、合併による財政的支援措置が終了となる

こと、平成30年７月豪雨災害に係る復旧・復興に

係る事業も切れ目なく実施する必要があることを

考慮すると通常の予算規模は縮小せざるを得ない

状況となっております。 

次に、地方交付税の状況についてご説明いたし

ます。資料は17ページをお開きください。 

普通交付税につきましては、前年度と比較し全

国総額ベースで2.0％減、全国市町村分で2.7％

減、愛媛県内市町分で2.9％減という状況の中

で、本市におきましては、基準財政需要額におい

て、主に生活保護に係る需要額が増額となったも

のの小学校費に係る需要額が減額となり、基準財

政収入額においては、地方消費税交付金が増額と

なったことから、交付額は、当初決定額105億

1191万6000円に追加交付1342万2000円を加え、対

前年度比2.9％減の105億2533万8000円となりまし

た。 

特別交付税につきましては、前年度と比較し全

国総額ベースで5.2％増、全国市町村分では4.4％

増、愛媛県内市町分では、平成30年７月豪雨災害

関連経費の増によりまして32.5％増となりまし

た。本市におきましては、前年度に比べて98.8％

増の24億3209万9000円が交付されました。臨時財

政対策債につきましては、前年度と比較し全国総

額の発行可能額で1.5％減となり、本市において

は5.0％減の6億417万4000円となり、これを含め

た交付税総額は昨年度に比べ8億5876万円の増と

なりました。 

次に、財政力指数の状況についてご説明をいた

します。資料は18ページをお開きください。 

本市の平成30年度財政力指数は0.25で、平成

30年度の県市町平均が0.44でありますことから本

市の財政力は極めて脆弱な状況にあります。今後

の見通しにつきましては、地方消費税交付金によ

る基準財政収入額に変化があるものの、人口の減

少等により基準財政需要額が縮減傾向にあるた

め、結果としてこの指数がわずかながら上昇する

ことが予想されます。 

次に、市債の状況についてご説明いたします。

資料は20ページをお開きください。 

市債の発行につきましては、平成30年度の決算

額は44億5717万4000円で、災害復旧事業等の実施

により、前年度と比較し38.6％の増、地方債残高

は昨年度と比較し12億4544万7000円増の385億

4295万8000円となりました。 

次に、歳出決算の概要についてご説明をいたし
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ます。資料は21ページをお開きください。 

平成30年度の決算額は324億2623万5000円で、

前年度と比較し20.1％の増となっております。そ

の主な要因は、総務費で駅前エリア整備事業の

増、衛生費で災害廃棄物処理事業及び被災建物等

解体・撤去支援事業の増、教育費で社会教育複合

施設整備事業の増、災害復旧費で平成30年７月豪

雨災害による事業費の増、諸支出金で基金事業の

増によるものであります。 

性質別決算額では、人件費、扶助費及び公債費

を合わせた義務的経費の合計は118億1556万

3000円、昨年度と比較し、扶助費において災害関

係の扶助費の増等により9.7％の増となっており

ます。 

また、普通建設事業費及び災害復旧事業費を合

わせた投資的経費の合計は67億8342万6000円とな

り、昨年度と比較し35.1％の増となっておりま

す。普通建設事業費において、社会教育複合施設

整備事業、野村学校給食センター建設事業等の大

型事業の事業費増、災害復旧事業費において、平

成30年７月豪雨災害による事業費の増によること

が主な要因であります。 

目的別決算額では、増額科目においては主に、

衛生費が27億4167万2000円となり、災害廃棄物処

理事業及び被災建物等解体・撤去支援事業等の増

により33.7％の増、教育費が39億6263万9000円と

なり、社会教育複合施設整備事業等の増により

32.0％の増、災害復旧費が14億2647万1000円で、

平成30年７月豪雨災害により455.6％の増となっ

ております。減額科目においては主に、民生費が

76億579万1000円となり、保育所等施設整備事業

の完了により2.9％の減、土木費が20億2481万

5000円となり、地域住宅交付金事業の減により

6.0％の減となっております。 

資料は41ページをお開きください。 

平成30年７月豪雨災害の発災以降、西予市にお

きましては、復旧・復興に係る財政需要に対応す

るため、平成30年７月以降の補正予算に取り組ん

でまいりました。一般会計における復旧・復興予

算は、７月臨時議会において議決されました３号

補正予算から平成31年３月に専決処分されました

12号補正予算までの補正予算額で、総額79億

4138万5000円となりました。主なものとしまして

は、民生費において被災者生活再建緊急支援事業

2億3650万円、衛生費においてクアテルメ宝泉坊

管理運営事業1億8653万7000円、災害廃棄物処理

事業8億85万7000円、農林水産業において被災農

業者向け経営体育成支援事業3億3000万円、商工

費において西予市店舗リニューアル補助金事業

4270万円、土木費においてがけ崩れ防災対策事業

2億2780万円、災害復旧費において補正予算総額

46億59万円などとなっております。 

平成30年度における歳出決算額は33億2124万円

ですが、42億698万7000円を翌年度に繰り越して

いるため、実質的な不用額は4億1315万8000円と

なります。 

また、その財源として災害復旧費関連の国県補

助金、地方債を充てております。 

次に、実質公債費比率の状況についてご説明を

いたします。資料は24ページをお開きください。 

平成30年度の実質公債費比率は8.8％で、前年

度より0.3％増となっております。これは元利償

還金の額が増額となった一方で、普通交付税にお

いては、合併算定替により大幅な減額となったこ

とが主な要因となっております。 

また、地方債の現在高は増額傾向であるととも

に、普通交付税において合併算定替の特例措置分

が段階的に縮減され、令和２年度からは一本算定

となり大幅に減額となることから上記の比率は上

がっていくと見込まれるところであります。 

次に、健全化判断比率の状況についてご説明を

いたします。資料は25ページからになりますが

26ページをお開きください。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額が

生じていないため該当ございません。 

実質公債費比率は前年度に比べ0.3％増の

8.8％、将来負担比率は前年度に比べ4.5％増の

52.1％となっており、いずれの指標も早期健全化

基準を下回っている状況であります。 

しかしながら、今後、実質公債費比率について

は、一般会計における公債費の増加とともに、特

別会計等への繰出金のうち元利償還の財源に充て

たと認められる額の増大等により上昇し、将来負

担比率についても、特別会計等への地方債の元金

償還に充てる一般会計等からの繰り出し見込み額

や充当可能基金の減少等により上昇することも見

込まれ、財政全般にわたる慎重な運営が求められ

るところであります。特に、歳出総額と市債を除
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く歳入との差が大きい場合は、市債で補っている

ということでありまして、多額の地方債発行が続

きますと、地方債残高も増加の一途となり将来に

大きな負担を残すことになります。そのため、地

方債発行につきましては、可能な限り財政上有利

な起債を利用し、後年度にできるだけ影響が出な

いよう計画的に行っているところであります。 

次に、主要な施策の成果についてその概略をご

報告いたします。資料は２ページをごらんくださ

い。 

政策別の主な事業といたしましては、しごとづ

くりでは、商工業振興助成支援や企業誘致促進な

ど商工業振興対策関連事業、農林業担い手育成支

援、農地・農村環境の保全、地産地消推進、森林

環境基盤整備、市産材等活用促進、漁港海岸保

全・整備など農林水産業振興対策関連事業、観光

資源のＰＲ、ブランド化や適正管理、イベント運

営支援など観光振興対策関連事業を実施いたしま

した。 

ひとづくりでは、結婚・出産及び子育て支援事

業、健康増進事業、医療の確保、高齢者及び障が

い者福祉、生活困窮者支援事業、火災・救急体制

整備及び消防団活動推進事業、人権教育推進、生

涯学習の場の提供やスポーツ及び文化振興事業、

国際化・地域間交流促進事業を実施いたしまし

た。 

まちづくりでは、移住・定住体制整備事業、ジ

オパーク推進事業、中心市街地整備・まちづくり

再編、地域主導の地域づくり推進事業、コミュニ

ティ強化推進事業、地域防災力の強化等防災・減

災事業、道路・水道・下水道等インフラ整備及び

維持管理事業を実施いたしました。 

行財政では、働き方改革の推進による効率的な

業務遂行、市有土地・建物、公用車など市有財産

の維持管理、市税の賦課徴収、ふるさと納税の推

進を実施し健全財政の維持に取り組みました。 

なお基本計画の主要な施策の成果に係る事業の

概要につきましては、成果報告書の51ページから

124ページに記載しておりますのでお目通しをい

ただきますようお願いいたします。 

以上、主要な部分のみをご説明申し上げました

が、詳細につきましては、決算審査特別委員会に

おきまして施策の成果報告書に基づき各担当部課

長が説明をいたしますので、よろしくご審議の

上、ご認定いただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

ただいまより暫時休憩いたします。（休憩 午

前11時59分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時00分） 

 （日程11） 

○議長 

次に、日程第11、認定第２号「平成30年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」から、認定第12号「平成30年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定

について」までの11件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

山口会計管理者。 

○山口会計管理者 

平成30年度西予市特別会計の決算につきまして

ご説明申し上げます。成果報告書の11ページをお

開きいただいたらと思います。 

公営企業会計を除きます特別会計の総額で、歳

入決算額は131億6846万5000円、歳出決算額は

128億8090万4000円、歳入歳出差引額は2億8756万

1000円となり、翌年度への繰越財源3149万3000円

を除きますと、実質収支は2億5606万8000円とな

っております。 

それでは会計別にご説明を申し上げます。 

まず認定第２号「平成30年度西予市住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

資料は125ページをお開きください。 

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入総額

146万4000円、歳出総額134万6000円となり、形式

収支、実質収支ともに11万8000円となっておりま

す。 

続きまして、認定第３号「平成30年度西予市育

英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」ご説明を申し上げます。 

資料は126ページをお開きください。 

平成30年度決算額は、歳入総額が4408万4000円

で、前年度と比較しまして207万1000円の減、歳

出総額は2774万円で、前年度との比較では139万

8000円の減となり、形式収支、実質収支ともに
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1634万4000円となっております。 

なお、平成30年度貸付者は、継続28人、新規

15人の合計43人で、貸付総額は1740万円。償還者

は延べ626人で、償還総額は2706万7000円となっ

ております。 

続きまして、認定第４号「平成30年度西予市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

資料は127ページをお開きください。 

まず国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入総

額が52億3852万円、歳出総額は50億9099万7000円

となり、形式収支、実質収支ともに1億4752万

3000円の黒字となっております。この繰越額につ

きましては、前年度精算による愛媛県国民健康保

険保険給付費等交付金の返還及び、財政調整基金

積み立て等に充てるものであります。 

当会計におきましては、被保険者の高齢化や医

療技術の高度化などに伴う医療費の増加に伴い、

厳しい財政運営を強いられております。将来にわ

たって、国保の安定的な運営と財政の健全化を図

るためにも、引き続き保険税の高い収納率を維持

するとともに、ジェネリック医薬品の普及促進、

健康の保持増進や保健事業の効率的な実施による

重症化予防に取り組むことにより国保会計の健全

化に努めてまいります。 

次に、診療所施設勘定についてご説明いたしま

す。 

資料は132ページからになりますが134ページを

お開きください。 

市内５診療所の歳入総額は1億9761万6000円、

歳出総額が1億9630万1000円となり、形式収支、

実質収支ともに131万5000円となっております。

診療所勘定におきましては、一般会計から4793万

6000円を繰り入れることにより収支均衡を図って

いる状況にあることから、引き続き医療材料費等

の経費削減に努めるとともに、今後も医療体制の

見直しを図るなど、地域の実情に応じた医療提供

体制の確保に努めてまいります。 

続きまして、認定第５号「平成30年度西予市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

資料は138ページをお開きください。 

まず歳入総額は6億2083万5000円で、前年度と

比較いたしまして1152万円の減、歳出総額が6億

1837万円で、前年度と比較して308万8000円の増

となりまして、形式収支、実質収支ともに246万

5000円となっております。 

歳入につきましては、被保険者の保険料が3億

4070万2000円、繰入金2億5166万4000円、後期高

齢者医療健康診査の受託収入などの諸収入1056万

2000円が主なものであります。 

歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合

納付金が5億8304万5000円となり、歳出全体の

94.3％を占め、歳出のほとんどが実績額確定に伴

う保険料、保険基盤安定分、広域連合の共通経費

となっております。 

続きまして、認定第６号「平成30年度西予市介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」ご

説明を申し上げます。 

資料は141ページをお開きください。 

介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額が58億

2315万1000円で、前年度と比較しまして1億

3232万円の増、歳出総額は57億5021万6000円で、

前年度と比較しまして1億4427万1000円の増とな

りまして、形式収支、実質収支ともに7293万

5000円となっております。今後も介護サービスや

介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合

事業が、多様な事業者、または施設等から適正か

つ安定的、継続的に提供されるよう指導・監理

し、介護保険の健全運営を図ってまいります。 

続きまして、認定第７号「平成30年度西予市農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明を申し上げます。 

資料は151ページをお開きください。 

農業集落排水事業特別会計における歳入総額は

3億5700万8000円で、前年度と比較いたしまして

2642万8000円、6.9％の減、歳出総額が3億5546万

4000円で、前年度と比較いたしまして2744万

2000円、7.2％の減となりまして、形式収支が

154万4000円、実質収支が52万7000円となってお

ります。本事業につきましては、農業集落におけ

る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域

の生活環境の向上を図るため、現在10処理場が稼

働しておりますが、機能診断調査の評価結果に基

づき、適時・適切な施設の維持管理に努めている

ところであります。 

続きまして、認定第８号「平成30年度西予市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て」ご説明を申し上げます。 

資料は157ページをお開きください。 

公共下水道事業特別会計は、歳入総額 7億

2112万9000円で、前年度と比較いたしまして

3322万円、4.4％の減、歳出総額が6億9036万

8000円で、前年度と比較いたしまして5892万

1000円、7.9％の減となり、形式収支が3076万

1000円、実質収支が28万5000円となっておりま

す。事業内容につきましては、宇和処理区、野村

処理区ともに供用を開始しており、拡張区域の整

備及び施設の維持管理等、鋭意進めているところ

でございます。 

以上、西予市簡易水道事業特別会計を除く、平

成30年度西予市特別会計歳入歳出決算につきまし

て説明をさせていただきました。大変大まかな説

明になりましたが、詳細につきましては、決算審

査特別委員会におきまして各担当部課長から説明

申し上げますので、よろしくご審議の上、ご認定

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

認定第９号「平成30年度西予市簡易水道事業特

別会計歳入歳出の決算の認定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

資料は平成30年度決算における主要な施策の成

果報告書147ページからになります。 

西予市簡易水道事業特別会計は、歳入総額が

1億6465万8000円で、主な収入といたしまして

は、給水収入6622万3000円、繰入金5334万

2000円、分担金及び負担金540万3000円、市債

2160万円などであります。 

歳出総額は1億5010万2000円で、主な支出とい

たしましては、事業費1億2683万9000円及び公債

費2326万3000円であります。 

以上によりまして、形式収支、実質収支ともに

1455万6000円の黒字を計上いたしております。 

続きまして、認定第10号「平成30年度西予市水

道事業会計決算の認定について」ご説明申し上げ

ます。 

公営企業会計決算書の18ページをお開きくださ

い。 

まず平成30年度の水道事業の概要を報告いたし

ます。総括事項として、営業収益における給水収

益につきましては、７月豪雨災害により施設が被

災したことが影響し前年度比2.9％の減となりま

した。また、業務量につきましては、給水人口が

前年度から578人減少し3万372人、年間総有収水

量は、前年度比3.1％減の327万1182立方メートル

となりました。 

次に、収益的収入及び支出の決算額についてご

説明いたします。 

４ページをお開きください。 

水道事業収益7億1273万2356円に対しまして、

水道事業費用は7億37万2208円となり、前年度と

比較しまして、収益は1.2％の減、費用は1.1％の

増となっております。なお、これらは消費税込み

の金額であります。 

８ページをお開きください。 

このことを損益計算書でご説明いたしますと、

営業収益5億6538万5739円に対しまして、営業費

用が6億3856万4703円となり、差し引き7317万

8964円の営業損失となりました。 

次に営業外収益は、水道加入金など8600万

327円となっており、営業外費用は企業債の支払

利息など3151万1973円を支出しております。 

以上によりまして、経常損失1869万610円、当

年度純損失911万3572円となり、当年度未処分利

益剰余金が8454万5217円となっております。な

お、積立金と合わせた利益剰余金の合計は5億

5024万7800円であります。 

次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

６ページをお開きください。 

資本的収入につきましては、税込み収入総額

7759万4444円となっております。その内訳は、負

担金158万7400円、補助金7600万7044円でありま

す。 

次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額3億2860万9262円で、建設改良費として2億

1871万260円、企業債償還金として1億989万

9002円を支出しております。建設改良費の主な工

事は、西日本豪雨災害に伴う災害復旧事業、宇和

給水区域の上松葉配水池更新事業などでありま

す。 

また、資本的収入額が資本的支出額に対しまし

て不足する2億5101万4818円につきましては、過

年度分損益勘定留保資金などで補填をいたしまし
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た。その他、決算資料を掲載しておりますのでご

参照ください。 

以上、よろしくご審議を賜り、ご認定いただき

ますようお願いを申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

認定第11号「平成30年度西予市病院事業会計決

算の認定について」ご説明を申し上げます。 

公営企業会計決算書の52ページをお開きくださ

い。 

全国的な医師及び看護師の不足など、医療を取

り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。

そのような中、西予市民病院におきましては、常

設科として、内科、外科及び泌尿器科の常勤医師

を確保したものの整形外科の常勤医師が不在とな

り、野村病院の協力を初めとした非常勤医師によ

る診療、非常設科として婦人科や皮膚科、脳神経

外科などにおいては、非常勤医師による診療を行

いました。 

一方、野村病院におきましては、常勤医師や非

常勤医師により、常設科として内科、整形外科、

非常設科として、外科、眼科、耳鼻咽喉科、心療

内科ほかの診療体制の確保を図ることができまし

た。 

これらによりまして、両病院が連携して、公立

病院としての診療機能や市内の２次救急体制の維

持に努めてきたところであります。今後におきま

しても、医師及び看護師等の確保に努め、医師会

や関係機関とも連携し、西予市内の地域医療を維

持していく所存でございます。特に今年度は、整

形外科につきましては、両病院それぞれ２名の常

勤医師の確保ができたところであります。 

次に53ページの業務量でございますが、西予市

民病院では、年間入院患者数3万7030人、１日平

均101.5人、外来患者数4万4556人、１日平均

182.6人、野村病院では、年間入院患者数2万

7128人、１日平均74.3人、外来延患者数5万

1778人、１日平均212.2人となっております。 

次に40ページの収益的収入及び支出についてご

説明いたします。 

病院事業収益39億7786万4190円に対しまして、

病院事業費用は40億4871万9430円となっておりま

す。なお、これらは消費税込みの金額でございま

す。 

その詳細につきましては44ページの損益計算書

でご説明いたします。 

医業収益31億1581万6633円に対し、医業費用は

37億5081万6495円で、差し引き6億3499万9862円

の営業損失となりました。その主な要因といたし

ましては、西予市民病院建設及び野村病院の大規

模改修に係る減価償却費、医療スタッフ確保に伴

う給与費の増などでございます。 

次に、医業外収益は6億4634万5574円で、うち

4億2608万6377円が一般会計からの負担金及び補

助金でございます。医業外費用は 2億1073万

9100円で、主に企業債の利息、控除対象外消費税

として計上される雑支出及び、昨年度から新たに

事業所内保育及び病児保育事業を実施したスマイ

ル保育園の運営費でございます。 

以上によりまして、経常損失 1億 9 9 3 9万

3388円、当年度純損失7245万1003円となり、当年

度未処理欠損金は2億9848万6550円となっており

ます。 

続いて42ページの資本的収入及び支出について

ご説明いたします。 

資本的収入の総額は1億6946万7268円で、内訳

は、一般会計出資金435万円、一般会計負担金1億

1816万7268円、企業債4680万円、固定資産売却代

金15万円であります。 

次に資本的支出につきましては、税込み支出総

額は2億7016万9457円で、これは、医療機械の更

新などの建設改良費7389万5544円、企業債償還金

1億9567万3913円、奨学資金制度に係る投資60万

円となっております。これにより、資本的収入が

資本的支出額に対して不足する額1億70万2189円

につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で

補填いたしました。 

79ページから西予市民病院及び野村病院の決算

資料を掲載しておりますのでご参照ください。 

続きまして、認定第12号「平成30年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

平成30年度西予市公営企業会計決算書の126ペ

ージをお開きください。 

平成30年度は７月に西日本豪雨災害が発生した

ことで施設運営にも影響を受けました。建物等へ

の被災は免れましたが、約２週間に及ぶ断水や停
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電等により、発災から13日間にわたって通所リハ

ビリテーションサービスを休止せざるを得なくな

り、営業日数が減少することとなりました。業務

量でございますが、年間施設入所延利用者数は

2万5923人、短期入所延利用者数は2,594人、あわ

せて１日平均 7 8 . 1人、通所延利用者数は

6,410人、１日平均21.7人となりました。 

次に112ページをお開きください。 

まず収益的収入及び支出についてご説明いたし

ます。施設事業収益は5億2340万5435円に対しま

して、施設事業費用は5億2201万4851円となって

おります。なおこれらは消費税込みの金額であり

ます。 

このことを116ページの損益計算書でご説明い

たしますと、施設運営事業収益は 4億2926万

3861円に対しまして、施設運営事業費用は4億

9171万8684円となり、差し引き6245万4823円の営

業損失となりました。主な要因といたしまして

は、平成29年度に完了した増築部分の建物や購入

した備品に係る減価償却費が大幅に増加したこと

によるものです。 

次に、施設運営事業外収益からは、市からの補

助金などにより3966万8343円となっており、施設

運営事業外費用は企業債の支払利息などで1670万

9632円を支出しております。 

以上によりまして、経常損失は3949万6112円、

当年度純利益は139万584円となり、当年度未処理

欠損金は2848万7909円となりました。 

次に資本的収入及び支出についてご説明いたし

ます。 

114ページをお開きください。 

資本的収入につきましては3778万5347円となっ

ており、市からの繰入金を計上したものでありま

す。 

一方、資本的支出につきましては3778万5347円

となっており、企業債償還元金を支出しておりま

す。 

事業の概要については121ページの貸借対照表

及び125ページからの事業報告書等をご参照願い

ます。 

今後とも関係機関と緊密な連携を図り、効率的

な施設運営と利用者の確保及び経費節減に努め、

さらなるサービスの向上と健全経営を図ってまい

りたいと考えております。 

以上、よろしくご審議を賜り、ご認定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

ただいま議題となっております認定第１号から

認定第12号までの監査報告を求めます。 

正司代表監査委員。 

○正司代表監査委員 

それでは決算審査意見についてご報告申し上げ

ます。 

市長から地方自治法の規定に基づいて審査に付

されました、平成30年度西予市一般会計、特別会

計の決算及び西予市基金運用状況並びに地方公営

企業法の規定に基づいて審査に付されました、平

成30年度西予市公営企業会計の決算について、慎

重に審査し、決算審査意見書を去る８月16日に市

長に提出したところでございます。 

以下、その内容についてご報告いたしますが、

金額につきましては万円単位でご報告させていた

だきます。 

お手元の平成30年度西予市一般会計及び特別会

計決算審査意見書の１ページをごらんください。 

第１ 審査の対象は、平成30年度一般会計及び

平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計ほか７特別会計の歳入歳出決算であります。 

第２ 審査の概要であります。まず審査の方法

につきましては、市長から提出されました一般会

計及び特別会計歳入歳出決算書、その他政令で定

められた書類について、関係法令に準拠して正確

に表示されているか。また予算の執行及び事業の

経営が適正かつ効率的に行われているかを念頭に

置き、関係諸帳簿及び証拠書類と照合し、計数の

正確性、予算の執行状況の適否等、通常実施すべ

き審査手続を全国都市監査委員会の「都市監査基

準」に準拠して実施し、定例監査、例月現金出納

検査の結果も参考にしながら審査をいたしまし

た。 

次に審査の期間ですが、令和元年７月１日から

令和元年８月７日までの間実施をいたしました。 

第３ 審査の結果であります。計数に誤りはな

く、歳入歳出予算の執行及び関連する事務処理に

ついても適正に行われていると認められました。 

次に決算の概要でありますが、２ページの

（１）決算規模のア 総計決算額をごらんくださ
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い。 

アの総計決算額は歳入が471億5963万円、歳出

が453億713万円であります。ウの総計決算額の比

較を見ていただきますと、前年度に比べ、歳入が

51億8773万円、歳出が46億5302万円、それぞれ増

加しております。 

続きまして３ページの（２）決算状況をごらん

ください。 

一般会計及び特別会計の決算収支の状況は、合

計欄に記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差

し引いた歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は

18億5250万円、実質収支は10億9274万円でありま

す。 

一般会計、特別会計に分けて見てみますと、一

般会計の形式収支は15億6493万円、実質収支額は

8億3668万円と黒字でありますが、単年度収支額

では7240万円の赤字となり、また、この表にはあ

りませんが、財政調整基金積立金を加えた実質単

年度収支においても12億3999万円の赤字となって

おります。 

次に、特別会計の形式収支は2億8756万円、実

質収支額は2億5606万円の黒字であります。 

また、単年度収支額でも2036万円の黒字、基金

積立金を含めた実質単年度収支におきましても

6825万円の黒字となっております。 

なお、各会計決算審査の状況、意見につきまし

ては４ページ以降に記載しておりますので、お目

通しいただき詳細の説明は省略させていただきま

す。 

次に55ページをお開きください。 

まとめの中ほどをごらんいただきたいと思いま

す。事業面では、挑戦・改革・前進をポイントに

おいた、四国西予ジオパークの推進、地域力の活

性化、魅力あふれるまちづくりなど、西予市の次

なるまちづくりに踏み出す予算として事業の遂行

がなされておりましたが、平成30年７月の豪雨災

害により、被災者への復旧・復興事業を最優先に

した予算への組み替え、また、事業体制の調整

等、行財政の事業・運営はこれまでに経験したこ

とのない１年となりました。 

財政状況では、４ページに記載の普通会計の財

政指標のとおり、公債費負担比率は14.8％と改善

されたものの財政力指数は0.25％と厳しく、経常

収支比率では、一般財源の充当率で妥当とされて

いる70％から80％を大きく超え91.9％まで上昇す

るなど、依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

また、一般会計の歳出面においては、平成28年

度以降毎年10億円を超える不用額が生じ、平成

30年度においても11億4824万円が計上されるな

ど、予算管理の徹底化に努める必要も生じてきて

おります。 

今後の施策推進に当たりましては、復興元年を

踏まえ、被災者の生活早期再建への「西予市復興

まちづくり計画」の推進を最優先に「第２次西予

市総合計画」の基本理念の遂行に向け、健全な財

政運営、住民サービスの充実・向上に期待するも

のであります。 

以上、一般会計及び各特別会計決算の審査結果

報告とさせていただきます。 

なお、56ページ以降の西予市基金運用状況審査

の結果につきましては、各基金の計数はいずれも

正確であり適正に運用されているものと認められ

ましたので報告とさせていただきます。 

続きまして、平成30年度西予市公営企業会計決

算審査意見書の１ページをお開きください。 

第１ 審査の対象は平成30年度水道事業会計、

病院事業会計、野村介護老人保健施設事業会計の

３事業の事業会計の決算であります。 

第２ 審査の概要であります。審査の方法につ

きましては、市長から提出されました３事業会計

の決算報告書、財務諸表、事業報告書及び政令で

定めるその他の書類が地方公営企業法その他関係

法令の規定に基づいて作成され、かつ、これらの

計数、経営成績及び財政状況が適正に表示されて

いるかについて、関係諸帳簿及び証拠書類と照合

し、あわせて、定例監査、例月現金出納検査の結

果も参考にしながら審査いたしました。また、審

査に当たりましては、全国都市監査委員会の「都

市監査基準」に準拠して実施いたしました。 

次に審査の期間ですが、令和元年６月19日から

令和元年８月７日までの間実施をいたしました。 

第３ 審査の結果であります。いずれも法令に

基づいて作成され、計数、経営成績及び財政状態

についても適正に表示されていると認められまし

た。 

次に総合意見について説明させていただきま

す。 
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６ページ（２）総合意見をごらんください。 

経営の状況は、３事業会計全体の純損失が前年

度の1億8257万円から8017万円に減少しておりま

す。これは、３事業会計の特別利益の増加と病院

事業会計の医業外収益の増加が主な要因でありま

す。 

次に中ほどからやや下のところをごらんくださ

い。 

公営企業は、経済性の発揮と公共の福祉の増進

を果たすことを目的としておりますので、経営の

安定及び市民生活に対するサービスの向上が求め

られているところであります。決算書で経営成績

や財政状況などを的確に分析し、分析結果を踏ま

えて優先的に行う事業を予算書等に反映すること

が大切であります。特に、現状では事業収益だけ

で費用を賄うことができず、一般会計からの繰入

金が収益の増減に大きく影響していることから、

中長期的な視点に立って経営の効率化・健全化を

図っていただきたいと考えます。当面、各事業会

計は次の点に留意して取り組んでいただくよう望

むものであります。 

水道事業経営に当たりましては、平成30年７月

豪雨の被災設備の復旧に努めるとともに、安定し

た給水ができるよう老化した設備の更新を計画的

に進めていただきたいと考えます。 

また、災害に強い施設への整備に取り組み、収

入の確保及び維持管理費の削減にも努めていただ

くよう望むものであります。 

病院事業経営に当たりましては、平成30年度に

開設した事業所内保育所の開設が看護師不足の解

消につながり、医業収益の向上に結びつくよう健

全な病院経営に取り組んでいただきたいと考えま

す。 

野村介護老人保健施設事業運営に当たりまして

は、定員に対する充足率の向上が安定的な収益に

つながると考えられますことから平常時から計画

性を持って安定した利用者数の確保に努めていた

だきたいと考えます。 

なお、各会計の決算審査の状況は７ページ以降

に記載しておりますのでお目通しいただき、詳細

な説明は省略させていただきますが、今後の指針

となる経営分析の結果についてご報告申し上げま

す。 

20ページ、水道事業会計の経営分析表をごらん

ください。 

１番下の損益その他の比率欄を見ていただきま

すと、総資本利益率はマイナス0.25％で、前年度

の0.08％から0.17ポイント下がって、収益性がさ

らに低下しています。 

また、営業収支比率は88.5％で、前年度の

91.2％から2.7ポイント下がり、平成30年度も損

失が生じております。 

総収支比率も98.7％と、収益で費用が賄われて

いないことから現在の経営は厳しいものになって

おります。 

次に40ページ、病院事業会計の経営分析表をご

らんください。 

病院事業会計も１番下の損益その他比率欄を見

ていただきますと、総資本利益率はマイナス

2.15％で前年より0.7ポイント、総収支比率は

98.2％で前年より3.8ポイント、それぞれ改善さ

れてきておりますが、これは収益性のない一般会

計からの負担金繰入額の増加によるものとなって

おります。 

また、医業収支比率につきましては83.1％と医

業収益で費用が賄われていないことから平成30年

度も損失が生じ水道事業会計と同様、現在の経営

は厳しいものとなっております。 

最後に56ページ、野村介護老人保健施設事業会

計の経営分析表をごらんください。 

構成比率欄を見ていただきますと、固定資産構

成比率は90.2％と高く、資本が固定化の傾向にあ

り経営が硬直化してきております。 

次に、損益その他の比率欄の総収支比率は

100.3％で前年より8ポイント減少したものの、施

設運営事業外収益と特別利益によって辛うじて総

収益で総費用が賄われております。しかし、施設

運営事業収支比率は87.3％で、前年度より2ポイ

ント減少し、施設運営事業収益で施設運営費用が

賄われていないことから損失が生じ経営は厳しい

状況にあります。 

なお財務比率につきましては、３事業会計とも

基準を満たして望ましい姿となっております。 

以上、公営企業会計決算審査意見の報告とさせ

ていただきます。 

これで、決算審査意見についての報告を終わり

ます。 

○議長 
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以上で監査報告は終わりました。 

 （日程12） 

○議長 

次に、日程第12、報告第８号「平成30年度西予

市一般会計継続費精算報告について」から、報告

第19号「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況につい

て」までの12件を一括議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 

宗副市長。 

○宗副市長 

報告第８号「平成30年度西予市一般会計継続費

精算報告について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

平成30年度において、野村学校給食センター建

設事業に係る本体工事、監理委託及び厨房設備機

器導入の継続費に係る継続年度が終了しましたの

で、地方自治法施行令第145条第２項の規定によ

り継続費精算報告書を添えてご報告申し上げま

す。 

続きまして、報告第９号「平成30年度健全化判

断比率の報告について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

平成30年度決算に基づく実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の健

全化判断４比率を算定いたしましたので、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

の規定により監査委員の意見を付し報告するもの

であります。 

なお、財政健全化判断比率と申しますのは、市

の財政運営が将来を含め、今どういう状態である

のかを見るためのものでございます。その比率に

ついてでございますが、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率につきましては、一般会計並びに全て

の会計をとおしての実質赤字額はございません。 

次に、実質公債費比率は借入金返済の度合い

を、将来負担比率は将来の財政運営を圧迫する度

合いを見るものでございます。いずれの比率につ

きましても早期健全化を必要とする基準値を下回

っており、現状では健全な財政運営状況であるこ

とをご報告申し上げます。 

続きまして、報告第10号「平成30年度資金不足

比率の報告について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

水道事業会計、病院事業会計、野村介護老人保

健施設事業会計、簡易水道事業特別会計、農業集

落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計

につきまして、平成30年度の資金不足比率を算定

いたしましたので、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第22条第１項の規定により監査委員

の意見を付し報告するものであります。 

この資金不足比率とは、公営事業の経営状況の

悪化の度合いを見るものでありますが、一覧表の

とおり全ての会計において資金不足を生じておら

ず、健全な経営がなされている状況であることを

ご報告申し上げます。 

続きまして、報告第11号「西予市土地開発公社

の経営状況について」、報告第12号「株式会社野

村町地域振興センターの経営状況について」、報

告第13号「株式会社エフシーの経営状況につい

て」、報告第14号「株式会社城川ファクトリーの

経営状況について」、報告第15号「株式会社どん

ぶり館の経営状況について」、報告第16号「あけ

はまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況に

ついて」、報告第17号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」、報告第18号「一般財団法人

宇和文化会館の経営状況について」、報告第19号

「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について」、

一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

地方自治法第221条第３項で規定する市の出資

比率が50％以上の法人等については、同法第

243条の３第２項の規定により毎事業年度に法人

の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出

することが義務づけられており、本議会に９法人

の平成30年度経営状況について報告するものであ

ります。各法人の経営状況の詳細につきまして

は、担当部長から補足説明をいたしますのでよろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

報告第11号「西予市土地開発公社の経営状況に

ついて」補足説明申し上げます。 

平成30年度西予市土地開発公社の実績報告につ

きましては、完成土地売却といたしまして、さく

ら団地７区画を販売し4630万780円の収入がござ

いました。令和元年度の事業計画につきまして

は、宇和町さくら団地全82区画のうち、残42区画

を、城川町高野子団地全15区画のうち残６区画



 

- 28 - 

 

を、三瓶町いぶき団地全24区画のうち残12区画

を、宇和町みどり団地におきましては残13区画の

販売促進を行っているところでございます。 

次に平成30年度の収支報告をいたします。歳入

の部では、事業収益4630万780円、事業外収益5万

6894円、繰越金4452万117円、事業借入金1億

5250万円の合計2億4337万7791円でございます。 

歳出の部は、販売費及び一般管理費494万

6587円、事業外費用47万3373円、事業借入元金償

還1億9670万円の合計2億211万9960円でございま

す。差引繰越金といたしましては4125万7831円で

ございます。 

詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しください。 

以上、西予市土地開発公社の経営状況補足説明

とさせていただきます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

報告第12号「株式会社野村町地域振興センター

の経営状況」につきまして補足説明を申し上げま

す。 

同社は西予市指定管理者として指定を受け、乳

製品、繭製品、獣肉の加工製造、販売、農産物の

加工管理を目的に、農業公園ほわいとファームの

管理経営に当たり、乳製品の製造販売やシルク博

物館の繭製品の販売、レストラン事業ほか、施設

を使ったイベントによる地域内外の振興事業に取

り組んでおります。 

平成30年度におきましては、地元団体とのイベ

ント共同開催やしし肉を活用したジビエ料理提供

などを行ったものの、７月豪雨災害による影響は

大きく、年間利用者数は3万3000人余りと、昨年

度より1万5000人の減となりました。経営実績に

ついては、愛媛県のよろず支援拠点のアドバイス

を取り入れ経営改善に取り組み、６月は目標であ

った売り上げ３割アップを達成したものの、７月

の豪雨災害により大きな損失をこうむり、全事業

の売上高が約6320万円で、前年比83％、損益につ

いても約1220万円の純損失を計上しております。

雇用につきましては、正職員、パート社員を含め

12名でございます。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

次に、報告第13号「株式会社エフシーの経営状

況」につきまして補足説明を申し上げます。 

同社は、森林の保全や林業の担い手育成などを

主な目的に、林産物の生産、加工、販売及び農林

業基盤整備にかかる伐出、除伐、作業道開設と木

質ペレット製造施設の指定管理者として、素材生

産森林整備事業に取り組んでおります。 

平成30年度は、積極的な技術研修による基幹林

業労働者の育成とコスト削減に取り組んでまいり

ましたが、７月豪雨災害の影響などもあり、素材

生産量は6,611立米と、前年度比約89％となりま

した。 

また、森林整備面積においては、前年値の

147ヘクタールを下回り114ヘクタールとなりまし

た。木質ペレット等木材加工品の生産及び販売額

は、ペレット223トン、おが粉422立米を生産、販

売し、これらを合わせた売上総額は約9800万円と

なっており、昨年に比べて約500万円減少とな

り、当期純利益では1560万円余りのマイナスとな

りました。 

雇用者数は現在20名で、事業目的に林業者の人

材育成が位置づけられていることから令和元年度

は引き続き人材の雇用と育成、機械化による効率

化と林家手取り向上等を目指すとともに、計画的

な森林管理を行い、安定的な木材の生産と供給が

可能となるよう地域の森林整備に取り組んでまい

ります。西予市内森林の適切な整備と林業活性化

に向けて、将来につながる経営の安定化と担い手

の育成に努める所存でございます。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

次に、報告第14号「株式会社城川ファクトリー

の経営状況」につきまして補足説明を申し上げま

す。 

城川ファクトリーは地域特産品を開発すること

による市内農産物の振興のほか、市民の健康増

進、観光交流などを通じて、多角的に事業を展開

しております。 

また、指定管理者として、地元農産物等を使っ

た特産品の開発、生産、加工、販売や宿泊及び温

浴施設の管理運営などを主な業務として、特産品

センター、農作物加工センター、食肉加工センタ

ー、クアテルメ宝泉坊、宝泉坊ロッジ、産地形成

等促進施設の営業を行っています。これら６施設
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の平成30年度売上高は、昨年度に比べ約4700万円

減少した約5億2700万円となり、純利益は約

2000万円のマイナスとなっております。 

主な要因は、７月豪雨災害によるクアテルメ宝

泉坊の10カ月間の長期休業とそれに伴う宝泉坊ロ

ッジの宿泊客の減少が主な影響となります。 

また、加工部門では、かつて経験したことのな

いクリの大凶作に見舞われたこともあり、全体と

して大幅な純損失となりました。 

第三セクターの持つ重要な使命である公共性確

保については、30年度は正職員を２名増やし、臨

時、パート、期間雇用を含めた雇用人数全体では

89名を確保いたしております。 

令和元年度につきましては、経済状況、消費者

ニーズの的確な把握と安心・安全志向に応えてい

くため、ネット販売の強化や小口取引先の開拓、

委託による首都圏販売、販路開拓など進めるとと

もに、城川ファクトリーとしてのブランド力を高

め、海外への輸出事業の拡大を図るなど、お客様

の視点に立った商品、サービスの開発を行ってま

いりたいと考えております。 

また、公共財産の適正な維持管理に努め、産業

振興、人材育成、健康福祉、情報発信等、常に新

しいことに挑戦する姿勢のもとに、信頼される地

域の中核企業として地方活性化に貢献してまいり

ます。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

次に、報告第15号「株式会社どんぶり館の経営

状況について」補足説明をさせていただきます。 

同社は西予市指定管理者として指定を受け、農

産物、観光物産、特産品の販売、レストランの経

営、加工品の製造販売を目的に、どんぶり館のふ

れあい市場、レストランなどの管理経営に当た

り、農林水産物や地域特産品の販売などの事業に

取り組んでおります。 

平成30年度は、昨年度とほぼ同じ48万人の方が

どんぶり館を訪れていただき、売上高は、昨年比

800万円増の約1億8800万円となり、最終的には約

740万円の純利益がありました。 

現在、正職員、臨時、パート職員も含め27人で

運営をしており、全員西予市からの雇用となって

おります。青空市場へ出荷する農家の方は500名

の登録があり、100％西予市民、95％以上が西予

市産の農産物となっております。特産市場につい

ても230名の登録があり、80％以上が西予市の業

者となっております。 

また、近年問題視されておりましたレストラン

への団体客受け入れにつきましては、生産性革命

に資する地方創生拠点整備交付金を活用いたしま

して、団体昼食専用受け入れ施設ジオキッチンを

建設し、現在、県内各所へ営業を行っておりま

す。 

令和元年度は、販売促進とＰＲ活動に力を入

れ、オリジナル商品の開発を進めるとともに、今

まで以上に西予市の情報発信基地としての役割を

担い、四国西予ジオパークの窓口としての施設づ

くりを目指し、魅力ある施設づくりを努めてまい

ります。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

次に、報告第16号「あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社の経営状況について」補足説明をさ

せていただきます。 

同社は、西予市指定管理者として、明浜ふるさ

と創生館、明浜塩風呂、明浜民宿故郷、明浜オー

トキャンプ場の４施設で、明浜地区の基幹産業で

あるかんきつ等の農林水産物を使った地域特産品

の製造販売のほか、市民の健康増進、漁村と都市

間交流を図るマリノベーション構想に基づく観光

交流の推進、雇用確保を含めた地域振興を担う経

営管理を行っております。 

これら４施設、５部門の平成30年度売上高は約

1億9000万円で前年度比88％となり、最終収支は

マイナス2170万円となりました。 

その主な要因といたしましては、７月豪雨によ

る減収と塩風呂はま湯の老朽化による修繕費、経

費の増加、創生館加工部門での個人搾汁の減少な

どが挙げられます。 

また、施設利用者数では約7万5000人と横ばい

になっており、平成29年度と同様かっぱ祭りが中

止になるなど、豪雨災害を含めた夏季繁盛期の天

候不順によるものが大きな理由となっておりま

す。 

あけはまシーサイドサンパークは、明浜地区で

唯一の集客施設であり、温浴、宿泊、製造など多

岐にわたる部門を経営管理することが多くの人手

を必要としており、令和元年度は昨年に比べ９人
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減の32人となった職員の募集と人材育成を進める

ことを計画しています。そのほかにも塩風呂はま

湯、民宿故郷が一体となった仮称ジオリゾート施

設を整備し、新たな明浜地域のまちづくり拠点と

して再生することを目指しております。そのため

にも、本年を準備期間とし、中核的事業の強化と

不採算部門の抜本的な改革を進めていきます。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

最後に、報告第17号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」補足説明をさせていただきま

す。 

同社は、農作物の生産、加工、販売を主な業務

とし、西予市指定管理者として指定され、野村青

汁工場の管理経営を行っています。 

平成30年度につきましては約12億1600万円の売

り上げを計上しました。対前年比179％で、純利

益は約3800万円となりました。 

その要因としましては、７月豪雨に見舞われた

ものの、その後は天候に恵まれ、県内産出荷率が

計画比99.3％と３年ぶりに回復したことによりま

す。また、産地を分散していることで工場がフル

稼働することができたことが大きな理由となりま

す。 

平成30年度は、増設した新商品製造のための製

造ラインにて濃縮青汁の１年を通した自社生産を

スタートしましたが、２倍濃縮して販売すること

による輸送コストの半減と冷凍庫のスペース半減

は利益向上に大きな追い風となりました。 

また、収穫量を増やしていくためにも、自社農

園をつくることや新規契約農家を計画的に増やせ

るようＪＡ東宇和を中心に連携をとりながら原料

確保に努めてきました。 

期末における雇用者数は35名となり、従業員の

高齢化も進み、今後を見据えた若手人材の雇用、

育成が急務となっております。求人募集をしても

応募者が少ないことから、今後も人材確保のた

め、地域の高校への募集も継続してかけていきた

いと考えております。 

なお、詳細につきましては、お配りをしており

ます資料をごらんください。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

報告第18号「一般財団法人宇和文化会館の経営

状況について」補足説明申し上げます。 

一般財団法人宇和文化会館は、本年４月から引

き続き指定管理者として芸術文化事業の実施と施

設の管理運営を行っております。 

平成30年度の芸術文化事業では、自主事業公演

を６事業、その内訳として、宇和文化会館５事

業、三瓶文化会館１事業及び共催事業として８事

業を実施いたしました。 

まず自主事業といたしまして、宇和文化会館で

ございますが、高嶋ちさ子12人のヴァイオリニス

ト音楽会を初め、多岐にわたるジャンルの催し物

を実施し、幅広い年齢層から安定した集客を得る

ことができました。三瓶文化会館における自主事

業では、沖縄出身の女性２人組みグループ、Ｋｉ

ｒｏｒｏのコンサートを開催し、ほぼ満席状態で

大変好評でありました。 

また共催事業としては、市民劇団もんたかなの

結成５周年記念事業や演歌歌手の大月みやこコン

サート等を実施するなど、市民要望に応えること

にも心がけてまいりました。 

今後も地域住民を巻き込んだ事業の展開や市民

のニーズに合った取り組みを行い、利便性を高め

ることにより経営の安定を図ってまいりたいと考

えているところであります。 

貸館業務としましては、７月豪雨災害の影響も

あり、平成29年度と比較しますと、利用件数につ

いては若干の減少はありましたが、延べ利用者数

は4万4655人であり、ほぼ例年同様のご利用をい

ただいております。 

次に収支の状況についてご報告をさせていただ

きます。 

事業活動収入合計7500万4000円、事業活動支出

につきましては、合計7077万9000円でございまし

た。収入合計から支出合計を差し引き、さらに投

資活動の収支差額を合わせた当期収支差額は

227万5000円と黒字になりました。前期の繰越収

支差額がマイナス306万4000円でしたので、次期

繰越収支差額はマイナス78万9000円となっており

ます。 

詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきますようお願いいたします。 

以上、宇和文化会館の経営状況についての説明
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とさせていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

報告第19号「西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況

について」補足説明申し上げます。 

西予ＣＡＴＶ株式会社の事業は、光ケーブルを

伝走路としたＣＡＴＶ事業であり、自主放送番組

制作、有線テレビジョンによる再送信などでござ

います。 

平成30年度におきましては、さきの30年７月豪

雨により222件の世帯が水害による影響を受けま

した。現在は復旧しており安定したサービスが提

供できております。また、昨年度に引き続き営業

活動にも力を注ぎ、既存の加入者への多チャンネ

ル及びインターネット加入への営業を行うととも

に、総合10周年キャンペーンを展開し、テレビの

加入金をゼロ円とすることで加入促進を行いまし

た。その結果、当初の加入目標180件に対し267件

の加入をいただき、達成率148％となりました。 

今後も安定した収益を得るため、引き続き営業

活動を行っていく計画でございます。 

平成31年３月末の西予ＣＡＴＶが提供するテレ

ビ加入率は54.1％、インターネットサービス加入

率は33.2％となっており、ともに前年度と比較し

増加いたしております。収支は損益計算書の当期

純利益に示しますとおり3656万4991円となってご

ざいます。また、金融機関への長期借入金の償還

も29年度末をもって終了しており、大きな環境の

変化がない限り、当面は利益が確保できる見通し

でございます。 

しかしながら、高齢化による解約、休止の件数

は年々増加しておりまして、現在、営業活動によ

り加入者は増えてはいますが、今後、解約、休止

件数が新規加入を上回ることが想定されるため、

新たな事業の柱が必要であり、新規事業について

研究を行っているところでございます。情報通信

技術の技術革新は目まぐるしいものがあり、業界

を取り巻く環境だけではなく、業界そのものの環

境が大きく変わろうとしております。今後も変化

を見きわめ的確に対応し、市民に必要な情報、サ

ービスを提供することで明るく安心・安全なまち

づくりに貢献し、企業としてさらに成長していけ

るよう努力してまいりたいと思います。 

詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきたいと思います。 

以上、西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況補足説

明とさせていただきます。 

○議長 

理事者の報告は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時17分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時30分） 

（日程13） 

○議長 

次に、日程第13、発議第６号「西予市決算審査

特別委員会の設置について」を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

本案については、19名の委員で構成する西予市

決算審査特別委員会を設置し、審査が終了するま

で継続存置することにしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本案について

は、19名の委員で構成する西予市決算審査特別委

員会を設置し、審査が終了するまで継続存置する

ことに決定いたしました。 

次に、選任第６号「西予市決算審査特別委員会

委員の選任について」を議題といたします。 

本案については、委員会条例第８条第１項の規

定により、西予市決算審査特別委員会委員に、１

番宇都宮久見子君、２番信宮徹也君、３番宇都宮

俊文君、４番加藤美香君、５番中村一雅君、６番

河野清一君、７番佐藤恒夫君、８番山本英明君、

９番竹﨑幸仁君、10番小玉忠重君、11番源正樹

君、12番井関陽一君、14番中村敬治君、15番二宮

一朗君、17番小野正昭君、18番宇都宮明宏君、

19番森川一義君、20番藤井朝廣君、21番酒井宇之

吉君をそれぞれ指名いたします。 

ただいま選任されました西予市決算審査特別委

員会委員の諸君は、直ちに委員会を開催の上、委

員長、副委員長を互選し議長へ報告願います。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時32分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時44分） 

西予市決算審査特別委員会の委員長、副委員長
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の互選結果について報告いたします。 

西予市決算審査特別委員会委員長に小玉忠重

君、副委員長に井関陽一君、以上のとおりであり

ます。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

９月５日は午前９時より代表質問及び一般質問

を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後２時44分 

 



 

 

 

 

第 ２ 日 

 

９月５日（木曜日） 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は傍聴にお越しいただきまことにありがと

うございます。 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、代表質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは発言を許可いたします。 

こころざし井関陽一君。 

井関陽一君。 

○12番井関陽一君 

おはようございます。会派こころざしの井関陽

一でございます。 

ただいま菊池議長より発言の許可をいただきま

したので、会を代表しまして質問させていただき

ます。 

まずは、早朝より傍聴にお越しいただきありが

とうございます。感謝申し上げたいと思います。 

それでは本日は、仮設住宅からの退去につい

て、南海トラフ地震の対策について、野村の河川

改修について、生産年齢人口減少について、さき

の国政選挙について、市長選の来期出馬について

のこの６点について質問させていただきます。 

まず初めに、昨年の豪雨災害から１年２カ月と

なりました。令和元年は復興元年と位置づけら

れ、行政、市民一丸となって取り組んでいるとこ

ろでございます。仮設住宅も１年がたち、来年は

退居の年となります。 

そこで仮設住宅からの退居についてお伺いした

いと思います。退居するためには、当然、住宅が

必要です。これまで私を含め、災害公営住宅につ

いては何人かが質問してきました。その答えは退

居までには完成させますとの答弁であったと思い

ます。その進捗状況をなるべく詳しくお答え願い

たいと思います。 

また、自力で再建される方の宅地の確保はでき

ているのかどうか。本定例会に、宅地用の土地購

入が議案になっていますので進行していると思い

ますが、希望される面積の確保ができているのか

どうか。土地の造成が建築も含めまして退居まで

に間に合うのかどうか。建築業者の確保ができて

いるのかどうか。また、住居が完成しなかった場

合の対応策も考えられているのかどうかお伺いし

たいと思います。 

次に、南海トラフ地震の対策について３つお伺

いいたします。 

１つ目は、昨年の豪雨災害にて、地域防災計画

の風水害についてはことしの３月に改正をされた

ようですが、地震・津波・原子力災害について

も、来年３月までに改定されるよう計画されてい

るようでございます。現在の内容を見てもかなり

細かく計画されているようで、改定の必要性があ

るのかどうか私にはちょっとわかりませんが、避

難訓練なども不測の事態に備え想定をして行うよ

うにと書かれています。いざというときにとっさ

の行動がとれるかどうか、訓練しかないと思いま

す。自主防災組織も市内の中100％できていると

はいえ、温度差は大きく機能するかどうかは疑問

なところです。 

そこでお伺いしますが、近い将来高い確率で起

こるであろうと言われている南海トラフ地震に対

して対策チームをつくり、想定しうる災害に対し

防災・減災に努めるよう避難訓練を初め、現状把

握のためにドローン班の準備や避難路を確保する

ために、建設業者とのシミュレーションを行うな

ど、専門チームをつくることが被害を最小限にで

きるのではないかと考えます。理事者のお考えを

お聞かせください。 

２つ目ですが、鎌田・西区間のトンネル開設の

陳情も出されているようでございますが、貝吹の

道路は閉鎖されたままで開通の見通しが立ってお

りません。開通に向けての取り組みにつきまして

は、トンネル開設の要望もあることでございます

ので後日にさせていただきますが、今回は地震の

ときに、現在動いているとされている被災した貝

吹の土地が崩落し、川をふさぎ、天然ダム、ある

いは自然ダムと言いますか、それができ、野村町

の町が浸水被害にあう可能性はないのでしょう

か。また、その可能性があるとすれば対策は検討

されているのかお伺いをいたします。 

３つ目ですが、野村宇和間の幹線道路が遮断さ
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れたときに、一般の物資の搬入も一時困った経験

から、バイパス路の建設を質問した際に検討する

との答弁がありました。検討は実際なされている

のかお聞かせください。 

次に、野村の河川改修についてお伺いをいたし

ます。 

８月30日に野村地区河川整備促進協議会の設立

総会が行われました。管家市長を初め、中島西予

土木事務所長、兵頭県議立会のもと協議会を立ち

上げることができました。８月２日に河川整備の

説明会が開催され多数の意見が出されましたが、

窓口をひとつにして要望を上げようということに

なり、８月19日の肱川学識者会議、８月25日の公

聴会、８月26日のパブリックコメント締め切り、

これらを待っての設立総会となりました。 

協議会は設立されたのですが、９月13日までに

は大きな変更点について要望書を提出しなければ

なりません。早速、要望の取りまとめ作業を行う

ところなのですが、急を制しておりますので、ま

とまった内容になるかどうか不安なところもござ

います。これは住民主体の協議会であり、復興ま

ちづくり計画との整合性を図りながら行っていか

なければならないと考えております。 

また、より安心・安全な河川整備を願うところ

でございます。西予市としましても、県・国への

パイプ役として積極的にこの協議会にかかわって

いただきたいと思いますが、市のお考えをお伺い

いたします。 

次に、生産年齢人口の減少についてですが、西

予市全体の労働力確保が困難になっているのでは

ないでしょうか。西予市はもともと第１次産業を

中心とした地域でございましたが、人口が都会へ

と流れ、畜産農家や米農家も減少の一途をたどる

ことが想定されています。企業誘致に成功しまし

た「ちぬや」でも駐車場を見る限りでは、労働力

の確保が難しい状況ではないかと思われます。 

このような状況の中、西予市としては、核とな

る産業を育て生産年齢人口の流出に歯止めをかけ

なければなりません。観光、商業、畜産業、農

業、全てが将来的にはつながるような産業おこし

を考える必要があると思います。西予市としての

対応策をお伺いいたします。 

次に、先の参議院選挙についてお伺いいたしま

す。先の参議院選挙においては、永江孝子氏が

33万5425票、らくさぶろう氏が24万8616票にて、

永江氏が当選されました。西予市においても、永

江氏が1万1616票、らくさぶろう氏が8,092票と永

江氏が58％の得票を得られています。 

今回、市長はらくさぶろう氏の応援を表明され

応援されました。市長個人が個人的に応援される

のであれば、誰を応援されようと問題はありませ

んが、応援者名を表明して応援されたので、今回

はある意味民意と違う方を応援された形となりま

した。 

この結果を受け市政運営に影響がないのか心配

されるところでもあります。市民の皆様に、市長

がらくさぶろう氏の応援を表明された経緯を説明

していただければと思います。 

最後の質問となります。 

先ほども言いましたが、令和元年は復興元年と

位置づけられ、復興に向けてまさに一丸となって

取り組んでいる最中でございます。また、小規模

多機能自治につきましても足がかりの年となって

います。来年５月には市長任期も満了を迎えます

が、最初に質問した災害公営住宅の完成を初め、

貝吹道路の件、特に力を入れて行っていただきた

い小規模多機能自治や河川改修など、管家市長が

手がけられた事業は完了いたしておりません。来

期もしっかりとしたかじ取りをお願いしたいとこ

ろです。 

管家市長のお考えをお伺いしまして、代表質問

を終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

皆さんおはようございます。 

本日は代表、そして一般質問に当たりまして、

早朝より傍聴にお越しいただきまして心から感謝

を申し上げます。 

きょうとあすにわたりまして、５名の議員の皆

様から代表質問、一般質問をお受けすることとな

っておりますが、それぞれのご質問に対しまし

て、真摯に回答させていただきたいと考えており

ますのでどうかよろしくお願い申し上げます。 

市政運営の根幹にかかわる質問に対しましては

私が回答することといたしまして、それ以外の専

門的分野等の質問に対しましては、副市長、各部
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長を中心として回答させていただきたいと考えて

おりますのでご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

おはようございます。 

それでは、私から仮設住宅の退居につきまし

て、現在進めております災害公営住宅及び自立再

建される方の土地造成等の進捗状況についてお答

えをいたします。 

現在、野村町太田地区に戸建ての災害公営住宅

17戸分、西予市消防署野村支署西側に集合型の災

害公営住宅24戸分及び自立再建される方のため、

定期借地14区画分の整備を進めております。 

まず、太田地区の状況ですが現在、太田団地の

古い公営住宅の解体工事を実施しております。終

了後、引き続き敷地造成工事に取りかかる予定と

しており、戸建ての災害公営住宅につきまして

は、令和２年３月ごろに着工する予定としており

ます。 

次に、西予市消防署野村支署西側につきまして

は、敷地造成工事の入札を９月17日に予定してお

り、集合型の災害公営住宅につきましても令和２

年３月ごろに着工する予定としております。今

回、戸建・集合型とともに、多くの災害公営住宅

の建築を予定しておりますので、建設業協会西予

支部建築部会への協力要請を行っているところで

もあります。また、定期借地の造成工事につきま

しては、令和２年３月ごろの完成を目指しており

ます。 

希望される面積の確保ができているかとのご質

問でございますが、消防署野村支署西側の定期借

地の区画は、個別の聞き取り調査等で、希望され

ている方々のご要望を反映して広い区画も確保し

ております。 

一方、宇和町の岩木地区及び明間地区の仮設住

宅入居者の皆様におかれましては、現在、愛媛県

が進めております治山工事により、一刻でも早く

避難指示が解除でき、退去できるように取り組ん

でいるところであります。 

ご存じのとおり、仮設住宅の入居期限は２年間

となっており、野村のつつじ団地及び明間の仮設

住宅の１期分につきましては、令和２年９月が退

居期限となってまいります。 

土地造成が建築を含めて、退居期限までに間に

合うようにできるのかとのご質問につきまして

は、これまで用地の提供等、関係者の皆様には多

大なご協力をいただき事業を進めているところで

はありますが、大規模な造成工事と多くの災害公

営住宅の建築を計画しており、今後のスケジュー

ルとしましても大変厳しいものがございます。 

議員ご指摘のとおり、退居期限まであと１年と

いう状況の中で、市の関係各課、また、地域ささ

えあいセンターなどの関係機関と連携して、被災

された皆様の再建計画の状況把握に努めていると

ころですが、退居期限までに住居の確保が困難で

ある世帯も多いという実態がございます。 

このような状況も踏まえ、現在、愛媛県、ま

た、県内各市と連携し、国へ仮設住宅の供与期間

の延長について協議を進めているところでありま

す。住居の確保ができない状況のままで、仮設住

宅の退居期限を迎えるようなことがないよう、お

ととい９月３日には中村知事が、山本順三防災担

当大臣へ仮設住宅供与期間の延長を強く要請され

たところでもあります。 

１日でも早い住宅確保・生活再建へ向けた取り

組みを積極的に進めてまいりますので、議員各位

におかれましてもさらなるご支援、ご協力をお願

いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

改めましておはようございます。 

私からは、南海トラフ地震対策チームをつく

り、想定される被害に対し、防災・減災を行うべ

きと考えるが、市の対応はとのご質問について回

答させていただきます。 

ご質問にありますとおり、昨年の豪雨災害を受

け、野村ダム・鹿野川ダムの操作に関する情報提

供等に関する検証の場での取りまとめ報告のう

ち、西予市が対応すべき事項を反映させるため、

本年３月に地域防災計画（風水害対策編）を見直

しいたしました。 

今年度に入り、引き続き西予市防災会議の専門

委員で構成いたします西予市災害対策本部運用改

善検討会において、平成30年７月豪雨における市
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の災害対応について、課題の抽出や改善対策等を

検討した報告書を10月頃をめどに取りまとめ、同

報告書の内容及び国の関係法令等や防災基本計画

等の上位計画の改定状況を反映させ、西予市地域

防災計画の全面的な改定を今年度末をめどに作業

を進めているところでございます。 

ご提案のありました南海トラフ地震対策チーム

の設置につきましては、これまでも西予市におい

て最大被害想定が出されております南海トラフに

おける巨大地震に対応するための防災・減災対策

を実施してきたところであり、現在のところ、特

別チームを設置する考えはございません。 

今後におきましては、先ほど述べました検討報

告書で抽出した課題への対応・今後の方向性をも

とに業務継続計画の見直し、各業務におけるマニ

ュアル、受援計画等の策定を行うこととしてお

り、危機管理課を中心として、各部局が連携した

対応がとれるよう訓練等にも取り組み、行政にお

ける防災・減災力の向上に取り組みたいと考えて

おります。 

続きまして、防災計画の中でも避難訓練の重要

性が書かれているが実施計画はとのご質問にお答

えをいたします。 

当市で実施いたします訓練といたしましては、

市が実施する訓練として、平成26年度から毎年度

対象地区を選定し、主に地震、津波災害に対応し

た防災訓練を実施してまいりました。 

今年度は、内閣府と共催で三瓶地区全域におけ

る地震・津波防災訓練を11月24日日曜日に実施す

ることといたしております。いずれの訓練も消

防・警察・自衛隊・海上保安庁等の防災関係機関

と連携した訓練となってございます。市内全域で

の訓練も実施したいところではございますが、市

域が広域である西予市におきましては、十分な支

援体制確保も難しいことから、開催場所を選定

し、その場所で想定される災害を対象とした訓練

を実施してきたところでございます。 

なお、市内全域を対象とした訓練としまして

は、平成27年度から毎年県下全域で実施しており

ますシェイクアウト訓練が挙げられると思いま

す。この訓練は地震発生時に身を守る訓練で、誰

でも短時間でどこでも参加できる訓練でございま

す。西予市では、防災行政無線で訓練放送を流

し、多くの住民、学校、事業所等で参加をいただ

いております。今年度は、12月17日火曜日に実施

いたしますので、多くの市民の皆様にご参加いた

だきたいと考えております。 

しかしながら、これまでの訓練は、想定が地震

による津波・土砂災害に特化した訓練になってい

ることから、昨年の災害を受けての風水害による

洪水・土砂災害を想定した訓練の実施につきまし

ても、今後検討が必要であると考えております。

今後も、災害種別ごとに、より実効性のある訓練

となるよう訓練実施計画を策定し、防災・減災対

策に取り組みたいと考えております。 

また、各地区におきましても自主防災組織を中

心に訓練を実施していただいております。先ほど

もありましたが、昨年７月７日にも野村上野地区

におきまして、地震避難訓練が実施されました。

多くの住民が参加し、消防団とも連携した訓練で

は、避難カードの作成等、他の地区のモデルとな

る試みが実施されました。今後は、このような取

り組みを他の地区にも紹介し、より実効性のある

訓練となるよう積極的かつ継続的な支援を実施し

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

地震対策のうち、河川に天然ダムができ、野村

の町が浸水被害に遭う可能性はないのかにつきま

しては、議員がご心配されているとおり、県道宇

和野村線栗木地区の地すべりは広範囲となってお

ります。大規模な地震等で土砂が崩落し、河川に

まで流入するような大量な崩落が発生した場合に

は、大きな影響が出るのではないかと心配してい

るところであります。地震が原因で崩壊すること

への対策は非常に難しいことであると思われます

が、現在、道路管理者である愛媛県が災害箇所上

部の土の塊を取り除いた後、下部の対策工事を実

施し、１日も早く通行可能な状態にすることを目

指しておられます。これにより崩落対策が進んで

いくと思われますので、各方面の皆様方にもご理

解とご協力をお願いしたいと存じます。 

次に、宇和野村間のバイパス路の確保ですが、

現在、市内での避難路等バイパス路線の確保につ

きましては、以前にも答弁しておりますとおり、

国道378号線三瓶町有網代から蔵貫間と明浜町田
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之浜から宮野浦間でトンネルによるバイパス整備

事業の採択要望活動を行っております。また、議

員ご質問のとおり、主要地方道宇和野村線の野村

町鎌田から西区間につきましては、地元からトン

ネル開設促進の陳情も受けております。このよう

に、市内各所において要望が出ており、宇和野村

間のトンネル、バイパス整備についても、昨年の

７月豪雨災害という甚大な被害を受け、それを教

訓とした中で、非常に大きな効果が期待できます

が、トンネル、バイパス路線の整備となると莫大

な費用が必要となることから、早期的な実現は困

難であると考えられます。当面は現在の主要道路

である宇和野村線が、救援活動や救援物資の輸送

など、命の道としての機能が十分発揮できるよ

う、より一層の安全性確保を要望していきたいと

考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

答弁の前に先ほどの避難訓練の答弁の中で、昨

年７月７日と答弁をいたしましたけれども、こと

しの７月７日の誤りでございます。 

訂正しておわびを申し上げます。 

それでは、野村町の河川改修につきまして答弁

をさせていただきます。 

ご質問いただきました野村町の河川改修でござ

いますが、議員の説明にもありましたように、肱

川水系河川整備計画変更原案が７月23日に公表さ

れ、８月２日に野村町で説明会が開催されたとこ

ろでございます。原案では、野村大橋右岸側につ

いて約30メートルにわたり引き堤を行い、上流部

分につきましては、大橋から約600メートルにわ

たり両岸に高さ1メートルの特殊堤を築堤する計

画となってございます。また、大橋下流左岸側に

つきましては、今後、調査・検討の上、必要な対

策を実施するということとされております。 

示された原案につきましては、愛媛県がこれま

での住民説明会等でいただいた質問や意見などを

考慮し、内容を検討してきた案でございまして、

市民の意向は今後反映されていくものと理解をし

ているところでございます。市といたしまして

は、そこに住む地域住民の考えや経験値、さらに

は将来像などが受け入れられた河川改修になれば

と期待しているところでございます。 

西予市復興まちづくり計画では、野村ダム下流

部の河川改修について、次のように明記をしてお

ります。「国及び愛媛県の取り組みを含め、各種

の検討や整備状況等について、市民に適切な情報

発信を行うとともに、各種検討時において市民参

画の機会を創出します」と明記いたしておりま

す。この計画の方針に基づいて、現在、野村住民

の代表者を中心とした市民参画の２組織が活動し

ております。その１つが、愛媛大学・東京大学の

連携のもと、５月から継続して話し合いを進めて

おります「のむら復興まちづくりデザインワーク

ショップ」でございます。夢のある野村町の将来

像を大学生や地元の高校生なども含め、５つの班

に分かれ、ワークショップ形式で河川周辺部のま

ちづくりについても提案をしております。参加者

がさらに新たな参加者を呼び、復興の輪が広がっ

ているように感じているところでございます。 

先ほど井関議員からもありましたように、もう

１つが野村地区河川整備促進協議会でございま

す。こちらに関しましては、先般８月30日に設立

総会が開催されたところであり、今後、河川整備

の促進に係る地域住民の意識高揚や要望活動、進

捗状況の確認等が行われていく予定でございま

す。総会では、役員選考が承認された後、河川整

備方針の手法について参加者からさまざまな意見

がございました。野村町民の暮らしに大きく影響

する工事になりますので、一度役員が地区民の声

を拾い上げた上で、再度理事会を開催し、方針を

まとめることとなりました。野村住民の一番の願

いは７月豪雨のような浸水被害が二度と起きない

ことであり、そのための対策として河川整備が安

全性を担保された上で、着実に進められていくと

いう部分であると承知いたしております。 

西予市では市民の声を聞きながら復興まちづく

りを進めていることを愛媛県に理解いただくよう

働きかけており、愛媛県としても、同じ姿勢で進

めていただく意向を徐々にお示しいただいている

ところでございます。市といたしましても、住民

の生命と財産を守ることが行政の責務であり、安

全でかつ、住民意向を反映させた肱川水系河川整

備計画となるように引き続き、全力で愛媛県への

働きかけを進めているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

井関議員お尋ねの生産年齢人口の減少について

は私からご回答をしたいと考えます。 

西予市の人口は、合併後14年間で9,356人の減

少、生産年齢人口は8,072人の減少、老年人口は

561人の増加となっております。西予市のみなら

ず、日本全体が人口減少社会となってきている中

で、人口減少が続く西予市の人口を増加に転じさ

せることは極めて困難であると考えます。そのた

め、人口の増加ではなく、人口減少の抑制を図る

とともに、人口減少によって生じるさまざまな影

響を最小限にとめながら、人口減少社会に適応し

ていくことが必要となります。 

また、第２次西予市総合計画では、全国的に生

産年齢人口の減少や少子高齢化の進展により、

65歳以上の高齢者の割合が2025年には30.3％と予

測され、本市においては45.1％と経験したことが

ない超少子高齢化社会をいち早く迎えます。こう

した人口減少や人口構造の変化は、集落の消滅、

社会保障の負担増加、税収の減少による財政収支

の悪化など、さまざまな分野にマイナス要因とな

り、それが悪循環をもたらし、状況は一層悪化し

ていく可能性が高いと思われます。 

このため、対処療法ではなく、根本的な課題を

解決していくための政策が必要ではありますが、

一自治体での取り組みでこれを解決するには極め

て厳しい状況にあります。国では、仕事が人を呼

び、人が仕事を呼び込む好循環を確立するととも

に、その好循環を支えるまちに活力を取り戻すた

め、国を挙げての地方創生の取り組みが活発化し

ており、地方自治体に対し予算措置がなされる可

能性があるなど、地方の成長につながる機会が出

てくることが期待されます。 

本年７月から操業開始いたしました、ちぬやホ

ールディングス株式会社の人員確保につきまして

は、現在、三瓶町の愛媛ちぬやの改修工事を実施

しており、令和２年４月の両工場稼働に向け、合

わせて325名の人員確保を予定されております。

現在、従業員259名で操業されておりまして、今

年度不足人員を随時採用していくと伺っておりま

す。また、大型工場が建設され、ＰＲ効果のある

ちぬやの看板を目にすることから、雇用の問い合

わせもたくさんきているように思うというような

ちぬやさんからのお話もあり、明るい材料もござ

います。 

このような状況のもとで、当市におきましても

健全財政を維持しながら、さまざまな施策による

生産性向上、業務自体の見直しなどで対応するこ

とが必要になってきます。現在は、テクノロジー

の進歩により、多様な働き方や業務効率化が実現

しやすくなっています。その中で、事業者にはど

のような方法が合うのか模索し、来る労働力の大

幅減少に備えておく必要があります。 

また、当市の核となります産業の育成でござい

ますが、まずは現在直面している従事者の高齢化

や耕作条件の不利な農地が多いことから、担い手

の確保、育成に課題があります。担い手の農地の

集積・集約化を促進するため、地域における農地

利用の見える化をし、人と農地がマッチングする

ことが必要でありますので、人・農地プランの実

質化に向け関係機関と連携しながら取り組んでま

いります。 

今まで誰も経験したことのない局面に立ち向か

うには、突き抜けるような大胆な発想が必要では

ないかと考えます。未知の領域ですので試行錯誤

は避けて通れませんが、挑戦なくして成功はあり

ません。新たな核となる産業形成においても、当

市の環境においてどのようなものが合うか模索し

ながらチャレンジ精神をもって取り組んでいくこ

とが必要と考えております。大胆な発想で構想

し、時代を先取りした政策を打ち込むことで、生

産年齢人口が減少する中でも一定程度活力のある

社会を築いていけるものだと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

私からは国政選挙並びに来期の市長選挙につい

てのご質問がありましたので、そのことについて

答弁させていただきます。 

今回、参議院議員選挙の愛媛選挙区において、

永江孝子氏が多くの県民からの支持を受けられて

ご当選されましたこと、まことにおめでとうござ

います。 

今後の国政の場において、ふるさと愛媛、日本



 

- 42 - 

 

国のためにご活躍されますことをお祈り申し上げ

ます。 

さて井関議員の質問の私がらくさぶろう氏の応

援に至った経過についてのお尋ねでございまし

た。らくさぶろう氏の政治に対する姿勢や考え

方、人物性などを間接的、直接的に触れる機会を

通じて、総合的に判断し応援させていただいたと

ころであります。 

次に、来期の市長選へむけての考えを聞きたい

とのご質問でございますが、現在のところ白紙で

ございます。私の考えをご支持いただいておりま

す後援会の皆様方や市民の皆様のご意見に耳を傾

けまして判断したいと考えているところでござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時43分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時00分） 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、４番加藤美香君。 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

おはようございます。議席番号４番加藤美香で

す。 

本日は、議長より一般質問を許可されましたの

で、通告に従いまして、次の３点を一般質問いた

します。 

１点目は、会計年度任用職員制度導入に向けた

取り組みでございます。2017年地方公務員法と地

方自治法が改正され、来年４月より自治体の非正

規職員の処遇改善及び任用根拠を厳格化する会計

年度任用職員制度が導入されることとなっており

ます。 

総務省調査では、2006年から2016年までに自治

体正規職員数は約26万人減少し276万人、非正規

職員数は21万人増加し64万人となっております。

全国の自治体では、行政コスト削減のため、職員

の非正規任用が進み、任用根拠も更新方法もまち

まちになっている状態が生まれております。 

そこで西予市における臨時・非常勤・嘱託職員

の数、職種、所属別配置状況をお尋ねいたしま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

それでは加藤議員のご質問にお答えをいたしま

す。 

まず、令和元年７月１日現在、当市の臨時・非

常勤・嘱託職員の数は、総数で728名となってご

ざいます。正規職員数が851名でございますの

で、全職員数の約４割に当たります。内訳といた

しましては、臨時・非常勤職員が368名、嘱託職

員が271名、非常勤特別職が89名となっておりま

す。職種は、一般事務職に区分される職員が

452名、保育士、介護士などの福祉職に区分され

る職員が92名、看護師などの医療職に区分される

職員が29名、調理員、その他労務に従事する職員

が155名となっております。部局ごとの内訳は、

医療介護部を除く市長部局が312名、教育部局

257名、病院・つくし苑などの医療介護部が159名

となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今のご答弁で西予市の４割の方が非正規職員と

して勤務されておりますが、ではその方たちの任

用根拠及び業務内容を現状把握されているのかお

聞きいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現行の臨時・非常勤・嘱託職員の任用の根拠に

つきましては、現行の地方公務員法上では、第３

条第３項で定めます特別職非常勤、第17条の一般

職非常勤、第22条の臨時的任用の大きく３つに区

分をされております。 

西予市の場合、臨時職員は繁忙期のみなどの一

定の短い期間で任用される職員を臨時的任用とい

たしておりまして、１年を超えて任用する職員を

一般職非常勤としております。一般職非常勤の職

員には正職員よりも短い勤務時間で勤務するパー
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トタイムの職員も含まれております。また、公民

館等の館長及び報酬が支給されます不定期勤務の

職員は特別職非常勤となります。 

ただし、これらの任用根拠につきましては、あ

くまでも西予市におけます臨時職員等の任用の根

拠として解釈される条文を適用しているものでご

ざいます。 

また、臨時・非常勤・嘱託職員の職務内容でご

ざいますけれども、基本的には一般行政事務の補

助でありますが、保育士、学校校務員など専門的

な分野では、正規職員と同等の一部本格的な業務

に従事している場合もございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今の任用根拠につきましては、西予市独自の任

用根拠のようですが、今後全国統一することも含

め、来年の４月より会計年度任用職員制度が導入

されると聞いておりますが、導入の目的と概要を

簡潔にお伺いいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

今回の会計年度任用職員制度の移行につきまし

ては、先ほどご説明をしました任用根拠となる地

方公務員法が大幅に改正することとなることによ

るものでございます。 

全国の自治体で厳しい財政状況にあって、行政

課題が多岐にわたる中、業務改善や組織のスリム

化に取り組んでおりまして、これに伴いまして職

員数の削減が進んでいるところでございます。そ

うした中、現状において臨時職員は、さまざまな

行政分野において重要な担い手となっておりまし

て、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を

確保することが強く求められるようになりまし

た。 

これまで、臨時・非常勤・嘱託職員の任用根拠

は、自治体によって異なり独自の運用を行ってお

りましたが、これにより勤務条件や待遇面におい

て、当該職員にとって不利益な取り扱いをしてい

た事例も見受けられ、社会問題化しているところ

でございます。 

そのため、全国的な任用根拠の統一化や職員の

処遇改善を目的に、会計年度任用職員制度が創設

されました。会計年度任用職員は、地方公務員法

の適用を受けることになりますので、服務規程や

懲戒処分等の対象になりますとともに、給与、手

当、休暇等の勤務条件も条例、規則に基づくこと

となります。 

今議会に上程いたしております西予市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例は、こ

れらを踏まえ、給与等を含む処遇・勤務条件の明

確化を図るため、整備するものでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

会計年度任用職員制度が導入されますと、職員

の処遇改善が行われるということなんですけれど

も、具体的にはどのような処遇改善が行われるの

かお伺いいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

処遇改善でございますけれども、給与面につき

ましては、正職員と同様の給料表の適用であると

か、各種の手当の支給などが行われるようになり

ます。また休暇につきましても、国の基準に合わ

せて、これまで整備されていなかった休暇が整備

されるということになります。また社会保障につ

きましても、正職員と同様の勤務条件であれば、

同様の保障が受けられるなどといった処遇改善が

行われます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

それでは導入にあたり、臨時・非常勤・嘱託職

員を会計年度任用職員へ移行する場合の振り分け

のお考えをお聞きいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現在の臨時・非常勤・嘱託職員は、正規職員と

同じ勤務時間の方、また、勤務時間が短い方も含

めて、基本的には全て会計年度任用職員へ移行す

るということになります。 
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会計年度任用職員は、正規職員と同じ勤務時間

の方をフルタイム、正規職員よりも勤務時間の短

い方をパートタイムと区分することになり、いず

れかに振り分けられることになります。広く公募

することが求められているため、現在の臨時・非

常勤・嘱託職員が、来年度に改めて任用されるこ

ともございますけれども、原則、新たに一般公募

するということになります。 

具体的にどのような任用形態で募集を行ってい

くかにつきましては、今後、各所属へのヒアリン

グなどを行い決定していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

なお、本市におけます会計年度任用職員につき

ましては、当市の財政状況も踏まえ、一部の専門

職を除いて、パートタイムでの任用を基本の方針

といたしております。その上で、現在フルタイム

勤務の方は７時間のパートタイム勤務への移行、

現在７時間勤務の方は６時間勤務への移行など、

勤務時間の全体的な縮減を図ることといたしてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

来年より会計年度任用職員に移行されますと、

その会計年度任用職員になられた方は１年ごとの

任用更新になるのか、その辺をお伺いいたしま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

任用期間についてのご質問でございますけれど

も、会計年度任用職員につきましては、その言葉

のとおり、あくまでも一会計年度の任用となりま

すので、最大で４月１日から３月31日までの１年

間の任用になろうかと思います。 

ただし、翌年度以降も同様の職の募集がある場

合につきましては、今回の制度改正に合わせまし

て導入されます人事評価の結果をもとに、在職者

の中から再度選考採用することもございますし、

結果的に複数年継続して任用される方も出てこよ

うかと思っております。人事評価によります再度

の任用につきましては、２回を限度ということに

なっておりますので、つまり３カ年ごとに一般公

募を行うということになります。 

なお、先ほど申しました保育士、看護師、調理

員などの有資格者、資格職員につきましては、こ

ういった専門職など人材確保が困難な職種でござ

いますので、引き続き選考採用することも想定を

いたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今のご答弁では、３年ごとの再任用ということ

でしたけれども、やはり働いている方の経済的基

盤が失われるというのは、ちょっと大変なことに

なるのではないかと思いますので、その辺はもう

少し検討していただいたらと思います。 

最後の質問になりますが、制度導入までの具体

的なスケジュールをお聞きします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

具体的なスケジュールでございますけれども、

８月23日から30日にかけて計７回、臨時・非常

勤・嘱託職員向けの説明会を行ったところでござ

います。 

今後も県内市町の動向、職員組合との協議を踏

まえつつ、制度運用の詳細部分の詰めを行い、

11月から１月にかけて、来年度に任用する会計年

度任用職員の募集・選考・採用結果の通知を行う

ことを予定といたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

来年の４月より会計年度任用職員が導入される

わけですが、市役所が働きやすい職場になり、地

域住民の行政サービス向上に寄与されますことを

期待いたします。 

では、２点目の質問に移ります。小規模多機能

自治センターについてでございます。 

全国的に市町村合併などにより自治体がより広

範囲になり、一律平等な公共サービス提供ができ

なくなり、また、人口減少、高齢化などが進み、

従来のままの体制が維持できなくなっておりま

す。それを解決するために、小規模多機能自治に
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よる住民主体のまちづくりが進められておりま

す。西予市もことしの７月より、公民館の小規模

多機能自治センター化に向けて、市政懇談会が始

まっております。 

では、この小規模多機能自治センター化の目的

と概要についてお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

自治センター化の目的と概要についてでござい

ますけれども、西予市では、平成23年度から「自

分たちの地域は、自分たちの手で」を基本理念に

地域発「せいよ地域づくり」事業をスタートさ

せ、小規模多機能自治を推進してまいりました。

現在、本事業は９年目を迎えておりまして、その

理念は着実に地域に浸透しつつあると感じている

ところでございます。 

さて、公民館の地域づくりセンター化への目的

でございますが、これはまさに人口減少対策でご

ざいます。これから近い将来、人口減少問題を起

因としてさまざまな課題が押し寄せてきます。そ

の課題に直面する前に、地域も行政も立ち向かう

ことのできる体制づくりが大切であると考えてお

ります。さきに述べました交付金事業では、地域

づくり組織の地域課題へ対するさまざまな活動が

行われ、地域づくりが実践されてきました。 

そんな地域住民の姿から次の２つのことが見え

てまいりました。 

１つ目として、地域の主体性のある取り組みが

地域活性化の原動力であること。２つ目として、

その活動の多くが公民館を拠点として機能してい

ること。このように公民館での活動実態とこれか

らの地域のあるべき姿を見据えた結果、社会教育

を推進する場というよりも地域住民の自治拠点と

して移行することが自然であると判断した次第で

ございます。 

人口が減っても疲弊することなく、将来にわた

って持続可能な住民自治の基盤を形成する必要が

あると考えております。そして、地域づくり活動

センターでは、多様な課題に対して住民と行政が

知恵を出し合い、手を取り合い解決できる協働の

場でもあり、地域づくり活動をより支援できる体

制づくりが重要であると考えております。 

さて、地域づくり活動センターは、現在、公民

館長、公民館主事、嘱託職員の３名体制でありま

すが、ここに１名増員し４名体制で臨みたいと考

えております。その増員する１名は、地域が任用

する職員として、主に地域づくりの事務局機能を

担っていただきたいと考えております。これまで

地域担当職員や公民館主事が担ってきた部分を専

任として地域任用職員が携わっていただきたいと

考えております。 

また、ＩＣＴのテレビ電話などの環境も整備を

いたしまして、地域づくり活動センターと本庁を

直接結び、支所や本庁に行かなくても、地域の困

り事が解決できるシステムを構築したいと考えて

おります。 

またもう一方で、行政のスリム化にも着手をい

たします。財政状況と人口規模を照らし合わせ、

中長期的な視野で業務の見直し、職員数の見直

し、組織再編を進めてまいります。 

現在、市政懇談会の場をお借りしまして、これ

からの小規模多機能自治拠点整備事業の取り組み

の概要をお伝えしているところでございますが、

現段階では、その内容はたたき台でございます。 

今後、市民検討委員会や説明会など市民から直

接意見をいただく場を設け、詳細な制度設計につ

なげていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今のご答弁の中で、せいよ地域づくり事業によ

って、地域の主体性のある取り組みが地域活性化

の原動力であり、また、その活動の多くが公民館

を拠点として機能していることが見えてきたとい

うようなご答弁でしたけれども、実際にはどの地

域のどの事業のことを述べられているのかお聞き

いたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

お答えをいたします。 

幾つか手上げ型交付金事業の事例を紹介したい

と思いますが、まず１つ目でございますが、石城

ロマンの里応援隊の取り組みでございます。石城

平野のれんげ畑とわらぐろの昔ながらの里山風景

を地域の魅力として残していこうという地域づく
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り活動がございます。宇和わらぐろの会の活動休

止によりまして地域が奮起し、その活動を地域づ

くり組織で継承し、地域の若者や地元高校生との

活動の連携により担い手育成に着手しておりま

す。 

また、れんげの咲く田園を広げようと、石城で

咲いたれんげの種を採種し、メイドイン石城のれ

んげの花を石城平野いっぱいに埋め尽くそうと頑

張っておられます。少しずつではありますがその

面積は着実に広がっております。 

そして、現在ではその取り組みから派生し、地

域ブランドの創出として、れんげ米の生産への取

り組みやれんげを使った加工品開発に着手し、６

次化への活動へと展開をしております。 

もう１つございまして、田之筋地区地域づくり

協議会の取り組みでございます。地域づくり組織

の若い人材が中心となっていただきまして、地域

の魅力を再発見することを目的として、数多くの

勉強会が重ねられ、地元特産品でありますお米を

活用した甘酒の商品化に着手し、現在では、市場

調査や販路拡大に向けた具体的な取り組みへとつ

ながっております。 

以上が事例となりますけれども、この２つの取

り組みの共通点は、まず地域の課題を抽出し、そ

れを地域で共有をしており、その課題解決に向け

た体制づくりが形成されているところでございま

す。 

つまり地域づくりの根本であります地域での話

し合いの場が数多く重ねられている結果が地域づ

くりの活性化につながっていると言えようかと思

います。そして、その活動は公民館を拠点として

実践をされております。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今述べられた地域づくり事業は大変すばらしい

ものだと思いますが、そういう事業を今後は自治

センターの構想につなげていかれるのは意味があ

るとは思いますが、片や８年間取り組んでもでき

てない地域があるということだと思いますが、そ

の辺のことを考えると全ての地域で、今後公民館

を自治センター化するのは無理があるのではない

かと思いますが、その辺はどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

統一して進めることができるのかとのご質問で

ございますけれども、先ほど言いましたように、

平成23年度に創設をしました地域づくり交付金、

地域発「せいよ地域づくり」事業につきましては

９年目を迎え、その目的であります「自分たちの

地域は、自分たちの手で」の理念が着実に地域に

浸透しつつあると考えております。手上げ型交付

金事業につきましても、数多くの地域づくり事業

が実践をされてきました。 

しかしながら、ご指摘のように地域づくりへの

活動には地域格差が存在することも承知をいたし

ているところでございます。その原因はさまざま

ではございますが、これからは、地域の底上げを

していく支援が必要であるというふうに考えてお

ります。地域づくりがより活発に実践されている

背景の一つには、地域担当職員や公民館主事のサ

ポート力に比例しているということが言えます。

このようなことから、公民館を地域づくり活動セ

ンターへ移行するに当たり、より地域への支援体

制を強化する必要があると感じているところでご

ざいます。 

そこで、センター化に伴いまして、現在、公民

館には若手職員を中心に配置をしているところで

ございますけれども、今後、自治センターを開設

するに当たりましては、十分に経験を積み、さま

ざまな地域課題に対処できる主任、あるいは係長

クラスの中堅職員を配属させる考えでございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今のご答弁のような方法で全地域自治センター

化ができればそれはそれでいいのですが、私とし

ては、テストケースとして２、３カ所実施し、そ

のあと順次進めていく方法もあるのではないかと

思いますので、今後検討をしていただいたらと思

います。 

もう１点、今地域には地域づくり交付金などが

使われておりますが、今後、小規模多機能自治セ
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ンター化に向けて、西予市としてはどのような財

政支援を行われるのかお聞きいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

財政的支援についてのご質問でございますけれ

ども、今ほど言いました地域が任用します地域任

用職員の人件費につきましては、今現在、基礎型

交付金を交付しておりますけれども、その上に人

件費分を上乗せいたしまして交付すると。それか

ら地域任用職員におけます諸条件につきまして

は、地域の実情を考慮しながら制度設計に努めて

まいりたいと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

ちょっと今のご答弁がわかりにくい感じだった

んですけれども、今後もう少しわかりやすくまた

説明をしていただいたらと思います。 

最後に自治センター化までの具体的なスケジュ

ールをお聞きいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

今後のスケジュールについてのご質問にお答え

をいたします。 

これからの取り組みにつきましては、令和４年

度の運用開始を目指して進めてまいります。今年

度１月には地域づくり活動センター化に向けまし

て、各旧町代表の公民館長、代表区長、代表地域

づくりの会長、学識経験者、議会、代表公民館主

事からなります市民検討委員会を設置いたしたい

と考えております。その答申におけます地域づく

り活動センターの姿を令和２年度に市民の皆様に

周知をいたしまして、直接意見をいただく機会を

設けたいと思っております。 

この取り組みにつきましては、市民と行政の大

きな改革と言えますので、市民の皆様の声を反映

させながら慎重に進めてまいります。また、本事

業を進めていく上で議会との連携は大変重要でご

ざいますので、議会への情報提供も行ってまいり

ます。また、先ほど申しました市民検討委員会に

は、委員として総務常任委員長のほか議員数名を

委員として委嘱し、企画の段階からともに連携を

図り、検討していく体制を整備してまいりますの

で、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

今のご答弁で、小規模多機能自治センター化を

令和４年に実施されるということですけれども、

この問題は各地域の身近な問題でありますので、

市民の理解を得られるようしっかりと取り組んで

いただくことを要望いたします。 

では、３点目の質問に移ります。 

３点目は、部落差別解消推進法制定を踏まえて

でございます。 

今なお続く部落差別の解消のために、国や自治

体に教育、啓発などの実効性のある施策が求めら

れております「部落差別解消推進法」が2016年

12月に施行されております。部落差別解消に向け

た大きな一歩だとは考えます。 

一方、近年はインターネット等情報化の進展に

伴い、誤った情報が安易に拡散されており、形態

を変えた新たな部落差別が生まれております。 

これら現在ある問題を含め、理念の浸透、教

育、啓発などを行っていくことが大切だと考えま

すが、市長のこの法律に対するお考えをお聞きい

たします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

加藤議員のご質問にお答えをさせていただきた

いと思います。 

部落差別解消推進法、正式名称を「部落差別の

解消の推進に関する法律」という法律でございま

すが、この中に「現在もなお、部落差別が存在す

る」ということを表現され、部落差別が現在に残

り存在するということを法律として明言をすると

ともに、「部落差別は許されないものである」、

「国及び自治体の責務を明らかにする」というこ

とが明記され、部落差別解消に向けた国としての

強い方向性と国と地方自治体の取り組みの重要性

がうたわれております。本市としては、この法律

は、同和問題の解決を大きく前進させるものと認
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識をしております。 

そして、このことにおきまして重要なものは、

この法律を踏まえた取り組みの姿勢であると考え

ているところでございます。部落差別は許されな

いという強い意志のもと、本法律の趣旨を踏まえ

ながら、法律に規定されております相談体制の充

実、教育・啓発などの取り組みについて、国や県

との連携のもとで、引き続き積極的に、なお具体

的に推進をしていきたいと考えているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

ではこの部落差別解消推進法が施行され３年目

を迎えておりますが、地域の実情に合った独自の

取り組み、また、市職員を初め、市民の方々へ法

律の周知は進んだのかお伺いいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどのご質問であります地域の実情に合った

独自の取り組み、また、法律の周知は進んだのか

ということでありますけれども、部落差別の解消

を推進するには、市民一人ひとりにこの法律の制

定された背景や趣旨を十分理解していただくこと

が重要だと考えております。 

そのため、市では法律の施行について、広報せ

いよへの掲載、そして、啓発チラシの全戸配布、

ポスターの掲示を行うとともに、集落ごとの小単

位による地区別人権・同和問題学習会や各種団体

の研修会などにおいて、法律の周知を図り、同和

問題を中心とした学習を進めているというところ

であります。 

また、宇和、野村、城川の３つの会場で毎年開

催をしております人権のつどいには、多数の市民

の方々が参加をいただきまして、同和問題を初め

としました人権問題についての理解を深めており

ます。先般ありました８月31日に行いました宇和

会場での人権のつどいでは、「寝た子はネットで

起こされる～『部落差別解消推進法』と今後の課

題～」と題して、山口県人権啓発センターの川口

泰司氏に講演をいただいたところであります。 

市職員に対しては、各部署に人権・同和教育推

進員を配置いたしまして、部署ごとに人権・同和

問題をテーマとした研修を行っており、本年６月

には愛媛県人権教育協議会会長代行を講師といた

しまして、「部落差別解消推進法の具現化をめざ

して」と題した研修会を実施いたしました。 

以上のように、市では、引き続き人権・同和教

育推進体制の充実や指導者の育成に努めまして、

学習機会の拡充や啓発活動のさらなる充実に取り

組んでいるというところであります。 

市民の方々の法律の認識についてでございます

けれども、法施行後、約１年後となります平成

29年10月に市教育委員会と愛媛県人権教育協議会

西予支部が実施をいたしました「西予市人権に対

する市民意識調査」におきまして、法律を知って

いると答えた人は13.9％でありました。これは、

市内の1,500人を無作為抽出いたしまして599人か

ら回答をいただいたものでありますが、この調査

は５年ごとに行うものでありまして、次回の調査

は令和４年度になります。なお、先ほどご説明も

しましたけれども、先般ありました８月31日の西

予市人権のつどい宇和会場の参加者418人に対し

て行いましたアンケートでは283人から回答をい

ただきまして、法律を知っているとの回答が

72.1％となっております。 

また、同支部におきまして、市内の教職員と行

政職員を対象に「部落問題に対する意識等の調

査」を実施しまして、現在集計中でございます。 

市としましてはさらに多くの市民に対して法律

が周知できるよう引き続き努めてまいります。広

くこの法律の趣旨を浸透させるためには、繰り返

し繰り返し啓発をすることが大切であります。今

後はアンケートや意識調査の結果を踏まえまし

て、より効果的な方法を検討し、継続して部落差

別の解消の推進に向けた啓発活動を進めていきた

いと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

西予市も法律の周知を図るため、いろいろな取

り組みを進められておりますが、今後、体制の充

実を図るために、市長部局と教育部局に分かれて

おります人権対策と人権教育の窓口の一本化の考

えをお聞きいたします。 
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○議長 

宗副市長。 

○宗副市長 

失礼いたします。 

ただいまご質問のございました行政の窓口の一

本化の考え方についてでございますが、「部落差

別の解消の推進に関する法律」が制定されたこと

によりまして、地方公共団体が行う責務、相談体

制の充実、また、教育及び啓発が明確をされたと

ころでございます。 

このことによりまして、今まで以上に部落差別

解消に向けた取り組みが求められております。現

在、ご指摘のとおり、市長部局の人権対策と教育

部局の人権教育が分かれていることによりまし

て、市民の皆様にはわかりにくい組織体制となっ

ているのではないかと感じております。また、人

権相談や人権教育についての窓口を一本化するこ

とによりまして利便性の向上も図られると考えて

おります。さらに人権に関する相談及び人権啓発

の推進などを一体的に行うことで、人権について

の施策を総合的に進めることができますことか

ら、必要な業務量に見合った組織体制の見直しが

必要であるというふうに考えております。 

今後、近隣の自治体の状況等も踏まえまして、

また、関係部局と協議を行い、市の組織機構検討

委員会等を経まして、来年令和２年度を目標に組

織の統合を検討してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

加藤美香君。 

○４番加藤美香君 

これからも国、県、市町村、各種団体などと連

携をして、人権啓発にしっかりと取り組んでいた

だくことを要望いたします。 

以上、一般質問を終わります。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時42分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時00分） 

次に、５番中村一雅君。 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

改めましておはようございます。議員番号５番

中村一雅です。 

議長より発言の許可を得ましたので、通告書、

会議規則及び申し合わせ事項に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

本日最後の質問者となります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

昨年７月に西日本を襲った豪雨は西予市におい

ても甚大な被害をもたらしました。特に、野村町

においては５名ものとうとい命が犠牲となりまし

た。あのような大雨が短時間に降るとは誰も想定

しておらず、備えができていなかったということ

が被害を大きくした一因ではなかったかなと、心

を痛めつつ振り返っているところでございます。 

さて本日は、南海トラフ地震を想定した西予市

の防災計画、このこと１つについて質問をさせて

いただきます。 

この地震につきましては、30年以内に70％以上

の確率で起こるとマスコミ報道等でもされてお

り、国・県・市の行政が一丸となって立ち向かわ

なければならない重要な課題であります。 

そこでまずお尋ねいたします。 

西予市に係る国・県の指針と施策はどのように

なっていますか。また、それを受けて、西予市で

はどのような対策を講じておられますか。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

それではただいまの中村議員のご質問にお答え

をいたします。 

我が国の防災対策に関する基本となります計画

につきましては、災害対策基本法の第34条第１項

の規定に基づきまして、中央防災会議が作成をし

ます防災基本計画となってございます。この計画

には、国における防災・減災対策の基本的方針に

ついて定めてあるとともに、地方公共団体等が策

定する防災業務計画、地域防災計画において重点

を置くべき事項に関しても基本的方針が掲げられ

ており、この防災基本計画に基づき、市町村等の

地方公共団体においては、地域防災計画を策定す

るということとしております。 

ご質問いただきました南海トラフ地震を想定し

た防災計画につきましても、国の定める防災基本

計画に基づき、愛媛県地域防災計画との連携も図

りながら、西予市地域防災計画「地震災害対策

編」及び「津波災害対策編」において、西予市に
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おける地震・津波災害対策について定め、住民の

生命、身体及び財産を地震・津波災害から保護す

ることを目的とし、本市における地震防災対策、

津波防災対策の一層の推進を図ることといたして

おります。 

また、国において南海トラフ地震対策に関しま

しては、最重要対策事項と位置づけをいたしまし

て、「南海トラフ地震特別措置法」を制定すると

ともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画が

策定されているところでございます。この計画

は、関係地方公共団体等が定める南海トラフ地震

防災対策推進計画等の基本となるべき事項が定め

られておりまして、西予市も指定されております

南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防

災対策の推進を目的とするものでございます。こ

の目的を達成するため、指定行政機関、関係地方

公共団体、指定公共機関、関係事業者、地域住民

等は、的確に地震防災対策を推進しなければなら

ないとされておりまして、西予市地域防災計画に

おきましても、地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備に関する事項、津波からの防護、円滑な

避難の確保、迅速な救助、防災訓練に関する事項

等を定め、南海トラフ巨大地震に対する防災・減

災対策の一層の推進を図るということといたして

おります。 

また、愛媛県独自の取り組みといたしまして

は、南海トラフ地震による甚大な津波災害対策と

いたしまして、昨年度から３カ年事業といたしま

して、愛媛大学・東京大学・愛媛県・宇和海沿岸

５市町が共同出資して、宇和海沿岸地域南海トラ

フ地震事前復興共同研究を実施しているところで

ございます。この研究では、大規模津波災害に対

する防災・減災対策の充実・強化を目指し、その

中で、津波避難計画等の策定に向けたノウハウを

地域はもちろんのこと職員も取得し、各地域に波

及させていく取り組みを実施しており、当市にお

きましては、明浜地区をモデルに事業を展開して

いるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

国・県における施策をお伺いしました。ありが

とうございます。 

地震といえば津波と言ってもいいというほどに

被害が大きくなるということが想定されます。南

海トラフ地震が起きた場合について、どこがどの

程度被災するのだろうかということを西予市にお

いても想定されると思いますけれども、ハザード

マップも作成されているとお聞きしていますが、

簡潔にご説明いただけますか。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

南海トラフ巨大地震によります被害想定につき

ましては、東日本大震災に匹敵するマグニチュー

ド9.0クラスの巨大地震が発生した場合を想定

し、まず国において、南海トラフにおける発生頻

度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害を

もたらす最大クラスの地震・津波についての被害

想定として、平成24年８月に人的・物的被害につ

いて、平成25年３月に経済被害等の想定結果が公

表をされております。 

国におけます想定結果を受け、愛媛県におきま

しても、国が大規模地震として検討対象とした南

海トラフ巨大地震のほか、愛媛県に大きな被害を

及ぼす可能性が高い中央構造線断層帯による地震

など、愛媛県における最大クラスの地震発生に伴

う地震被害調査が実施され、愛媛県地震被害想定

調査最終報告が平成25年12月に公表されたところ

でございます。 

この想定によりますと、西予市における被害想

定は、マグニチュード9.0クラスの南海トラフ巨

大地震が陸側を震源域に冬の夕方から深夜に発生

した場合、死者が1,351名、建物の倒壊棟数が1万

6719棟、１カ月後の避難者数が3万756人と甚大な

被害が想定をされているところでございます。特

に津波による死者数は634人と想定死者数の半数

近くを占め、東日本大震災と同様、沿岸部におけ

る津波被害が甚大であることが想定をされており

ます。 

これら国・県の被害想定を受け、西予市におき

ましては平成26年３月に明浜・三瓶地区17地区に

おいて、津波ハザードマップを作成、配布すると

ともに、より視覚的効果を高めるため、津波浸水

動画を作成いたしまして、市ホームページにおい

て公表するなど、国・県とも連携した津波防災・

減災対策を推進してまいりました。 
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その後、近年全国各地で頻発する巨大災害の現

状を鑑み、ハザードマップのみだけではなく各種

災害における防災情報等も掲載した総合防災マッ

プを平成29年３月に作成し配付させていただきま

すとともに、ＧＩＳ版の総合防災マップも市ホー

ムページに掲載しているところでございます。 

今後も市民の皆様への危険箇所の周知、防災・

減災対策に役立てていただきますよう、国・県の

計画の改定及び新たな想定が行われた場合につき

ましては随時改定を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

津波ハザードマップについては、西予市のホー

ムページでも公開しているということで私も拝見

いたしました。三瓶・明浜地区におけるハザード

マップでは人口密集地は、ほぼ津波に飲み込まれ

て全滅に近い形に建物についてはなるということ

で相当な危惧をしております。ご高齢の方につき

ましては、西予市のホームページを見るというこ

とに結構抵抗があるというか、ハードルが高い面

もございますので、やはり支所なり公民館なりに

大き目のマップを紙ベースで掲載して、周知徹底

を再度促していただきたいとそのように希望いた

します。 

質問を続けます。 

発災後には西予市外からの救援体制が望まれま

すけれども、それは具体的にどのようなものにな

ると想定されていますか。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

失礼をいたします。 

中村議員の支援体制に係るご質問につきまして

は消防の立場からお答えをさせていただきます。 

南海トラフ地震の被害想定では、その範囲は愛

媛県のみならず四国全域、近畿、東海、九州地方

まで及ぶ場合があるというふうな想定がございま

す。中でも被害が大きいとされる愛媛県を含む

10県は重点受援県に指定されているような状況で

ございます。国の各種計画の中で、政府が令和元

年５月に発表した「救助、救急、消火活動等にか

かる具体的な計画」におきまして、警察の災害派

遣隊、緊急消防援助隊、それから自衛隊の災害派

遣部隊、国土交通省のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの初動

期における派遣の方針と具体的な手順等を定めて

おります。応援部隊の最大規模は、警察が1万

6000人、消防が2万人、自衛隊員が11万人、国土

交通省が1,360人と想定されておりまして、人命

救助のために重要な72時間というものを意識した

タイムラインが作成されているというところでご

ざいます。 

計画では、重点受援県である10県にそれぞれ対

応する応援部隊をあらかじめ定めておりますの

で、政府の指示により直ちに進出拠点に向けて出

発することになる、到着後に派遣市町が決定され

るということになります。 

我々受援側といたしましては、正確、迅速に市

内の被害状況を収集して、どこにどのような応援

が必要かを見きわめるということが重要になると

考えております。市の災害対策本部は119番の入

電情報、消防団や自主防災組織などからの情報を

整理分析して、的確な応援部隊を要請することが

必要であるというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

発災後72時間が肝であるということをお伺いい

たしました。 

特に自衛隊から11万人もの多数の方が派遣され

てくるという大変ありがたいなということも感じ

ております。 

続けてまいります。 

南海トラフ地震のみならず大規模な火災や水害

など、被害が単独の市町では対処できない場合に

備えて、近隣市町と広域災害協定が結ばれると聞

いていますが、南海トラフ地震に対しては、この

場合、具体的にどのように機能するのかお尋ねを

いたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

近隣市町と結んでいる災害協定はどのように機

能するかということでございますけれども、消防

署及び消防団では、近隣の消防署や消防団との管
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轄境、管轄境界の付近の火災など災害に対して、

その対応を協力してやるということを目的に応援

協定を結んでおりまして実際に協力活動を行って

おります。最近では平成29年に発生した野村町予

子林の火災であるとか、昨年の７月豪雨における

近隣の消防団や消防署が応援に駆けつけていただ

いたというところは記憶に新しいところでござい

ます。 

ただし、これらの応援協定は南海トラフ地震な

どの大規模災害で県内全域が被害を受けるような

広域災害の場合には、それぞれの管轄の災害対応

が優先されるということになるので、有効な相互

応援を望むことはできません。 

広域災害の場合には、先ほど説明しましたよう

に、県外からの緊急消防援助隊や自衛隊、警察な

どの応援を想定しておりまして、これらについて

は、愛媛県の総合防災訓練、また、中四国ブロッ

ク緊急消防援助隊訓練などで連携強化を図ってい

るというところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

南予全域にダメージを受けるような広域な災害

については、支援協定は余り当てにできないのだ

ということをお聞きしました。 

仮定の話になりますけれども、今後、常備消防

が広域された場合につきましては、南海トラフ地

震に対してはどのような効果が想定されますでし

ょうか。 

また、その前段として、通信指令台の共同運用

が検討されていると聞いておりますけれども、こ

れが南海トラフ地震に間に合った場合にはどのよ

うな効果が期待できますか。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

常備消防の広域化、それから共同運用について

お答えをさせていただきます。 

大規模な災害時に円滑な応援体制や受援体制を

整えるためには、その被災地において今何が必要

なのかを的確に伝えることが重要であると先ほど

述べさせていただきました。小規模な消防本部で

は、現場要員に人員を割くということで、少ない

人員で多くの災害を差配するということになりま

す。よって他機関への報告であるとか、調整とい

うものに支障を来す場合が考えられます。事実、

平成30年７月豪雨では、余りにも災害が集中した

ため、市内全体の被害状況を把握するのに苦慮し

たというような経験をいたしました。 

愛媛県を一つにするような、また南予地区を一

つにするような広域的な常備消防になれば、災害

状況を一元的に把握することができて、応援の要

否判断や受援体制の早期確立が図られるというこ

とは大きなメリットになると考えております。 

一方で、通信指令センターなどに機能を集中す

ることによって、センターが被災した場合には、

全ての機能を失ってしまうといったようなこと

も、そういった危険もはらんでいるのでバックア

ップの方法も課題ではございます。 

また、通信指令台の共同運用というところでご

ざいますけれども、これまで常備消防の広域化に

ついてはさまざまな組み合わせで検討をしてまい

りましたが、進んでいない、進まないというのが

現状でございます。 

そこで、広域化した場合の不安材料というもの

の部分は統合せずにメリットの部分だけを統合し

ようというのが通信指令業務の共同運用でござい

ます。共同運用によって、先ほど答弁いたしまし

た災害情報の一元化、応援の要否判断や受援体制

の早期確立などのメリットは同様に生まれてくる

というふうに考えております。 

現在、南予地区の５つの消防本部で通信指令業

務の共同運用について調査、検討をしているとこ

ろでございますが、この結論につきましては、今

年度中に報告することができると考えておりま

す。また、これが実現することになれば、将来的

な広域消防のきっかけにもなるのかなというふう

にも考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

昨年12月の定例会一般質問で佐藤議員が管家市

長にお尋ねになられました。 

管家市長のお考えは、やはり県で一つの広域消

防が望ましい。それが無理ならばやはり南予で一

つの広域消防が望ましいのではないかというお考
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えをお聞きいたしました。私も考えとしては同様

でございまして、やはり広域化に向けては、ハー

ドルがあっても、前に向けて歩んでいただきたい

なと行政側にも要望したいところでございます。 

南海トラフ地震のような大規模災害が起こった

場合に単独の市町で対応できないことは明らかな

ことであります。広域化して情報収集を一元化す

ることが最も有効だということも先ほど佐藤消防

長の答弁にございました。一元化するためにはや

はり本部センターを一つに集約しなければならな

いと考えます。これに向けては、いつやるのだと

いう期限のことを切ることはできないのですけれ

ども、通信指令台の共同運用についてはメリット

もお伺いしましたし、先ほど今年度中に結論が出

るのではないかというようなこともお聞きしまし

たので、ぜひ前向きなことになるように期待して

いるところでございます。 

質問を次に進めます。 

南海トラフ地震のような大規模災害に対して

は、消防署のみならず地元消防団、つまり自治消

防の活動が大きく期待されているところでありま

す。消防署と消防団の連携についてはどのような

想定になっていますでしょうか。特に三瓶地区に

おきましては、八幡浜地区施設消防事務組合の管

轄、第三分署の管轄となっておりますので、西予

市の声の及ばない範囲があるということも危惧さ

れているところでございます。三瓶地区における

連携についても同様にお尋ねをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

消防署と消防団の連携についてお答えをさせて

いただきます。 

大規模災害時における対応は、市の地域防災計

画に基づき対応を行うことになりますが、消防団

は原則、消防長の指揮下に入って消防署と連携し

て災害現場活動を行うことになります。 

しかしながら、大規模災害時には地元で構成し

ています各地域の消防団の活動が最も有効である

と考えられることから、初動期においては各分団

等の単位でそれぞれ命を守る活動がなされるであ

ろうと。それから数時間後には、組織としての統

制された活動に移行することになるというふうに

考えております。そして消防団にしかできないこ

とや消防署にしかできないことを組み合わせて、

災害対応に当たることが重要というふうに考えて

おります。 

このような中で消防団と消防署の連携訓練を定

期的に実施しているところでございます。 

また、三瓶地区における消防団と消防署の連携

ということにつきましては、これは西予市消防の

管轄ではなくて、議員ご指摘のとおり八幡浜地区

消防の管轄というふうになっておりますので、法

律上は、三瓶方面隊は八幡浜地区消防長の指揮下

に入る。八幡浜消防署第三分署と連携して活動す

るということになります。 

しかし、三瓶町や明浜町の沿岸部、そして、八

幡浜市などにおいても、先ほどもございました

が、甚大な津波被害が予測されておりますので、

現場サイドといたしましては、八幡浜地区消防と

西予市消防団、そして西予市消防署が連携して対

応に当たることも想定しなければならないという

ふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

三瓶における第三分署の活動と消防団の連携と

いうことにつきましては、私は以前去年ですか、

第三分署の分署長ともお話する機会をいただきま

して、この質問を投げかけたことがございます。

分署長は非常に信頼厚く責任感のある方で、私ど

もは第三分署の使命に従って粛々と三瓶の町を守

るんだというようなことをお聞きいたしまして、

あ、大丈夫なんだなというふうに安心したところ

でございます。 

ただやはり、津波は宇和島市、西予市の沿岸

部、そして八幡浜市を飲み込んだ場合につきまし

ては、やはり八幡浜市もひとどころではないとい

う状態になるということは十分に考えられると。

そこにつきまして、西予市消防本部は津波の被害

を受けない場所に位置してございますので、本部

センターが機能すればある程度明浜、三瓶の海沿

いに対しても迅速な対応が図られるのではないか

というふうに期待しているところでございます。

こういったことも含めまして、ぜひとも南海トラ

フ地震が起きる前に広域化あるいは通信指令台の

共同運用につきましては前向きに実現に向けて進
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めていっていただきたいと、このように切望いた

します。 

次に進めます。 

消防団とともに各地に設立されています自主防

災組織につきましても、行政側からも大いなる期

待がかかっていると思います。支援体制も含めま

して、日ごろの避難訓練など対策はとられていま

すけれども、発災後におきましては、自主防災組

織等に対しましてはどのような連携がとられるの

でしょうか。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまの自主防災組織との連携・協力につい

て答弁させていただきます。 

今回のご質問にございますような広域かつ巨大

な地震災害が発生した場合、市内の公的防災機関

も著しく被災をし、初動対応をとることができな

くなるとともに、広域な救助、支援体制にも十分

に期待できないということが想定されます。特

に、人命に多大な影響を与える発災後72時間の間

の十分な公的支援を望むことはできないというふ

うに考えております。 

そこで、一般的に災害初動期につきましては、

自助、共助での対応が求められておりまして、過

去の災害におきましても、自助、共助が機能し多

くの命が救われてまいりました。当市といたしま

しても、自分の命は自分で守る自助、地域のこと

は地域で守る共助に重点を置きまして、公的支援

が開始されるまでの期間は、自助、共助において

乗り越えていただく期間が必ず存在するというこ

とを念頭に置いた対策・啓発等を実施してまいり

ました。 

そこには、当然市が公的機関としての早期回復

への計画、マニュアルの整備、訓練の実施に平素

から取り組みを行うことが大前提でございまし

て、公的機関の早期の機能回復による支援開始、

それまでの間の自助、共助の機能維持が必要であ

るということになるとの考えでございます。これ

まで自主防災組織への支援につきましては、活動

活性化のために自主防災組織活動育成補助金等で

の支援や訓練への支援を実施してまいりました

が、平素の取り組み次第で災害後の活動に影響が

出てくると考え、今後も自助意識のさらなる啓発

とともに、９月補正予算に計上させていただいて

おりますけれども、愛媛県の自主防災組織活性化

支援事業補助金も積極的に活用いたしまして、自

主防災組織の活動・訓練支援に努めてまいりたい

と思います。 

あわせて、広域で災害種別の異なる西予市の現

状を考え、共助を支えていく上では、地域防災リ

ーダーとしての防災士のさらなる養成及び西予市

防災士連絡協議会のさらなる育成・活動強化並び

にふだんから訓練を積み重ね組織化された消防団

との連携も大変重要になると考えております。 

自主防災組織と消防団どちらも地域防災の核と

なる組織であり、それぞれの組織における対応が

より明確となるよう地区防災計画の策定に向けた

取り組みも進め、自助・共助・公助が連携した巨

大災害への防災・減災対策の一層の推進を図って

まいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

自主防災組織の協力なしにはなかなか広範な援

助対策金は組みにくいということがわかりまし

た。避難をしなければならない、地震による家屋

の倒壊なんかもそうでしょうけど、津波に対して

は広範囲で緊急な避難が求められるという事態が

容易に想定されるわけであります。 

先ほど防災士のという言葉が答弁の中にござい

ました。９月１日は、防災の日で政府が東京都内

で防災訓練を行ったというような記事が愛媛新聞

に９月２日付けで掲載されておりました。その下

の段に、防災士増17万人登録という囲み記事がご

ざいまして、愛媛県は東京都に続いて全国で２番

目に防災士の多い県だということが報道等でござ

いました。人数も東京都とさほど差がない、1万

4000人と1万3000人ぐらいの差だと。そうすると

人口密度を考えると、愛媛県は密度的にいうと全

国で１番防災意識の高い県ではないかと思われま

す。自主防災組織の精度を高めるとか、防災組織

のみならず、一般的に防災士が多ければ、やはり

避難にかかわることもそれなりに手際よく迅速に

行われるということが考えられますので、今後も

その防災士の養成あるいは増加につきましても、

西予市でも積極的に取り組んでいただけたらと思
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います。 

避難という言葉で関連で申し上げます。 

市内各地に発災後は避難所が開設されると思い

ますけれども、道路が寸断されるあるいは通信機

能が寸断される、そうすると、防災行政無線が最

大音量でわーっと鳴ってさあ避難しようと言われ

たときにすぐに緊急にすっと避難できる方という

のは比較的に限られるのではないかなということ

も想定されます。自力で走れる、歩けるあるいは

車の運転ができるという方についてはそれぞれみ

ずからの命を助けるために走られると思うのです

けれども、自力で避難が困難な方が、やはり西予

市にもいらっしゃいます。 

例えば、高齢者のみの世帯でありますとか、障

がいのある方を抱えている世帯など、このような

自力避難困難な方に対する支援対策はどのように

なっていますでしょうか。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

自力避難が困難な住民への支援策についてお答

えをいたします。 

高齢者や障がい者、妊婦、乳幼児、外国人とい

った災害時要配慮者のうち、自力での避難が困難

な避難行動要支援者の救援対策につきましては、

西予市のみならず全国的に課題を抱えている現状

にあります。 

避難行動要支援者の避難支援につきましては、

平成25年６月の災害対策基本法の一部改正に伴

い、市町村においては、避難行動要支援者名簿を

活用した実効性のある避難支援が行われるよう取

り決めがなされました。 

突然の災害が発生した場合、高齢者や障がいの

ある方にとって自力での避難は大変困難なものと

なります。そこで市は、こうした方々の把握に努

め、避難行動要支援者名簿を作成し、災害が発生

した場合は直ちに避難支援を行わなければなりま

せん。実際の災害時における避難行動要支援者の

避難支援は、災害発生直後の情報提供や避難誘

導、安否確認・避難状況の把握に対する支援が主

なものとなります。 

西予市では、避難行動要支援者の対象となる方

のうち、自分自身の情報を地域の関係者と共有す

ることに同意いただいた方については、平常時に

地域支援者などの要求により情報を提供して、発

災に備えできる範囲での支援を行っていただいて

おります。 

この場合に連携するのは、西予市の関係部署の

ほか、市社会福祉協議会や警察、消防団、民生委

員・児童委員、地元区の役員さんとも名簿や情報

のやりとりを通して連携し、非常時に対処してい

くことになります。 

しかし、基本的には避難行動要支援者のうち、

事前に情報提供について承諾をいただいた方のみ

の名簿情報を提供することになりますが、より深

刻な大災害が発生したような場合には、避難行動

要支援者名簿の情報共有に意思表示されていない

方であっても、全ての方の安否確認が必要になり

ますので、避難行動要支援者全員の名簿を避難支

援協力機関に開示し、避難行動要支援者の避難支

援に全力で取り組むこととしております。 

現在、西予市では避難行動要支援者のうち、名

簿情報の提供に同意をしていただいている方は

21.5％にとどまっており、大変少ないと認識して

いるところでございます。より実効性のある避難

行動要支援者名簿を作成するため、市役所内の関

係課と協議し、業務体制の見直しを行い、より多

くの方に名簿を提供することについて同意してい

ただき、避難支援関係機関と名簿を共有できるよ

う取り組んでまいります。 

また、地域においては、区の役員さん、自主防

災組織の方々、消防団、民生委員・児童委員とい

った方々が中心となっていただき、市が提供した

名簿登録者の情報とともに、要支援者となりうる

方と具体的な避難方法等について話し合っていた

だくと災害時により迅速な避難支援が行えるので

はないかと考えております。 

いずれにしましても、大規模災害には個人の力

で対応することはできません。各ご家庭での防災

対策はもちろんのこと、地域における自主防災活

動等、地域防災力向上への支援等の充実には、そ

れぞれの公的機関や市役所内の関係部局との連携

を一層密にして今後も取り組んでまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

避難行動要支援者名簿というものを作成されて
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いると。ところがこの情報を開示することに同意

されている方は25％しかおられないということを

お聞きしました。非常に危惧されるところであり

ます。 

日ごろの自主防災組織、年に数回ある避難訓練

等で自分で坂をかけ上がれる方はいいのだけれど

も、自力避難困難な方はやはり誰かに運んでもら

わないといけないというふうに思うのであります

けれども、それに対して名簿の開示に同意されな

いということは、ちょっとどうしてかなあという

ようなことを思います、正直。 

個人情報保護は非常に大事なことではあると感

じておりますけれども、やはり命にはかえられな

いので、それは日ごろからやはり開示していただ

いて、いざというときには、誰が誰を助けに行く

というきめ細かいところまで設定されていること

が望ましいように思います。 

再質問になりますけれども、これはなぜそのよ

うに低い数字にとどまっているのか。住民の協力

が得られないのか、その難しい部分について行政

が感じていることがありましたらお教えていただ

きたいと思います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

なかなか同意していただけないというところ

で、どうしてかということでご質問をいただきま

した。 

私どももいろいろとそういった情報提供をお願

いしているところなのですが、やはりどうしても

周知不足というところもあろうかと思います。ま

た、昨今は個人情報の遵守というところもござい

まして、なかなかそういったところの同意をして

いただけないというところもございます。私ども

も今後はこういった同意していただける方をなる

べく多く100％になるように今後も努力をしてい

きたいと考えておりますが、地域のほうでも自主

防災組織とかございますので、そういった先ほど

言われた避難訓練とかもございますので地域の

方々にもご協力をいただいて、何とか同意してい

ただく方を増やしていけるように、行政また地域

の皆さんと協力して進めていきたいと考えており

ます。 

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

地域住民の１人として、やはりそこは住民側で

も行政の差し伸べる手に向けて素直に応じないと

いけないのではないかなというふうに感じた次第

であります。少しずつでも努力していきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

本日最後の質問になりました。 

地震により多数の方がけがをされると。人命救

助が一番でございますから人命がなくすことがな

いように懸命に救援に走らないといけない、ある

いは自分も生き延びなければならないという信念

を持って行動しなければならないということはよ

くわかるのですけれども、実際上けがをされた

方、あるいはもともと病気で自宅療養されていて

避難所あるいは救護所へ行っても、やっぱり医療

は必要だなということは、ある程度準備しておか

なければならないことだというふうに感じており

ますが、そういう方々への発災後の医療対策はど

のようになっていますでしょうか。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

中村一雅議員のご質問についてお答えいたしま

す。 

大規模災害時には、さまざまな症状の異なった

多数の傷病者の発生する一方で、被災により人

的・物的医療資源が損なわれ、通常の医療対応が

できなくなることが予想されます。限られた医療

資源で最大多数の傷病者に対して最良の結果を得

るために、迅速で適切な医療活動が行えるよう関

係機関や団体との連携体制を構築する災害医療体

制の整備が重要だと考えております。 

傷病者は、救護所、救護病院、災害拠点病院

等、症状に合った医療施設で受診していただき、

寝たきりなどの在宅療養中の方には、公助・共助

の体制づくりによる迅速に適切な施設への搬送が

必要となってまいります。さまざまな症状の方に

対応するために、情報を収集・集約することで、

必要な医療へとつなぐことができる体制づくりを

進めたいと考えております。 

このような災害時の医療救護活動の体制の確立

と活動内容を明らかにし、関係機関の役割等を明
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確にしたのが本年３月に策定しました「西予市災

害時保健医療救護活動要領」であります。このほ

か、市内の道路、医師の確保ができれば、平成

30年度に導入しております移動診療車により、被

災地の救護活動を可能な範囲で行うこととしてお

ります。 

また、大規模災害時には、市内医療機関で対応

できない可能性も高いため、広域災害救急医療情

報システム（ＥＭＩＳ）による情報発信や災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害支援ナースの派

遣要請を迅速に行うこととしております。１人で

も多くの命を救うため、市内においては、公立病

院災害コーディネーターである西予市民病院の末

光院長を中心としまして、両市立病院や西予市医

師会、消防本部、八幡浜保健所等と連携を密に

し、平時から研修や訓練を重ねて、災害時におけ

る実効性の高い協力体制を構築してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

さまざまな医療支援体制が日ごろから組まれて

いて、本年３月に策定されているとお聞きしまし

た。 

ちょっと１点、ＥＭＩＳあるいはＤＭＡＴとい

う言葉そのものについては、なかなか一般の市民

にはわかりにくいというところがございます。よ

ろしければ、もう少しかみ砕いて簡潔にそれはど

のようなものなのかご説明いただいたらと思いま

す。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

お尋ねのありましたＥＭＩＳですが、ＥＭＩＳ

とは、災害発生時に被災した都道府県を越えて医

療機関の活動状況など災害医療にかかわる情報、

例えば、発災時の医療機関の稼働状況及び必要と

なる支援情報、こういったものですけども、こう

いった情報を共有し、被災地域で迅速かつ適切に

医療救護に関する各種情報を集約・提供していく

ための広域災害救急医療情報システム、インター

ネットを通じて入力したり閲覧できるものでござ

います。 

また、ＤＭＡＴとは、大体通常の編成で医師１

名、看護師２名、業務調整員１名、計４名で基本

的には構成されまして、大規模災害などが発生し

た場合に現場に急行する、おおむね48時間以内に

活動できる機動性を持った災害医療チームのこと

でございます。ちなみに県内には25チーム編成さ

れております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

わかりやすく説明していただきありがとうござ

いました。 

結びに、想定される死者数1,351名、先ほど三

好総務企画部長の答弁がございました。うち津波

による死者が634人と推定されていると。建物に

ついては避難することはかないませんので、全壊

する、半壊するという建物については、これは耐

震基準に頼るしかないと。あるいは、どこまで強

度を発揮するのかはちょっと起こってみないとわ

かんないということもございますでしょうけれど

も、人的被害については、今公表されている数値

をどれだけ下げれるかということが今後の課題で

あろうかと思います。 

防災という言葉を耳にしない日はない、目にし

ない日はないほど防災についての意識は今高まっ

ております。そういう意識が高まっているときに

やはりきちっと対策をとって、将来に備えていく

ということが非常に大事なのだなというふうに感

じました。 

防災はゴールのないマラソンのようなものだと

いうふうに感じております。管家市長の言われる

「安心して暮らせるまちづくり」西予市において

は、やはり防災に対する対策がなされないとなか

なか安心して住めるまちづくりということが標榜

しにくいようなこともあろうかと思います。 

さらなる精度の向上を求めて、あるいは被災者

を１人でも少なくできることを祈念して、今回の

私の一般質問を終わります。 

○議長 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

あす９月６日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

本日はこれにて散会いたします。 



 

- 58 - 

 

 

 

  散会 午前11時50分



 

 

 

 

第 ３ 日 

 

９月６日（金曜日） 

 

  



 

- 59 - 

 

令和元年第３回西予市議会定例会会議録（第３号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年 ９月 ６日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年 ９月 ６日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和元年 ９月 ６日 

          午前１１時５８分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

    な   し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

 ３ 議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

 ４ 議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

 ５ 議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

 ６ 議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

７ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

８ 認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

９  請願第 １号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書 

  請願第 ２号 野村町に温浴施設の存続を

求める請願書 

陳情第 ３号 愛媛県県道２９号地方道宇

和野村線（西予市野村町鎌

田から西区間）におけるト

ンネル開設の促進について 

陳情第 ４号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 
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本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

 ２ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

 ３ 議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

 ４ 議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

 ５ 議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

 ６ 議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

７ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

８ 認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

９  請願第 １号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書 

  請願第 ２号 野村町に温浴施設の存続を

求める請願書 

陳情第 ３号 愛媛県県道２９号地方道宇

和野村線（西予市野村町鎌

田から西区間）におけるト

ンネル開設の促進について 

陳情第 ４号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は、たくさんの皆様に傍聴に来ていただき

まことにありがとうございます。 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、１番宇都宮久見子君。 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

おはようございます。会派こころざし宇都宮久

見子です。 

議長より一般質問を許可されましたので、通告

に従いまして質問させていただきます。 

今定例会ではジオパークのポロシャツを着用し

ています。先日８月21日に愛媛県市議会観光振興

議員連盟総会及び広域観光推進研修会が西条市で

行われました。その際、議員間で相談をして、参

加議員はそろいのジオパークのポロシャツで参加

しました。議会としても、四国西予ジオパークを

全面的にアピール、推進に努めているところで

す。市内でも、事業者の方や個人の方も着用され

ているのをよく目にします。持続可能な四国西予

ジオパークの推進には、一丸となって盛り上がっ

ていくことが大切だと思います。 

それを踏まえ、まずは、ジオパークについての

質問をさせていただきます。 

甚大な被害を受けた昨年の西日本豪雨から１年

余りが経過しましたが、復興元年ということで、

まだまだ生活やなりわいなどの復旧・復興に取り

組んでいる最中ではありますが、西日本豪雨によ

るジオサイトの被害と復旧状況をお尋ねします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

改めましておはようございます。 

ただいま宇都宮久見子議員からのご質問をいた

だきましたので、お答えをさしていただいたらと

思います。 

まず初めに、宇都宮議員初め議員各位におかれ

ましては、ジオパークの推進につきまして日ごろ

から格別のご理解、ご協力を賜っておりますこと

をこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げた

いと思います。 

今ほどありましたとおり、市内でも多くのジオ

サイトが被災をいたしました。被災の主なものと

いたしましては、宇和町の名水100選観音水と明

浜町の狩浜の段々畑におきましては、土砂流入や

斜面崩壊などがありましたが、現在はほぼ復旧い

たしまして、観光客の受け入れができるようにな

ってございます。 

しかし、城川町の三滝渓谷と野村町の桂川渓谷

につきましては、遊歩道が被災をいたしまして、

いまだ復旧ができていない状況でございます。三

滝渓谷につきましては、復旧工事の発注は終了い

たしておりますけれども、今年度中には完成の予

定となってございます。また、桂川渓谷につきま

しては、大規模な工事となることや生活再建が最

優先と考えていることから、復旧の見通しは立っ

ておらず、現在は、防災学習の視点等で、職員や

ガイドとともに、安全を確認しながらのツアー以

外は、原則として一般客の立ち入りを禁止してい

るという状況でございます。 

一方、被災後には、専門家によります現地調査

を通じてさまざまなアドバイスをいただき、昨年

の豪雨災害を今後の防災や減災に活かすため、ジ

オパークはどうあるべきかという新たな課題に取

り組む必要性を感じているところでございます。 

また現在、桂川渓谷では、定点撮影を愛媛大学

が行っておりまして、今後、大雨による増水など

で変わっていく桂川渓谷の姿を継続撮影し、研究

に用いられる予定でございます。市といたしまし

ても、桂川渓谷における貴重な研究資料となるこ

とを期待しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

今後の防災や減災に活かすということですが、

災害後のジオパーク活動の変化を具体的にお伺い
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いたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ジオパーク活動の変化についてのご質問でござ

いますけれども、被災後、日本ジオパークネット

ワーク所属の専門家が現地調査に入っていただき

まして、今回の災害経験をジオパークの視点を加

えた防災・減災に活用する仕組みづくりをともに

考えていただきました。 

その後、６月には、ジオの視点での防災・減災

学習を進めるためのプレゼンテーション資料もほ

ぼ完成をいたしまして、要請のある学校や地域に

出向くことも可能な状況になってございます。７

月１日には学校関係者が集まります西予市防災教

育推進協議会、８月30日には公民館職員研修にお

いて報告をいたしまして、今後、いろいろな組織

や団体向けに出前学習の機会をいただくようお願

いをしたところでございます。 

また、今月発行されます広報10月号には、市内

での減災出前講座の募集記事を掲載しているとこ

ろでございます。また、ことし10月には、復興支

援課とともに名古屋市で開催されます「ぼうさい

こくたい」というイベントに参加をいたしまし

て、西予市復興まちづくり計画やジオの視点での

防災への取り組みについて、四国西予ジオパーク

から全国に向けて情報発信をする予定といたして

おります。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

今ほどご答弁いただきました中に「ぼうさいこ

くたい」というものがありましたけれども、その

概要を説明願います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

「ぼうさいこくたい」でございますけれども、

内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議が主

催する国内最大級の総合防災イベントでございま

す。2016年より毎年実施をされておりまして今回

４回目になろうかと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

次に、ジオパークの認定は４年に１度の審査が

あり、前回の平成29年に初めての再認定審査が行

われましたが、その際の講評はどのようなもので

あったのか。よい点や改善点など改めてお尋ねい

たします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

再認定の講評とのご質問でございますけれど

も、ジオパークに認定された地域は、日本ジオパ

ーク委員会によりまして、４年に一度行われる再

審査によって、その適性や活動が定期的にチェッ

クをされ、常にその品質と維持と向上が求められ

ております。 

本ジオパークでは、平成29年11月に現地審査が

行われました。 

課題とされた主なものにつきましては、地域に

分散したジオパークの見どころを束ねるテーマと

ストーリーは構築されてはいるものの、関係者と

の共有が進んでないといった指摘でございまし

た。 

しかしながら、景観条例の制定やジオ認定ブラ

ンドの創設、学校と連携した教育活動、地域のデ

ザイナーを登用したブランド戦略など、多くの先

進的な取り組みが行われていること。ボトムアッ

プを重視した組織の改編や手上げ方式によります

地域への補助金制度などを創設して、住民主体の

ジオパーク活動を促進する動きがあることなどを

高く評価いただいたところでございます。 

平成29年に再認定となりましたのは、市民団体

の活動や学校教育、ジオパーク推進協議会などに

よります積極的なジオパーク活動が評価されたも

のだと感謝をしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

今ほどの結果を踏まえ、ジオパーク活動がどの

ように変化したのかお尋ねします。 

○議長 

三好総務企画部長。 
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○三好総務企画部長 

日本ジオパーク委員会から提出をされました審

査結果報告をもとに、今後解決すべき課題といた

しまして、ストーリーや推進体制、サイトの保

全、有形無形文化財遺産の活用、拠点施設の整

備、ジオパーク活動への参加の広がりなどを15項

目に整理をいたしました。 

それをもとに、次回の審査までにどういったス

ケジュールで行うかを一覧表といたしました４年

間のアクションプランを作成したものを日本ジオ

パーク委員会に提出し、それに基づいた行動を行

っております。 

具体的に申し上げますと、昨年度から座学とフ

ィールドワークを交えて、さまざまな角度からジ

オパークについて学び考える講座、せいよ自然と

暮らしのカレッジを開催し、ジオパークに関心を

持つ地域人材の育成やガイド養成を行っておりま

す。 

また、四国西予ジオパーク推進協議会では、保

全・教育・観光・物産といった４つの部会がそれ

ぞれ定期的に開催され、各種事業の検討と推進を

行っているところでございます。 

具体的には、ジオブランド四国西予ジオの至宝

やジオパーク応援店制度、ジオ学習のための教材

づくり、ジオガイド認定制度など、ジオパークが

市内で広がる仕組みづくりと推進を行っておりま

す。さらに、市内の学校でも積極的にジオ学習に

取り組んでいただいておりまして、ジオガイド組

織や団体等の協力を得ながら出前講座やジオ体験

学習を進めております。 

こういった活動は地味であり、なかなか外に見

えにくいもので、可能な限りジオパークのホーム

ページやフェイスブックで、この活動報告を行う

ように心がけているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

４年に一度の再認定ということで、次回の再認

定まで残り２年とちょうど折り返しの時期となり

ましたが、この２年間の成果をお伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

成果についてでございますけれども、このアク

ションプランの１年目に発生をしました豪雨災害

によりまして、拠点施設の整備やジオサイトの拡

充、第２次ジオパーク推進計画の策定など、先送

りや遅延となったものもございます。 

しかしながら、先ほどの答弁でもご紹介しまし

たとおり、昨年の豪雨災害を受けまして、この経

験をジオパークの活動の中で、防災や減災に活か

す取り組みを加えることで、ジオパーク活動をよ

り身近に感じていただく市民が増えるのではない

かというふうに感じているところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

現状の課題をどのように考えておられるのかお

尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現状の課題はというご質問でございますけれど

も、昨年度の豪雨災害以降、ジオツアー客が大幅

に減少したことに伴いまして、ガイドの対応の回

数も落ち込んでおります。特に、桂川渓谷では、

実施していたガイドツアーが以前のようになるま

でには、まだまだ時間がかかると思っております

ので、防災や減災といった視点でのジオツアーな

どの可能性を探っている状況でございます。 

また、ジオパーク認定後６年が経過し、出前講

座の依頼や市民参加のジオツアーなども近年減少

している傾向がございます。ジオの視点での防

災・減災学習を加えた出前講座やジオツアーなど

で、再度市民の皆様方がジオパークにも関心を持

っていただけるような取り組みも進める必要があ

るというふうに感じているところでございます。 

このようなことから、今年度は、以前に実施し

ておりました市民ジオツアー支援事業も復活をさ

せまして、上限5万円ではございますけれども、

市民の皆様を対象にジオツアーに係る経費の２分

の１を補助いたしますので、ぜひご活用いただい

たらというふうに思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 
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○１番宇都宮久見子君 

支援事業が復活したということでうれしく思い

ますが、もっと周知をお願いしたいと思います。 

次に、西予市にとって、観光面でもジオパーク

はかなめとなりますが、誘客数はどれくらいある

のかお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ご質問がございました誘客数でございますけれ

ども、数値化できるものといたしましては、ガイ

ドの案内者数になると考えられます。 

平成29年度につきましては1,814人となってお

りますが、30年度につきましては、災害の影響を

受けまして1,115人と激減しているところでござ

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

では、令和３年に迎える再認定へ向けての取り

組みをお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

再認定に向けての取り組みでございますけれど

も、４年に一度の再認定の審査は、前回の審査時

に指摘されました問題点に対応できているかどう

かをチェックされるのはもちろんでございますけ

れども、持続可能な地域社会の実現のために、ジ

オパークとしてその地域に合ったやり方で、住

民、行政、研究者などの関係者がともに考え続け

ているか。 

また、活動に伴って明らかになっている問題点

についてどのように対処し、解決に向けて具体的

な努力をしているかという点が評価のポイントと

なってございます。 

平成30年７月の豪雨災害を受けた本市におきま

しては、教育委員会とも連携をしながらジオパー

ク活動として、防災・減災教育に取り組むことも

再認定に向けた重要な活動だと認識をしていると

ころでございます。 

現在策定中の第２次ジオパーク推進計画の中

に、防災・減災への取り組みといった項目を新設

し、計画的かつ継続的に実施する予定でございま

す。平成27年度には、ジオパークがユネスコの正

式プログラムとなってからは、ＳＤＧｓを意識し

た活動がジオパークでも求められるようになって

まいりました。17のゴールが設定されているＳＤ

Ｇｓの中の13番目には、「気候変動及びその影響

を軽減するための緊急対策を講じる」という目標

が掲げてあることから、この８月には、自然災害

後の調査を日本ジオパークネットワークの専門家

や周辺地域のジオパーク事務局員とともに行い、

自然災害や災害時の対応、防災・減災教育の進め

方について他の地域のジオパーク間で情報共有す

る取り組みも行ったところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

平成29年３月議会で、同じくジオパークについ

ての一般質問をさせていただきました。 

その際にも、一般社団法人西予市ジオサービ

ス、ＳＧＳについての質問をいたしました際に、

公共性の高い窓口業務を年間を通じて委託する仕

組みであると答弁をいただきましたが、いまだに

どのような組織でどのような役割なのかわかりに

くいので、改めてＳＧＳの説明を求めます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ＳＧＳについてのご質問でございますけれど

も、このＳＧＳにつきましては、一般社団法人西

予ジオサービスという会社でございまして、多く

の方に四国西予ジオパークを総合的に楽しんでい

ただくことで、持続可能なまちづくりに貢献して

いくことを目的として、平成28年３月４日に設立

をされまして、ジオパークの案内窓口について、

平成28年４月１日から委託をしております。この

会社の前身は、平成26年４月１日に発足をしまし

た四国西予ジオパークスポーツイベント実行委員

会であります。 

これまでは、市役所まちづくり推進課ジオパー

ク推進室にて窓口業務を行っておりましたけれど

も、勤務時間内の窓口対応になるということから

委託により夜間や休日等でもジオパーク全般に関

するお客様対応を実施していただいております。 
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また、ジオガイドの手配に関しましてもＳＧＳ

が行っておりますので、ジオツアーに関心を持っ

ていただいた皆様への利便性が増大していると感

じているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

ジオツアーとはどのようなものがあるのかお尋

ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ジオツアーでございますけれども、残念ながら

現在は、市民の皆様が自主企画で行っていただく

ジオツアーしかございません。募集型のツアーは

現在のところ準備ができていないという状況でご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

平成29年の質問の際、ＳＧＳに着地型旅行商品

の造成やジオガイド養成講座などを実施していた

だいていると答弁いただいていたのですが、募集

型はないということで残念に思います。自主企画

となるとハードルが高くなると思いますので、募

集型ツアーがあれば参加しやすいのではないかと

思います。今後、ご検討いただければと思いま

す。 

次に、ＳＧＳに対して行政はどのようにかかわ

っておられるのかお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

行政のかかわりについてのご質問でございます

けれども、四国西予ジオパーク推進計画におきま

しても、策定の目的の中で、地域住民、調査・研

究機関、行政及び民間団体等が協働で推進し、持

続可能な社会の実現を目指すことといたしており

まして、ＳＧＳに限らずジオパークを活用してい

ただく事業者が今後も増加するよう、市としてさ

らなる支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

ジオパークを活用する事業者を増やすとのこと

でしたが、昨年度、ジオパーク応援店の募集があ

りましたが、市内にどれくらいの応援店があるの

かお伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現在53店舗が登録をいただいているところでご

ざいます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

ではその53店舗の応援店はどのような活動をし

ているのかお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

協力の点でございますけれどもポスターや応援

店フラッグの掲示、またジオマップを配布いただ

いております。あわせましてジオパークイベント

の案内等を送り参加をいただいているという状況

でございます。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

ポスターやブルーの旗、ジオマップの配布やイ

ベントの案内ということですが、それだけでは応

援店というには少し弱いように思うのですが、今

後どのような活動を推進していく予定かお伺いし

ます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

今後の活動をどのように推進していきたいかと

いうご質問でございますけれども、現在、補助事

業の中に、ジオブランド推進事業というのがござ

いまして、この事業はジオパークのロゴマークや

ネーミングを活用した地域特産品等の販売促進に

係る経費やブランド化を図るための調査研究及び
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開発等に係る経費となっております。 

今後は、このジオの恵みであります地域の特産

品を用いたレシピの開発など、ぜひ取り入れてい

ただきたいと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

応援店としても、何かしたくてもなかなか行動

しにくい部分もあると思いますので、せっかく応

援店登録したお店が気軽に参加できるような仕組

みづくりで、関係者との連携が進んでいくことを

期待しています。 

最後に、今後ジオパークの拠点施設となる建設

予定のジオミュージアムの概要をお尋ねします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

建設予定のジオミュージアムの概要についてで

ございますが、まず、建設に至った背景について

からご説明をさせていただいたらと思います。 

ジオパークの学習拠点施設として位置づけてお

ります西予市城川地質館は、平成４年に開館した

施設でございまして、老朽化とともに、立地場所

や展示内容も含め、さまざまな課題を抱え、ジオ

パーク認定時にも指摘を受け、移設を含めた施設

の見直しが必要となりました。 

また、支所に隣接する社会教育施設総合センタ

ーしろかわも昭和47年度に建設をされ、既に45年

以上経過している建物であり、耐震性がなく、建

物の長寿命化も難しく、さらに施設のバリアフリ

ー化といった問題も残るといった状況にございま

した。 

そこで、これらの施設を一体的に整備し、博物

館の機能だけではなく、市民や来訪者等が交流で

きるジオパークの拠点施設として機能強化を図る

ことになりまして、平成29年10月に四国西予ジオ

ミュージアム基本計画を策定し、それに基づき事

業を進めてまいりました。 

しかしながら、昨年７月豪雨で甚大な被害を受

けた西予市では、まずは復旧・復興事業を優先す

ることとなりまして、ジオミュージアム整備事業

は２年先送りし、令和４年度にオープンさせる予

定で準備を進めております。敷地につきまして

は、総合センターしろかわ取り壊し後の用地を予

定いたしております。国道沿いにも位置して、周

辺には城川支所を初め、ギャラリーしろかわや城

川歴史民俗資料館、道の駅きなはい屋が隣接して

いるため、施設整備による相乗効果も期待されま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

では次に、ジオミュージアムの展示物などの内

容はどのように検討され、どのような施設になる

のかお尋ねします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ジオミュージアムの展示の内容等についてでご

ざいますけれども、大学教員や博物館学芸員など

の専門家で構成をいたします展示内容検討委員会

を設置いたしまして、平成29年に実施した市内の

中学生と保護者へのアンケートや市民へのパブリ

ックコメントなどの意見も参考にしながら、魅力

的でリピーターの多い施設にしたいと考えてござ

います。 

展示におきましては、写真やグラフィック、映

像などを用いてビジュアルでわかりやすい展示方

法や遊びながら学べる展示構成とし、また、気軽

に立ち寄り休憩でき、ジオツアーのための情報収

集などに活用できるエリアを配置することで、単

にミュージアム展示を楽しむだけではなく、コミ

ュニティ施設としても機能する施設にしたいと考

えております。 

多目的に使える企画展示室を設け、西予の自然

やジオパークに関連する特別展示の開催はもちろ

ん、ステージを活用した地域イベントなども開催

できることから、話題性・集客性を高める事業展

開も可能になると思います。さらには、敷地内に

屋外展示や簡易な実験・体験ができるスペースも

確保して、施設と一体的な屋外の活用も行う予定

でございます。 

いずれにせよ、詳細な展示方法などにつきまし

ては、予算措置がなされ、展示工事を行う事業者

が決定した段階で、今後さらに詳細を詰めていく

ことといたしております。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

すばらしいジオパーク拠点施設ができるようで

うれしく思いますが、あわせて、公共交通の結節

点となる卯之町駅の駅舎や複合施設も新しくなる

ようですので、西予市の目玉となるジオパークと

の連携をして、ますますの推進につなげていただ

きたいと思います。 

２つ目の骨髄等移植ドナーについての質問に移

ります。 

本年２月に競泳の池江璃花子選手19歳が白血病

であることを公表されたことは記憶にも新しいこ

とと思います。日本骨髄バンクによると、２月の

月間登録者は、前の月より約9,000人多い1万

1662人で、その後も登録者数は増えているようで

す。同じ時期に、私自身も若くして白血病で亡く

なった方の話を聞き、移植すれば助かったのかも

しれないとつらい気持ちになりました。 

そこでまず、西予市内の骨髄等ドナー登録者の

人数をお尋ねします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

改めましておはようございます。 

宇都宮議員からご質問のありました西予市民の

ドナー登録人数についてお答えをする前に、骨髄

等移植について少しご説明をさせていただいたら

と思います。 

議員もご存じのとおり、骨髄は赤血球や白血

球、血小板など血液のもとをつくる大切な器官で

ございます。白血病や再生不良性貧血など血液の

病気になると、正常に血液をつくることができな

くなることから、患者の造血幹細胞を健康な方の

造血幹細胞と入れかえて造血機能を回復させる治

療が必要です。これを骨髄移植といい、同様なも

のに末梢血幹細胞移植もございます。 

この健康な方の造血幹細胞は患者と適合する造

血幹細胞を使う必要があることから、提供側の造

血幹細胞を事前に検査し、備えておくドナー登録

などの事業が、日本では1992年から骨髄バンク事

業として開始され、多くの患者が救われていると

ころでございます。 

ご質問のありました西予市内におけるドナー登

録人数は、令和元年７月末現在で101人でござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

西予市民がドナー登録をする場合はどのような

方法があるのかお伺いします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

ドナー登録の方法についてお答えをいたしま

す。 

ドナー登録できる方の条件は、年齢が18歳以上

54歳以下の健康な方で、骨髄、末梢血幹細胞の提

供の内容を十分に理解している方、また、体重が

男性45キログラム、女性40キログラム以上の方が

登録の条件となります。 

西予市民でドナー登録を希望される方は、まず

は八幡浜保健所に登録希望日時を電話予約し、予

約した日に八幡浜保健所へ出向いていただいた上

で、担当者より説明を受け、血液を採血した後に

ドナー登録手続を行うことができます。八幡浜保

健所でのドナー登録手続が行われるのは毎週月曜

日となっており、先ほど申しましたように事前の

電話予約が必要でございます。 

また、市内等で実施しております献血において

も、移動採血車での受付時にドナー希望を申し出

ていただければ登録手続を行うこともできます。 

このほかに、県内では、大街道献血ルームは毎

日、西条保健所が毎週月曜日、今治、宇和島の各

保健所は毎週火曜日に受付を行っており、大街道

献血ルーム及び各保健所でもドナー登録手続が行

えます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

骨髄が一致した場合、ドナーとなる人の入院や

通院、休業などに対する負担軽減はどのようなも

のがあるのかお尋ねします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 
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○藤井生活福祉部長 

入院や通院、休業に対する負担軽減についてお

答えをいたします。 

実際にドナーとなった場合の入院や通院、休業

に対する経済的補償についてのお尋ねと存じます

が、骨髄等移植は通常３日から４日程度の入院が

必要となります。この入院費は、骨髄等の提供を

受けた相手方の保険から支払われますので、ドナ

ーの負担は発生いたしません。この制度は善意に

基づく骨髄、末梢血幹細胞の提供でございますの

で、ドナーが骨髄等を提供するために入院や通院

の際に仕事を休まれても、日本骨髄バンクからの

休業補償はありませんが、特別休暇制度を導入し

ている官公庁や企業などもございます。自身が加

入されている民間の医療保険の中には、仕事を休

むことで収入が減るなどの負担をカバーする目的

で、給付金を受け取ることができるものもござい

ます。 

また、ドナーの休業による経済的負担の軽減を

図ることを目的に、助成制度を導入している自治

体もございますが、西予市においては、ドナーの

入院や通院、休業に対する助成制度は導入してお

りません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

市として助成制度がないということですが、県

下の状況とその内容はどうなっているのかお尋ね

いたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

県下の骨髄移植ドナー等助成制度の状況につい

てお答えをいたします。 

現在、愛媛県内で骨髄移植ドナー等の助成制度

を導入しているのは、20市町のうち８市でござい

ます。 

その制度内容はドナーの休業による経済的負担

の軽減を目的とするもので、助成金につきまして

は、１回の提供で10万円を助成する場合や上限

14万円として１日2万円を入院日数に乗じた費用

を助成する場合、ドナー個人だけでなく、ドナー

が就業している事業所にも休業補償を助成する場

合など、自治体によってさまざまでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

ドナー登録はもちろん善意のものではあります

が、負担軽減やドナー登録啓発のためにも西予市

も導入すべきではないかと思いますが理事者の考

えを伺います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

西予市におけます助成制度導入についてお答え

をいたします。 

ここ数年で、県下においても骨髄バンクドナー

に対する助成制度を導入する自治体が増え、愛媛

県でも平成30年度に骨髄移植におけるドナー等助

成事業補助金を制度化し、上限額が7万5000円で

はございますが、県内の市町が助成した額の２分

の１を補助しております。多くの患者が必要とす

る造血幹細胞の適合率を向上させるには、ドナー

登録者を増やすことが不可欠であり、また、ドナ

ー登録を希望される方が、いざドナーとなったと

きの社会的及び経済的負担を少なくし、ドナー登

録への後押しをすることも必要と思われます。 

このことから本市におきましても、県下の市町

の取り組みを参考にしながら、今年度中に骨髄移

植ドナー支援のための助成制度の制度設計を行

い、令和２年４月から実施できるよう検討を進め

ているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

来年度から実施していただくと力強い答弁をい

ただき大変うれしく思いますが、西予市として、

ドナー登録の推進や啓発等、発信方法をどのよう

に考えているのかお尋ねします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

今後の推進、発信方法についてお答えをいたし

ます。 

骨髄バンク事業において、ドナー募集のための
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普及啓発、広報や登録手続、検査用血液の採血な

どの取り組みは、愛媛県が主となり周知を進めて

おりますが、本市においても足並みをそろえ、引

き続きドナー登録者募集のために、市のホームペ

ージや市の広報、パンフレットを活用した普及啓

発を行い、ドナー登録の必要性や理解に努めてま

いります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

重ねてにはなりますが、ドナー登録は善意のも

のです。しかし、その善意で助かる命がありま

す。今後、新しくできる負担軽減や支援も前面に

アピールして、ドナー登録者が増えることを期待

しています。 

最後の質問に移ります。 

10月１日から消費税が10％に引き上げられま

す。あと１カ月を切りましたが、軽減税率制度な

ど混乱が起こらないか不安もあります。 

そこで消費税率10％の引き上げと軽減税率８％

に対する市内の商工業者への周知状況をお伺いし

ます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

令和元年10月１日からの消費税引き上げと同時

に軽減税率制度が実施されます。社会保障と税の

一体改革のもと、消費税率引き上げに伴い所得の

低い方に配慮する観点から、酒類・外食を除く飲

食料品と定期購読契約が締結されている週２回以

上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度

が実施をされます。 

西予市におきましても、所得の低い方や子育て

世帯の消費に与える影響を緩和し、地域における

消費喚起・下支えを目的としたプレミアム商品券

を発行することとしており、６月上旬に、消費税

率引き上げの周知及び商品券取扱店の募集を全商

工会員、これまでの商品券取扱事業所へ郵送し、

７月上旬に２回新聞折り込みも実施しておりま

す。 

軽減税率制度につきましては、市ホームページ

での周知、ポスターの掲示、チラシの配布、国に

よる講習会やセミナー開催の支援を行っておると

ころでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

軽減税率対策補助金制度でレジスター購入補助

金がありますが、活用状況や市内対象事業者の把

握はできておられるのか。それに加え、高齢事業

者等へは、問い合わせ窓口や手助けが必要となっ

てくるのではないかと考えますが理事者の考えを

伺います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

レジスター購入の補助金につきましては、８月

７日現在で30件となっておりますが、昨日の愛媛

新聞でもご承知のとおりレジの販売する会社がも

う間に合わないというようなことになっておりま

して、現実に10月１日にレジが導入できるかどう

かいうところは不透明なところがございます。 

それから、高齢者事業者への手助けが必要では

ないかということでございますが、国が８月27日

に補助金の支給要件を緩和すると発表したところ

であり、今後も引き続き西予市商工会などと協力

をして、講習会の開催や申請者への支援を行って

まいりたいと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 

商工会との連携もあり、講習会の開催や申請の

支援も行っていただくということで少し安心しま

したが、10月に入って以降もしばらく気軽に相談

できる窓口などの対策をしていただければと思い

ます。 

以上で質問を終わります。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時51分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時05分） 

次に、11番源正樹君。 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

おはようございます。議席番号11番源正樹で
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す。 

菊池議長より発言の許可を得ましたので、通告

書の内容について、会議規則及び申し合わせ事項

に従い一般質問をさせていただきます。 

本日も本当に多くの皆様に傍聴にお越しいただ

き心より感謝を申し上げたいと思います。 

今回は、防災・減災についてと人口減少対策に

ついてお尋ねをいたします。質問を通じて、我が

まち西予の市政発展と住民福祉の向上の一助とな

れば幸いに思います。 

最初に、防災・減災についてお尋ねをいたしま

す。 

気象庁は、平成25年８月30日より特別警報の運

用を開始しています。特別警報が対象とする現象

は、1万8000人以上の死者、行方不明者を出した

東日本大震災における大津波や我が国の観測史上

最高の潮位を記録し5,000人以上の死者、行方不

明者を出した伊勢湾台風の高潮、紀伊半島に甚大

な被害をもたらし100人近い死者、行方不明者を

出した平成23年の台風12号による大雨等が該当し

ます。 

特別警報が発表された場合、数十年に一度のこ

れまでに経験したことがないような重大な危険が

差し迫った異常な状況にあり、地元自治体の避難

情報に従うなど適切な行動が求められます。 

ことしも７月20日に長崎県の五島列島と対馬

に、８月28日には佐賀県、長崎県、福岡県を対象

として、いずれも大雨特別警報が発令されまし

た。特に佐賀県では、河川氾濫により大きな被害

が発生し、現在も懸命な復旧作業が続けられてい

ます。 

また、南海トラフ地震の発生も予想されていま

す。政府地震調査研究推進本部が公表している将

来の地震発生の可能性は、地震の規模がマグニチ

ュード８から９クラス、発生確率は、今後30年以

内に70から80％、地震自体の平均発生間隔は

88.2年とされています。昭和21年12月21日に発生

した昭和南海地震から既に72年超が経過してお

り、いつ地震が起きてもおかしくない状況であ

り、防災対策、減災対策が求められております。

それには、ハード面、ソフト面、それぞれの整備

が必要です。 

そこで、防災・減災に係る諸課題について、個

別・具体的にお尋ねをしたいと思います。 

まず、災害発生時の保健医療についてお尋ねを

いたします。 

平成31年３月に策定されました西予市災害時保

健医療救護活動要領により、災害発生時に必要に

応じて救護所が設置されることとなりました。 

この救護所について、設置基準や設置予定場所

など、内容と設置することの意義についてお尋ね

をいたします。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

改めましておはようございます。 

源議員のご質問についてお答えいたします。 

源議員におかれましては、厚生常任委員会委員

長、また西予市災害医療対策委員会委員として

も、市民の立場にたった貴重なご提言をいただい

ているところでございます。７月16日に開催しま

した西予市災害医療対策委員会におきましても、

市民は、救護所と避難所の区別がつきにくく、適

切な周知が必要な点や大規模災害時に傷病者が市

立病院に集中し機能が麻痺しないような対策が必

要とのご提言もいただいたところでございます。 

議員のご質問にあります救護所の設置につきま

しては、西予市地域に大規模な災害が発生した場

合に市民の生命、健康を守るため、西予市地域防

災計画に基づき、市災害対策本部が発災時の地域

の被災状況、傷病者の発生状況、医療従事者の状

況等を勘案し、医療救護所の設置を決定すること

としております。 

救護所は、大災害などで同時に多数の患者が出

たときに、傷病者の重症度により治療の優先度を

決定するトリアージや軽症患者に対する応急処置

を行うものとし、必要に応じ中等症・重症患者に

対する収容を行わない初期救護医療に相当する応

急処置等を行うこととしております。 

また大規模災害発生の直後の混乱時に、救護病

院へ傷病者が殺到することによる医療機能の混乱

を防止することも目的の一つです。 

設置箇所につきましては市内12カ所を予定して

おり、その内訳は、新明浜支所、俵津公民館、宇

和中学校、宇和高等学校、野村中学校、惣川公民

館、大野ヶ原小学校、しろかわ保育所、緑の交流

館、三瓶中学校、旧下泊小学校、旧周木小学校と

しており、同要領において、配置医療機関及び看
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護師配置職員についても定めております。 

ただし、発災状況によりまして必要箇所に救護

所を実際には設置するものとしております。大規

模災害発生時において速やかに救護所を設置し対

応できる体制を構築することは、市民の生命を守

ることにとどまらず、被災者に安心を与えること

になり大変意義深く、今後市が実施する防災訓練

等とともに連携しまして、救護所の設置訓練も実

施し、より実効性があるものにしていきたいと考

えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

それではちょっと何点か再質問をさせていただ

きたいと思います。 

専門用語というわけではないんですがこのたび

新たに設置されるということで、ちょっと細かな

語句についてお尋ねしたいんですけど、今の答弁

の中に、救護病院へ傷病者が殺到することによる

医療機能の混乱を防止することも目的の一つとあ

りましたが、この救護病院というのはどこの病院

が該当されるのか。それと配置医療機関という言

葉があったかと思いますが、この中に民間の医療

機関も含まれるのでしょうか。その点について再

質問いたします。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議員のほうから救護病院、また配置医療機関と

はとのお尋ねにお答えをいたします。 

まず、救護病院は、西予市立２病院、西予市民

病院と野村病院、三瓶地域にあります医療法人立

の三瓶病院の３病院でございます。 

次に、配置医療機関とは、大規模災害発生時に

市内に設置予定の最大12カ所の救護所に設置協力

をいただく西予市医師会に加入されている市内

17の民間医療機関で、災害の状況と必要に応じ

て、それに加えまして災害派遣医療チームＤＭＡ

Ｔや災害支援ナースの要請も行い、適切な体制を

とることとしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

今、救護病院ということで３つの病院の名前挙

げていただきましたが、救護所というのは、恐ら

くは大規模震災を想定されて、今回設置を決めら

れたというふうに感じております。やはり市民の

皆さん、地震の場合倒壊もあるでしょうし、多数

のけが人発生が予想されておりますので、こうい

ったことの周知は本当に大事だと思いますし、民

間の医療機関の協力なくしてこの救護所設置はで

きないだろうというふうに考えますので、その辺

りの協力体制が今後一層進んでいけばいいなとい

うふうに感じました。 

もう１点、救護所の設置訓練を実施するとあり

ました。設置できるかどうかとか、道路条件さま

ざまな課題があるかと思いますが、訓練実施する

ということで、その時期や内容について決まって

いることがありましたらお尋ねをしたいと思いま

す。お願いします。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議員から訓練についてのお尋ねについてお答え

をいたします。 

事前の訓練といたしまして、ちょうど週明けの

９月９日に日赤から講師に来ていただきまして、

救護所の設置運営、応急処置の対応等の訓練を職

員、看護師等を対象に実施することとしておりま

す。職員も迅速な対応ができるよう今後も訓練を

重ねながら、いつ来るかわからない災害に備えた

いと思っております。 

また今後は徐々に、訓練の対象を他の関係機関

や団体などにも広げまして、実効性が上がるよう

に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

ちょうど訓練が実施されるということですが、

恐らく８メートルのケースって、非常に実際どう

なんかっていうのはわからない部分が多いと思い

ますが、これもやっぱり市民の皆様の安心・安全

につながる大切な施策だと思いますので、今後と

も進めていただきたいというふうに感じておりま

す。 
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それでは次の質問に移りたいと思います。 

次に、乳児用の液体ミルクの備蓄についてお尋

ねをしたいと思います。 

国内メーカーが製造する乳児用液体ミルクの販

売が平成31年３月に始まりました。乳児用液体ミ

ルクとは、乳児に必要な栄養分を得られるように

製造された調整乳状液のことです。製造時に滅菌

処理されており常温で保存可能、海外では広く普

及しています。国内メーカーが液体ミルクの製造

に踏み切ったきっかけは、平成28年の熊本地震で

あると言われております。自然災害の現場では、

ストレスで母乳が出なくなったり、清潔な水やお

湯が手に入らず、ミルクをつくることはおろか哺

乳瓶の洗浄もままならない事例が数多くありま

す。また、家族が離れ離れになってしまう事例も

ございます。こうした赤ちゃんのミルク確保が難

しい状況に着目し開発をされたそうです。全国発

売が３月11日であるのも東日本大震災に由来され

るそうです。 

全国の自治体では、東京都文京区、群馬県渋川

市、大阪府箕面市が既に今年度当初予算で予算化

され、現在備蓄が進められております。鳥取県で

は、県内全自治体で備蓄するとの方針が先月８月

に定まり、順次備蓄品として導入を行われます。

この方針では、現在、乳幼児の非常食として、市

町村が備蓄している粉ミルクの２割相当を液体ミ

ルクで備蓄し、あわせて、使い捨てできるような

哺乳瓶等を備蓄し、来年令和２年６月ごろまでに

は全市町村で対応可能となるようです。 

子育てしやすいまちとして選んでいただくため

に、災害に備え、乳児用液体ミルクを備蓄するこ

とは非常に重要ではないかと認識をしております

が理事者の考えをお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ご質問にありました液体ミルクについてでござ

いますけれども、議員からありましたとおり、こ

とし３月に日本でも店頭販売が開始されまして、

紙パックやスチール缶を開けて哺乳瓶に移しかえ

るとすぐに授乳できるという手軽さから、子育て

世代の負担軽減につながるほか、災害時の緊急物

資として役立つと期待をされているところでござ

います。 

しかし、この液体ミルクにつきましては賞味期

限が１年間と非常に短く、行政備蓄としては適し

ていないとの考えで購入の検討には至ってないと

いう現状でございます。 

現在、液体ミルクの保管場所を保育所等にし、

賞味期限を迎える前にふだんの保育の中で使用す

るなどの備蓄方法を行っている自治体もあるとい

うふうに伺っておりますが、現在当市におきまし

ては、通常とアレルギー対応の粉ミルクを備蓄し

ておりますけれども、今後、液体ミルクの活用も

含めて、ミルクの備蓄について検討を行ってまい

りたいと考えております。 

この液体ミルクは大手コンビニ等でも販売が開

始されております。行政備蓄としてはまだまだ課

題がありますけれども、家庭内での備蓄としては

非常に効果的であると考えておりますので、今

後、啓発等も行ってまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

また検討いただけるとのことでしたんで、他の

自治体等の事例を参考にしながらまたよろしくお

願いいたします。 

それでは続きまして、警戒レベルについてお尋

ねをいたしたいと思います。 

避難勧告等に関するガイドラインが、昨年の西

日本豪雨災害を契機としまして、平成31年３月に

改定され、住民は自らの命は自らが守る意識を持

ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示さ

れました。この方針に従って、自治体や気象庁等

から発表される防災情報を用いて、住民がとるべ

き行動を直感的に理解しやすくなるよう５段階の

警戒レベルを明記して防災情報が提供されること

になっています。 

これに対応するために、令和元年５月29日から

気象庁が発表する各種警報がレベル化されており

ます。この導入以降、避難勧告が市内においても

数回にわたり発令されているかと思いますが、こ

の警報レベルが市の避難勧告や避難指示等にどの

ように反映されているのかお尋ねをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 
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○三好総務企画部長 

ただいまご質問の中にございましたとおり、本

年５月に国におけます「避難勧告等に関するガイ

ドライン」が改定をされ、大雨や土砂災害などに

より市が発令します避難情報が、これまでの避難

準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の

文言だけではなく、警戒レベルに応じて５段階に

分けることによって、住民によりわかりやすく伝

えることとなりました。 

警戒レベルは１から５までございますけれど

も、特に市民の皆様が気にとめていただきたいの

がレベル３とレベル４になります。警戒レベル３

が発令された場合は、高齢者など避難に時間がか

かる方が避難を始めることになります。そして、

その他の方も避難する準備に取りかかります。警

戒レベル４が発令された場合は、災害が発生する

危険性が高まった地区の全員が避難を開始いたし

ます。警戒レベル５では、既に災害が発生してい

る状況になりますので、被害が発生する恐れが極

めて高い状況である警戒レベル４の段階で、全て

の方が避難を完了することを目指すことになりま

す。 

当市といたしましては、国のガイドライン改訂

後、このガイドラインに基づきまして、避難勧告

等の判断・伝達マニュアルを改定し、運用を行っ

ているところでございます。 

改定後、レベル４の避難勧告、避難指示の発令

はございませんが、レベル３の避難準備・高齢者

等避難開始につきましては６回発令をいたしてお

ります。発令の際には、避難情報発令の放送文、

エリアメールの文面に警戒レベルの数字表記を用

いる等反映を行っているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

ただいまの答弁の中で、レベル４が発表された

場合、対象地区の全住民に避難指示が出ると、避

難しなさいと、直ちに避難せよということだった

かと思いますが、その点で避難所の受け入れがど

うなっているのかということについてお尋ねをし

たいと思います。 

冒頭に述べた大規模地震発生の際には、住居が

被災する可能性は非常に高く、数多くの方が避難

所に向かわれると想定されます。また、全員避難

しろと言っても、避難所は受け入れ可能な人数に

限りがございます。 

全住民が避難対象となった場合、どのような形

で対応されるのかお尋ねをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

避難所の受け入れについてのご質問でございま

すけれども、この避難所の受け入れ可能人数には

限りがあるがどのように対応するかというような

ご質問であったかと思いますけれども、まず、市

の指定します避難所選定の考え方につきまして

は、被災し、ご自宅での生活に支障が生じた方等

が一定期間生活いただくことを想定いたしまし

て、公民館、学校等の公共施設を対象といたして

おります。 

また、避難所開設につきましては、まず、避難

準備・高齢者等避難開始の発令で、職員が常駐す

る公民館等を、その後、避難勧告・避難指示の発

令に合わせて、小学校、中学校、高等学校等の収

容規模の多い施設を順次開設することといたして

おり、避難後、状況が落ちついた段階で、ご自宅

に被害が発生していない場合はご帰宅いただくこ

ととなります。 

仮に、ご自宅に被害があり帰宅できない場合

は、一定期間避難所での生活をしていただくとい

うことになります。 

ご質問にあります全住民の避難につきまして

は、先ほどの質問にありましたレベル４の全員避

難についての対応のことと思います。風水害時に

おけます全員避難に対する考え方につきまして

は、必ずしも居住者全員が避難するというもので

はなく、気象現象の状況に応じて土砂災害発生の

危険性のある地域にお住まいの方、また、河川氾

濫による危険性のある地域にお住まいの方で避難

の必要がある方が対象ということになります。避

難情報、特にレベル４以上を発令する際には、ど

この地区にどのような危険性があるかを加えて発

令するということといたしております。 

しかしながら、警戒レベルにつきましての運用

は始まったばかりでございまして、今後も継続し

た防災啓発が必要であると考えております。 

一方で、地震・津波等の大規模災害が発生し、
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市民の大多数が避難する必要が生じた場合、人口

が密集した地域におきましては、十分な避難所対

応ができない可能性がありますし、避難所自体が

被災する可能性も考えられます。その際は、市内

の他の地域の避難所や市外への広域避難等で対応

も検討するということになろうかと思います。そ

の際には、国・県との調整、協定締結自治体等の

調整による対応も必要になると考えております。 

市といたしましても、広域で災害特性の異なる

西予市の現状を踏まえ、それぞれの地域で地域の

災害特性に見合った地区防災計画策定の取り組み

を今年度から大学等の有識者の支援も受けながら

本格的に取り組むことといたしております。この

取り組みにおいて、それぞれの地域で避難のあり

方についても検討を行い、地域における自助・共

助と公助が連携した地域防災力の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

それではただいま施策区分の最後になります

が、最後に広報と周知についてお尋ねをいたしま

す。 

災害発生時には避難所や救護所の設置、救援物

資の配布など、市民の皆様が必要となる情報を円

滑に広報し周知する義務があります。特に、南海

トラフ巨大地震の発生時には、津波が発生する可

能性が極めて高く、緊急避難を呼びかける手段が

必須であります。こういった大規模災害発生時に

は、停電や道路寸断など想定されますが、どのよ

うにして広報、周知を行うかお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議員ご質問のとおり、西予市はその地域の特性

上、南海トラフ巨大地震等の大規模な災害が発生

した際は、道路・ライフラインが寸断される可能

性が高く、昨年の豪雨災害時でもこのような状態

が発生をいたしております。 

西予市におけます災害時の情報伝達手段といた

しましては、同報系防災行政無線の屋外拡声子

局、戸別受信機を主要な伝達手段といたしまして

構築をいたしており、情報伝達の多重化としてエ

リアメールの活用、孤立想定地区への衛星携帯電

話等の配備を行っております。 

防災行政無線につきましては、停電時でも使え

るように屋外拡声子局につきましては72時間対応

できる蓄電池を、戸別受信機につきましては乾電

池での対応ができるようになっております。 

しかし、復旧まで時間を要する場合もあるた

め、完全に対応できるとは限りません。このよう

な状況が発生した場合、行政から発信する情報が

途絶することも考えられます。行政機関や各種機

関において早期復旧に向けた取り組みを行うこと

は当然ですが、情報の途絶の際、情報が入らない

中での地域での対応、そのようなことも想定した

訓練など、平常時に情報入手・伝達手段につきま

しても自主防災組織等を中心に地域において話し

合っていただきたいと考えております。 

また、各ご家庭におきましても、ラジオ等の情

報入手手段の確保など、行政からの情報提供を待

つだけではなく、入手手段につきましても家庭内

備蓄の一環としてご検討いただければと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

それでは、次の施策区分であります人口減少対

策についてお尋ねをしたいと思います。 

まず、西予市人口ビジョンについてお尋ねをい

たします。 

人口減少という根本的課題に対応できる政策を

検討し実施するために、平成28年３月に西予市人

口ビジョンが策定されています。令和元年７月

31日の西予市の人口は3万7546人でありますが、

この人口ビジョンにおける2020年、来年の基準値

は3万7391人であり、非常に速いスピードで減少

が進んでいることが鑑みられます。 

まずはこのことについてどのように認識されて

いるのか、これをお尋ねしたいと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

人口推計と現状についてのご質問でございます

けれども、人口の首都圏への一極集中、地方の人

口減少問題につきましては、国も大きな課題と位
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置づけており、平成30年の国の人口推計では、西

予市の人口は2040年には最大40％の減少が予想さ

れ、社会情勢の変化に応じた施策の展開が求めら

れているところでございます。 

西予市では、今後目指すべき将来の方向を提示

する西予市人口ビジョン及び、これを実現するた

め、今後５カ年の目標や施策、基本的な方向を提

示する「西予市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を平成27年度に策定をいたしております。西

予市人口ビジョンは、2010年から2060年までの

50年間の人口推移を５年ごとに予測しており、直

近の予測値である2020年の基準予測人口は3万

7391人としております。この予測に対して令和元

年８月末の西予市の人口は、住民基本台帳に基づ

きますと3万7507人となり、若干ではあります

が、予想を上回るペースで人口減少が進んでいる

と捉えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

それでは人口減少に関して、移住定住対策につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

これに対応するため、全国各自治体が移住定住

政策に取り組まれています。地方圏から東京圏へ

の転出超過は、いまだ年間10万人以上の規模で続

き、東京一極集中が続いています。 

地域力の維持、強化を図るためには、地域づく

りの担い手の育成確保が大きな課題の一つです。

このためにも、都市部からの移住定住を促進する

必要があります。 

そこでまず、西予市において、移住定住の実績

はどのようになっているのかお尋ねをいたしま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

移住定住の実績についてのご質問でございます

けれども、国では、令和元年６月に閣議決定され

た「まち・ひと・しごと創生総合戦略2019」にお

きまして、引き続き地方への移住推進を掲げ、多

くの地方の自治体が移住定住促進に対し精力的に

施策を展開しているところでございます。 

当市におきましても、国・県等の動きに呼応し

ながら、移住定住対策として各種取り組みを実践

しているところでございます。 

その実績といたしまして、平成29年度は31世帯

40人、平成30年度は36世帯48人となってございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

昨年４月に移住定住サイトもできましてさまざ

ま形で取り組まれていると思います。 

現在、移住定住を促進するためにどのような取

り組みをされているのかお尋ねをします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現在の取り組みといたしましては、情報発信や

交流機会の充実、住まいや仕事の支援、暮らしの

相談など、移住希望者が移住定住までのプロセス

に応じたバランスのとれた支援を行っており、こ

れらの移住支援が直接移住に結びついたケースも

見られるようになってきたところでございます。 

具体的には、平成29年度に移住定住ポータルサ

イトを構築し、移住に関するさまざまなイベント

情報発信や制度紹介を行っているほか、西予市移

住者等仕事情報紹介制度により申請のあった市内

事業所の情報発信や市内空き家情報提供制度に登

録のあった空き家情報の情報発信など、移住者に

とって最も重要な決断の要素となる住まいと仕事

の情報発信を行っているところでございます。 

そのほかにも、明浜町狩江地区には狩浜移住交

流体験住宅の整備や市内事業所のご協力のもと、

移住交流インターンシップ事業を実施し、実際の

西予市暮らしを体験していただく取り組みも行っ

ております。 

補助金制度といたしましては、愛媛県との連携

事業として移住者住宅改修支援事業補助金制度を

設けまして、移住者の住まいの確保に向けた支援

を行っております。 

また、地域おこし協力隊制度を活用した西予市

版田舎で働き隊制度は、西予市独自の取り組みで

ございまして、地域づくり組織が具体的な移住者

像を考え、呼び込む手段として、他の自治体から

も注目を受けているところでございます。 
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これらの制度につきましては、移住定住ポータ

ルサイトによる情報発信のみでなく、県外で開催

されます移住フェアに参加をし、移住を希望され

る方へ対面での制度の紹介や西予市のＰＲを行っ

ているところでございます。 

特に今年度は、持続可能な移住交流促進の体制

を整備するため、かねてから懸案となっておりま

した市民や事業所などから構成する西予市移住交

流促進協議会を発足させるとともに、移住交流促

進の関連事業を担う中間支援組織を育成するた

め、現在、その準備会議を開催し設立に向けた検

討を市民の代表者を交えて進めているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

移住定住を促進するためにはやっぱり西予市の

魅力をいかに発信していくかということが重要と

考えます。 

それに関連することにはなりますが、次の関係

人口についての質問になるんですけれども、交流

人口の拡大という局面から関係人口の拡大へと国

の政策自体が変化をしてきております。関係人口

とは、移住した定住人口でもなく観光に来た交流

人口でもない地域と多様にかかわる人々を指す言

葉だとされております。 

西予市にとどまらず、全国の地方圏に属する自

治体は、人口減少、高齢化により地域づくりの担

い手不足という課題に直面しています。昨年の速

報値を見ると県内で人口が増えたのは東温市、松

前町でございました。地域によっては、若年層を

中心に変化を生み出す人材が地域に入り始めてお

り、関係人口と呼ばれる地域外の人材が地域づく

りの担い手となることが期待をされています。 

今後、関係人口の拡大にどのように取り組まれ

るのかお尋ねをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

関係人口について、当市の取り組みについての

ご質問でございますけれども、関係人口とは地域

課題の解決や将来的な地方移住に向けた裾野を拡

大するために、定住に至らないものの特定の地域

に継続的に多様な形でかかわる人口のことを指し

ます。ここ近年、総務省におきましても、これか

らの移住・交流施策のあり方として、この関係人

口の拡大・創出のモデル事業が展開をされており

まして、内閣府におきましても、まち・ひと・し

ごと創生総合基本方針の一つとして、関係人口の

取り組みが掲げられていることから、西予市にお

きましても関係人口が人口減少対策及び地域づく

りに貢献する存在になるものと期待をし取り組ん

でまいりたいと考えております。 

具体的には、その地域に興味やかかわりを持っ

た人々が人手不足に悩む地域のお祭りや行事に参

加し、その地域になじみ、最終的に移住につなが

ることを期待いたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

私も具体的なアイデアがあるわけではないんで

すが、関係人口と考えときに一番思いつくのはや

っぱり地元の出身者であるのかなというふうに感

じます。例えば高校の同窓会が関東であったり大

阪であったりとか、５町のそれぞれの集まりがあ

るように聞いておりますが、ぜひ１回そういった

方が、全員というのはなかなか難しいかもしれま

せんが、代表者なりとか、そういった方々が一度

集まれるような機会とかあると、今後関係人口の

拡大には非常につながっていくんではないかなと

いうふうに考えておりますし、社会動態を見ると

やっぱり市内から出て行くのは松山市がいまだに

一番多いという現実もあると思います。松山にも

西予市ご出身の方本当にたくさんいらっしゃると

思いますので、そのあたりの関係人口、遠いとこ

ろじゃなくて本当に出身者が何かこう集えるよう

な仕組みができないかなというふうに今、答弁を

お聞きして思いました。余談にはなりましたがす

いません。 

次に、同じ関係人口についてでシティプロモー

ションということについてお尋ねをしたいと思い

ます。 

地方活性化を進めるために、各自治体はさまざ

まな戦略を実施、検討しています。地元の特産品

をアピールしたり、うちでしたらせい坊、地元の

マスコットとしてゆるキャラをつくったりして、
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地元地域を宣伝していくことはよく知られており

ます。 

シティプロモーションとは、このような自治体

ごとの営業活動を総称して呼ぶ言葉です。近年、

地域の魅力を探し出しイメージとして確立させる

ことが地方活性化の秘訣になっていると言われて

おります。地域の魅力を多くの方に知ってもらう

ためには、自治体が営業することが必要ではない

でしょうか。 

今までやっぱり営業という考え方は従来の自治

体にはなじみがないかと思いますが、今では、県

内でもシティプロモーション課という部署を設け

ている自治体もございます。地域を効果的に活性

化させるためには、地元の魅力を売り込む営業活

動であるシティプロモーションが重要なかぎを握

ると考えます。 

愛媛県内では西条市が平成30年３月に西条市シ

ティプロモーション戦略を策定されております。

知名度、都市イメージの向上を通じた移住、定

住、交流、関係人口の獲得を目指し、選ばれるま

ち西条の実現に向け、基本となるコンセプトやタ

ーゲットの指針を定められております。シティプ

ロモーションの展開に統一性や一貫性を持たせ、

ターゲットに対する発信力、求心力を強化するた

め、西条市らしさ、西条市の魅力を実現するキャ

ッチフレーズ、ロゴマークを多くの市民の皆様の

参加と協力で策定されたと伺っております。 

西予市の魅力を広く発信するためには、市全体

を網羅し、包括的に広報するシティプロモーショ

ンの考えと取り組みが必要と考えます。これにつ

いて理事者の考えをお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

シティプロモーションについてのお尋ねでござ

いますが、当市におきましては、ジオパークを担

い棒といたしまして対外的なＰＲ等を行っている

ところではございますけれども、市の魅力をブラ

ンド化し包括的にシティプロモーションとして展

開するにはまだいたっておりません。 

そこで、シティプロモーションの目的の一つと

して、地域住民に地元愛を持ってもらうというこ

とが挙げられますが、市民の皆様が自分たちの地

域のみならず、市内全域のことを知る機会を増や

し、市内での交流人口を増加させることで、地元

愛の醸成を行い、それによって、ＳＮＳなどの媒

体を通じ、市民自らが西予市を自慢し、その魅力

を発信していけるような状況をつくり上げていく

必要があろうかと思っております。 

行政が幅広くＰＲを行うことにつきましては、

予算や公平性の観点から限界がございますが、飲

食店や特産品の情報など、市民の皆様方がＰＲし

ていただくことには限界はございません。 

また、市の広報紙では、特集により市内で活動

されているさまざまな団体や地域の特色ある特産

品、イベントなどを紹介し、市民の皆様に地元の

ことをもっと知っていただくための情報発信を行

っております。 

今後は、対外的なＰＲはもちろんのこと、市内

の交流人口を増加させ、市民の皆様とともにシテ

ィプロモーションを展開してまいりたいと思いま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

それでは最後になりますが、この持続可能なま

ちづくりについて最後お尋ねをしたいと思いま

す。 

今人口減少についてお尋ねをしてまいりました

が、日本全体の総人口も８年連続で減少しており

ます。西予市の人口も合併以来一貫して減少をし

ております。 

こういったさまざまな施策で減少速度を緩やか

にすることは可能でも、減少すること自体は避け

て通れないと考えます。 

今後は、人口減少を緩やかにしていくことに最

大限取り組むと同時に、減少することを見越し、

それを前提としたまちづくりが必要であると考え

ますが理事者の考えをお尋ねいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま源市議から、人口減少を前提としたま

ちづくりについてどのように考えるかというご質

問がありました。 

議員が言われるように、我が国の人口、令和元

年７月１日現在で1億2622万人という数字でござ
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いまして、平成21年が人口のピークでありまし

て、その時と比べて200万人程度人口が減ってお

ります。本市におきましても、平成16年の合併以

来約1万人の減少という数字はもう皆さんご承知

のとおりであります。人口減少を続けているとい

う現状がございます。少子化等を起因とした人口

現象はなかなか下げられないという現状がござい

ます。 

国、そして地方が協力いたしまして、平成27年

から本年の令和元年度を推進期間とする「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定いたしまし

て、この大きな社会問題に対して、克服に向けた

政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策を示

し、推進を今、現在進めているところでございま

す。 

本市のことを考えてみますと、やはりこの人口

減少及び人口構造の変化によりまして、まず集落

の存続、消滅も含めたそういう問題、そして社会

保障費の増加、それに反比例しまして税収の減少

による財政収支の悪化等、さまざまな分野での影

響を受けるということは必至であります。 

これらの状況に対応するため、現在、市政懇談

会で説明させていただいております小規模多機能

自治の推進、三セクの改革、また、外国人の雇用

促進、そして愛媛大学地域協働センターの誘致な

ど、既存の価値観や前例にとらわれず、チャレン

ジ精神を持って各種分野において独創的で質の高

い政策を推進し、人口減少に対応することができ

るまちづくりを私は進めてまいりたいと考えてい

る次第でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○11番源正樹君 

るるにわたり質問させていただきましたが、最

後によく2040年日本全体が大変になるというの

が、いわゆる消滅可能性都市の話であったと思う

んですけど、鑑みてみると、そのときに、2040年

日本全体で想定される高齢化率がたった35.3％、

当市の場合は、ことしの８月31日時点、先ほど見

ましたら既にもう42.5％あります。これ逆に考え

ると、我がまちっていうのは日本全体の非常に先

進的に進んでいる部分があると思いますし、我が

市が今市長がおっしゃられたように、チャレンジ

精神をもって新たな独創的な取り組みを進めてい

くことが、もしかしたら本当の先進事例につなが

るんじゃないかという感じで最後の市長の答弁を

聞かせていただきました。 

行政だけでなく市民の皆様とともに力強いまち

づくりが進むことを私自身も尽力することをお誓

い申し上げまして、今回の一般質問を終わらせて

いただきます。 

○議長 

以上で一般質問を終結といたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時56分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時10分） 

次に、議案順に質疑を行いますが、質疑の内容

は大綱のみに願います。 

 （日程２） 

○議長 

日程第２、議案第132号「西予市地域共生型交

流拠点施設の設置及び管理に関する条例制定につ

いて」から、議案第134号「西予市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例制定につい

て」までの３件を一括議題といたします。 

これより本案３件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

15番二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

議案第133号の明浜観光施設の件についてお伺

いをいたします。 

行政報告会の説明会の中で、今回新しくできる

施設の入浴施設が今までと同じように塩風呂であ

るというふうなことをお聞きいたしました。過去

の塩風呂運営の中で、海水による故障、そのため

の修理の維持管理費が増大することによる経営圧

迫という現状がございました。今回、今市も取り

組んでおりますけれども、三セクの改革という

点、また、新たな指定管理者が経営の足かせにな

らないような対策ができているのかどうか、１点

お伺いをいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

お尋ねの指定管理者に対する配慮でございます

が、協議会の中でも申し上げましたように、今ま
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でどおり塩風呂とすることが決まっておるわけで

ございますが、今回の補正で上げさせていただい

ておりますように、今までの上の今ある塩風呂に

向いての配管を利用して、今回の建設をする手だ

てもあったわけですけど、今回は、やっぱり新し

い施設を修理が必要でない、せめて10年ぐらいは

修理が必要でないですよというような配管にした

いという考えで、補正予算を2000万近く組まして

いただいておりますし、今回の塩風呂にするのか

それとも真水にするのかという部分につきまして

は、相当専門の設計屋さんや今まで修理に当たっ

てくれた業者にも確認をしながらやってきまし

た。今まで多かったのが塩を使うので、海水なの

で故障が多いということもありましたが、明浜独

特の石灰岩の地下水を使っていたという部分も修

理に物すごくお金がかかっていたというのも分析

した結果出ましたので、今回は、真水は上水道、

それと海水はなるたけ近くで配管できるように新

しい配管をさせていただきまして、施設を開館で

きるように今準備をしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

14番中村敬治君。 

○14番中村敬治 

議案の132号と133号それぞれ関連がありますの

で順番にお尋ねいたします。 

132号は、三瓶の授産場跡地にできるというこ

とで全くの新規施設ということであるようです

が、133号は現存の施設を大規模改築するという

ような内容ですので若干似てはおりますけれども

違うんじゃないかと思いますので、まず132号か

らお尋ねしますが、この条例による施設は三瓶町

の津布理ということが条例の中にありますが、４

条の中で、これは指定管理者による管理をやって

いくというようなことが規定されておりまして、

継続費が総事業費2億3000万弱ということをこと

し３月の補正予算で説明を伺っております。その

中で、地方創生拠点施設整備事業補助金というこ

とで、国から補助金が２分の１いただけるという

ようなことで、今回せいよチャレンジ・スペース

事業として補正予算の中にも計上されておりま

す。 

こういうようなことで、施設の管理を委託する

ということで、今の西予市の指定管理施設の委託

料を見てますと、年間、ことしで1億8000万に上

る当初予算の委託料を計上されておりまして、施

設としては37施設あって、そのうち支援をしてお

るのが25施設と、ことしは被災をして乙亥会館が

休んでおりますから１つ減になっておりますけど

も、支援してないところが12施設ということで、

市からの支援が莫大な金額と、そして数に上って

おるわけです。 

ですから、こういうことを考えますと新たにこ

ういう指定管理施設を設けるというようなことに

これつながっていくわけですけれども、市としま

してはこういうことではいけないということで西

予市の公共施設等総合管理計画というようなもの

も作られまして、市の保有施設を総量縮減という

ことに取り組まれておるわけです。 

また議会としてもことしの６月18日から、私は

メンバーに入ってないんですけれども、西予市指

定管理施設調査検討特別委員会という委員会が議

員９名でスタートしております。 

そういうような中で、今後市の財政負担となら

ないような形で管理運営していただきたいわけで

す。独立採算がとれるような体制をどう構築され

ていくのか、その見通しについてお伺いしたいと

思います。 

以上です。また133号についてはその答弁を伺

ってから質問させていただきたいと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井福祉事務所長 

福祉事務所長として中村議員のご質問にお答え

をさせていただいたらと思います。 

今回整備する施設につきましては、就労及び健

康づくりと交流の場を提供して、地域の相互扶助

によりまして、誰もが活躍できる地域共生社会の

拠点施設を目指しております。施設の運営に関し

ましては、議員ご指摘のとおり、市直営ではなく

て指定管理者による運営としておりまして、３月

の行政報告会で市長からも申しましたように、指

定管理料のないように運営をしてまいりたいと考

えております。 

この条例が本会議においてご承認いただいた後

に、指定管理者の公募を行いまして、審査会を経

て、指定管理者として決定した事業者と詳細な運



 

- 83 - 

 

営について協議を行ってまいりますので、現時点

での市の考えを質問のお答えとさせていただいた

らと思います。 

現在、市では、議員のおっしゃるとおり、第三

セクターや指定管理者における改革に取り組んで

おります。今後、指定管理施設となるこの施設の

運営につきましても、施設利用者や安定した収益

を持続的に確保することが重要になってまいりま

す。 

今回、計画の一部を変更いたしまして、作業ス

ペースにおいてパンを製造するためのスペースを

設け、パン製造に必要な備品購入に係る補正予算

を計上いたしました。 

これは三瓶町に唯一営業されていました製パン

業者が事業主の高齢化によりまして、本年４月に

廃業されたことによりまして、市内の保育所等へ

のパンの支給ができない状態、状況と今なってお

ります。この施設でパンの製造を行うことで、確

実な販路を確保することができ、安定的な収入と

パン製造の技術を取得した障がい者の方々の雇用

を見込むこともできると考えております。 

また、地元ならではの物産を加工して販売する

ことも現在考えております。さらに、運動器具や

ボルダリングを設置しまして、多くの方に楽しん

でいただくことで、交流人口を図りその使用料金

も収入の一つとして期待しているところでござい

ます。 

指定管理者が決定した後には、指定管理者の裁

量においてさまざまな取り組みがなされてまいり

ますが、指定管理料の必要のない安定した経営を

行うには、市と指定管理者が知恵を絞り出すこと

はもちろんではございますが、まずは、地域の

方々が、この施設を西予市、特に三瓶町の地域共

生社会の拠点施設として、さまざまな活動に利用

していただき、皆さんで盛り上げていただくこと

が最も重要ではないかと考えております。 

中村議員を初め、市議会議員の皆様におかれま

してもこのせいよチャレンジ・スペースが市民に

とって、地域共生型交流拠点施設となりますよう

今後ともご支援、ご協力をお願い申し上げまし

て、ご回答とさせていただいたらと思います。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治 

それでは132号につきましては、藤井部長から

しっかりとした答弁をいただきましたので、しっ

かりこれから継続して新しい事業でございますの

で、独立採算が可能となるようにしっかり頑張っ

ていただけたらと期待しております。 

それでは議案の133号についてでございます

が、これも内容を見ますと、第４条に指定管理を

しますよということでございますが、これは明浜

町大早津での既存施設の大幅改修ということで、

名称がジオリゾート整備事業ということで今回の

補正予算の中にも名称が上がってきております。

それで、顧みますとことし３月に総事業費4億円

ぐらいで、国の２分の１の補助でやりたいという

ことで急遽スタートしたように記憶しておりま

す。私もジオパークを活用して、交流人口の拡大

などを図って、地元の雇用の拡大や特産品の販売

など、これは地域活性化に直結するような事業で

ございますので、大変大切な事業ではないかと思

っているところでございますが、やはりこういう

明浜の大早津の風光明媚なところで、のんびりと

リラックスしながら、この場所がリゾートに大変

ふさわしいところではないかとも思っているとこ

ろです。 

しかし、この条例の４条にありますように指定

管理者は引き続いて、あけはまシーサイドサンパ

ーク株式会社が管理運営していくということにな

りますと、今までの明浜オートキャンプ場、そし

て明浜塩風呂、明浜民宿故郷、明浜ふるさと創生

館とこの４つの施設を委託されておるんですが、

この直近の５年間でも毎年1830万の管理委託料を

払われております。こういうような状態が相当前

から100％出資の市の出資法人でございまして、

3000万円市は出資してあけはまシーサイドサンパ

ークというのを平成13年に設立して委託しとるわ

けですが、この会社が引き続いてやると、まだ、

なかなかこういう実態で独立採算がとれないとい

う中で、その原因はさまざまなものがあるんじゃ

ないかと私も推察するわけですけれども、城川町

では三滝ロッジなんかは、これ立派な施設ですけ

れども、かれこれ前から誰も引き受け手がない

と、もったいない話でございます。そして宝泉坊

ロッジでもなかなかうまくいかないので毎年

158万1000円管理委託料を市から出しておりま

す。 
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また明浜の民宿故郷、今回取り壊しをされます

けれども、ここの宿泊施設、食事をするところで

もありますが、毎年340万ほど出しております。

ですからこういうような実態を踏まえたときに、

これらの教訓が今後どう生かされて、今後それら

を生かしてどう取り組まれるのか、つくったもの

が、また休止とかいうようなことになって、市民

にはそれでは説明がつかないんじゃないかと思っ

ております。 

独立採算に向けての今後の取り組み方針、新た

なリニューアルに基づく立派な施設ですので、し

っかり頑張っていただきたいと思っておりますが

その方針をお伺いいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

中村議員のお尋ねにお答えをしたいと思いま

す。 

まず、今回の施設を新築するという前に、昨年

度から、このあけはまシーサイドについては、観

光施設の中でも一番問題児というか、一番お金が

かかっていたという部分で、明浜支所と、そして

経済振興課と、本庁と支所が手を組みまして一生

懸命復活するような形で、儲けれる、儲けれると

いうか市に迷惑のかからない施設になるように一

生懸命取り組んで来ておったところでございま

す。 

その中で、やはり今までの経営の仕方ではなか

なかうまくいかんのじゃないかというようなとこ

ろで、今１次産業で大変活躍をしておられます無

茶々園の大津社長に社長就任を要請いたしまし

て、なかなか難産ではございましたが引き受けて

いただきまして、まさしく改革を進めていたとき

に、この地方創生の補助金によって4億円ぐらい

を上限に2億円ぐらいの補助金があるよという話

がありまして、この施設に着手したところです。 

ちょうど国も繰越事業によりまして物すごく早

く申請を出しなさいというようなことで一生懸命

まちづくり推進課の子が、確か正月も返上で申請

書をつくってくれたと思うんですけど。そういう

ふうなことで進んできた施設でございます。 

その中で、経営のプロとしての大津社長の手腕

を期待していたところでございますが、中身を見

ていただきますと、やっぱり経営陣を一新しなく

てはいけない。それと職員の教育を徹底しなくて

はいけない、それからコスト削減を徹底するとい

うようなことでずっと今現在もしていただいてい

るところでございます。 

そして、今回の施設は、塩風呂と故郷民宿あた

りが離れておりましたが今回は一体化すること

で、従業員の持ち回るスペースも狭くなりますん

で、そういう意味では１人でも２人でも従業員が

要らなくなるというようなコンパクトな施設で最

大限の削減をして、この施設を運営するというよ

うなことで今頑張っていただいておりますし、ま

た、そこの部分で例えば2、300万、400万ほどの

赤字が出た場合にでも、大津社長はオレンジジュ

ースを販売するプロでございます。今も残ってお

った在庫を既に処分をしていただいております

し、黒字に転じてくると思いますので、その辺で

カバーもしていただきながら、今回の施設はうま

くいく、運営をしていただくもんだと信じており

ます。 

ある意味大切な、今までも大切な施設ではござ

いましたが、経営的には、本当に失敗した施設で

あるのはもう間違いないと思いますが、今回は夢

と希望を持った施設として生まれ変わるように施

設の従業員もみんな頑張っていただくと思います

し、皆さんも期待をしていただいて、大いに利用

していただくというようなことで応援をしていた

だいたらと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治 

ありがとうございました。 

今やはりあそこは三滝ロッジとおんなじよう

に、非常に交通の不便なところに立地しておりま

して、台風とかいろんな気象条件にも左右される

ところでございますが、先ほど説明ありましたよ

うに、従業員の意欲向上と、そして地域の方々の

しっかりとしたご支援を期待しながら、軌道に乗

れることを期待しておりますので頑張っていただ

けたらと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長 

ほかにございませんか。 

17番小野正昭君。 
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○17番小野正昭君 

議案第134号についてお伺いをします。長くな

ったらごめんなさい。 

この件については先の一般質問並びにこの後

我々の勉強会でありますけれども、対象者の身分

に関することやら市民の方々は大変なんのことか

よくわかりませんので、３点ほど質問をさしてい

ただきます。 

これは平成29年５月17日に29年度の法律29号で

公布をされたと認識をしておりますけど、まず１

点目に、令和２年４月１日より施行されますけれ

ども、今後の方法、対象者のどういうふうなこと

で周知をされるのか、またそのスケジュールにつ

いて、さらに、４月１日よりの対象人員は何名ぐ

らいになるのかまずお聞きをしたいと思います。 

○議長 

山住総務課長。 

○山住総務課長 

小野議員からのご質問につきまして私から答弁

させていただきます。 

まず、今後の予定でございますけれども、現在

各課からの来年度に向けての任用の要求を取りま

とめさせていただいておるところでございます。

今月末には各課とのヒアリングをしまして、来年

度必要となる人員数については、確認調整を行う

予定といたしております。 

なお、この募集の手続等につきましては、11月

以降から対象となる職員の方への周知等を行いま

して、年末、年明けにかけまして試験、また、採

用の決定等を行う予定といたしております。 

以上でございます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

この件は行政の効率化もさることながら、臨時

職・嘱託職員に対しては身分のことですので、遺

漏のないような対応をしていただきたいなと思い

ます。 

それで２点目ですけれども令和２年６月の期末

手当は適用されるのかどうか。もしその対象人員

で適用される場合はその条件その人員はどの程度

になるのかお伺いをします。 

○議長 

山住総務課長。 

○山住総務課長 

来年、令和２年６月１日に会計年度任用職員と

して任用されていた職員につきましては、そのと

きの勤務条件によりまして期末手当を支給するこ

とといたしております。 

ただし、人数等につきましては先ほど申し上げ

ましたとおり、来年度の採用計画については今後

詰めていくところという予定としておりますの

で、具体的な数字については今のところ把握でき

ておりません。そのあたりにつきましては、機会

がありましたらまたお知らせをさせていただきた

いと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

最後の質問になります。 

今の山住課長の答弁では人員等がはっきりして

ないので、詳しい数字はわからないという答弁で

したけれども。ざっくり、この条例が改正される

ことによって、2款1項の4節と7節はこれ賃金と福

利厚生だと思うんですが、それとあわせて、退職

金の支給を合わせた総額はどのぐらいになるのか

お伺いをします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

ただいま総務課長が申しましたとおり、これか

らヒアリングをして、実際の人数を確定していき

ますが、今の状態で移行した場合については、そ

の人件費相当分は約2億というふうに見込んでお

ります。 

以上でございます。 

○議長 

ほかにございませんか。 

21番酒井宇之吉君。 

○21番酒井宇之吉君 

傍聴に来ていただいた方から元気を出してやり

なさいよというて言われましたんで、元気を出し

て質問をさせていただきます。 

今回134号でございますが、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行による会

計年度任用職員制度の導入ということでございま
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すが、この背景につきまして、時代背景、働き方

改革だとか、最低賃金だとか、いろんな問題があ

ろうと思いますが、その背景について認識してお

るところを説明願いたいと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまの酒井議員のご質問にお答えしたいと

思います。 

この件に関しましては加藤議員の一般質問にも

一部触れさしていただいておりますけれども、現

状の臨時・非常勤職員の任用につきましては任用

根拠が曖昧であったりとか、自治体によりまして

は制度の趣旨に合わないような任用が行われてい

たりとか、また労働者性が高いものに対する処遇

上の問題、例えば、給料でありますとか、給料の

支払科目でありますとか、期末手当の不支給な

ど、こういったことが全国的に指摘をされており

ました。 

今回の法改正でございますけれども、この制度

の趣旨といたしましては、ご案内のとおり、地方

公共団体におけます行政需要、本当に私も経験し

ておりますけれども合併後、かなりの事務事業が

増えている状況がございます。そういった需要の

多様化等に対応しまして、公務の能率的かつ適正

な運営を推進するためには、現在の臨時・非常勤

職員についての処遇の改善、また職に応じた適正

な任用の確保が必要になってこようかと思いま

す。 

そういったことも背景にございますし、会計年

度任用職員制度の明確化を図るということが背景

にあると理解をしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○21番酒井宇之吉君 

この背景につきまして、国の背景といいますか

そういうものにつきましてちょっと私なりで。こ

れは働き方改革が国で非常になされておりまし

て、それによって最低賃金も変わっております

し、最低賃金多分今度は愛媛県は790円になると

思います。そうして東京都とははや200円以上違

うようになってまいります。そういうことを是正

したり、いろんなことを是正するためにこのよう

な制度を設けたというように解釈しております

が、先ほどから質問がありましたように、人権の

人の問題でございますので、なかなか難しいとこ

ろがあったというふうに解釈いたしております。 

しかし、私が思いますのは、この平成の大合併

から実際は、地方分権の門戸で事業量がどんどん

どんどん増えている。そして、合併後、人口減

少、少子高齢化の中で、住民サービスは今までど

おりしなければいけない。そして地方自治体とし

ては、事業量の増大、そして県・国のそういう分

権の仕事が多くなっている。そして市民のほう

は、職員を減らせ、そういう言い方をします。実

際減ってないと思います、実質。正規職員は減ら

したようになっているけれども、今度制度に入る

臨時職員、嘱託職員は増えていると、このような

形の現状になっている。 

考えてみますと、合併のときに議員は78名いた

んですよ。それが議員は、現在21名、次期からは

18名、議会改革はしっかりとやっとるんです。そ

の中で、このような制度が設けられるということ

は、今度は権利はできますけれども、責任と義務

が生まれてきます。 

この中でお尋ねいたしますけれども、職員数の

推移については、昨日の加藤議員の一般質問の中

でもありましたけれども、20時間を超えたとか、

そして雇用保険がかけられたとかということを、

まことに申しわけないんですけれども、合併前と

少し比べて、ひとつ説明願います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

非正規職員の人数でございますけれども、週

20時間以上の勤務の雇用保険に加入している職員

の数でございますけれども、平成17年に410名、

それが平成31年におきましては526名ということ

で116名増加しております。 

以上でございます。 

○議長 

酒井宇之吉君。 

○21番酒井宇之吉君 

人口減少の中で、合併後、事業量の多くなって

いるのは、災害だとか、いろんなことでわかりま

す。 

そして、今回の制度に適用される人数が116名
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も増えております。これらについて、今回の制度

を利用して、議会もそうでしたから、数よりも質

に転換していく方法をいかに考えておるか、そし

て議会は身を切る思いで、やっぱり78名、次は

34名、次は24名減らしてきて、来期から18名まで

減らします。そして住民の意向、そういう意見を

行政につなぐ役がしっかりと少人数の中でやって

いるわけです。そのあたりも含めまして、数より

も質の向上を、この制度が来年度から始まるのに

対して、どのような考え方をしているのか、市長

というわけにもいきませんので副市長どうです

か。最後になりますので。 

○議長 

宗副市長。 

○宗副市長 

ただいまご指名をいただきましたのでお答えさ

せていただいたらと思いますが、議員おっしゃる

ように、この制度の改正によって、行政内部にお

いても改革をしていかないといけないということ

は十分に承知をしておるとこでございます。 

これまでにも、行政改革、行政評価等のシステ

ムを取り入れまして、行政改革を行ってまいりま

したけれども、実際のところは十分な改革に至っ

てないというところもございます。 

それは合併当時ございました事業がそのままの

事業として継続をされてきたというふうなことも

ございますし、また施設等につきましても、合併

当時の施設が、その後、そのままの状態で維持管

理がされておるというふうな面もございます。 

これからにつきましては、さらに、そういった

ところの行政改革を進めていかないといけないと

いうふうに思っておりますし、議員ご指摘のとお

り、職員の資質、能力、それを高めていかないと

いけないということもございます。それは、いろ

んな研修、外部研修も含め、また、内部でそれぞ

れの職階に応じた研修等も含めまして、職員の資

質、能力を高めることによって、行政効率を高め

ていきたいというふうに思っておりますし、何よ

りもコンパクトな市役所の体制をとっていきたい

というふうに考えておりますので、今後とも、ま

たご指摘、ご指導願ったらたというふうに思いま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第134号は

総務常任委員会へ、議案第132号は厚生常任委員

会へ、議案第133号は産業建設常任委員会へ付託

いたします。 

 （日程３） 

○議長 

次に日程第３、議案第135号「地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例制定について」か

ら、議案第140号「西予市水道事業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

制定について」までの６件を一括議題といたしま

す。 

これより本案６件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第135号及

び議案第136号の２件は総務常任委員会へ、議案

第137号から議案第139号までの３件は厚生常任委

員会へ、議案第140号は産業建設常任委員会へ付

託いたします。 

 （日程４） 

○議長 

次に日程第４、議案第141号「市道路線の廃止

について」及び議案第142号「市道路線の認定に

ついて」までの２件を一括議題といたします。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第141号及

び議案第142号の２件は産業建設常任委員会へ付

託いたします。 

 （日程５） 

○議長 
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次に日程第５、議案第143号「令和元年度西予

市一般会計補正予算（第２号）」を議題といたし

ます。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

15番二宮一朗。 

○15番二宮一朗君 

２点ほどお伺いをいたします。 

予算書20ページ、7款4項の商工費、4目の観光

費のわらアートの市観光ＰＲ事業15万6000円でご

ざいますけれども、これで行かれる方の人数、ま

たはどういう方が行かれるのかというのをお聞き

したいのが１点でございます。 

２点目は予算書23ページ、8款土木費、6項住宅

費、1目住宅管理費の中の災害公営住宅整備事業

2億7989万の説明では一ノ瀬団地というふうにた

しか書いてあったと思うんですけれども、一ノ瀬

団地であればですけれども、水没後使用停止にな

っていて、その周辺を買われて整備をするという

ふうな説明かなと思うんですけれども、使用停止

になってからかなり長い間放置をされておりま

す。１回担当課にも連絡したことがあるんですけ

れども、草ぼうぼうになっとったり、そこによそ

からごみを持ってきて置かれたりという状況があ

ったんですけれども、古い建物の管理の状況と取

り壊し予定がもしわかれば教えていただきたいと

思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

わらアートの件につきましてお答えをさせてい

ただきます。 

実施協力団体の中から３名の予算を確保してお

りますが、２泊３日のパックで取らせていただき

まして5万円の３名、それから日当の2,000円。こ

れは行われるのは岐阜県でございます。 

以上でございます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

私から住宅管理費の予算のことについて回答さ

せていただきます。 

二宮議員が言われました災害公営住宅整備事業

の補正予算については野村の災害公営住宅にかか

る予算でありまして、一ノ瀬団地につきまして

は、その上の地域住宅交付金事業269万6000円の

補正予算であります。 

一ノ瀬団地につきましては災害で水没して10戸

ありました住宅は今も使えない状態で出ていただ

いておりまして、今回予算を上げておりますのは

宅地を増設する設計委託料とそれの鑑定の委託料

を上げております。来年度以降から解体、造成を

して新しく住宅を建てるというようなことにして

おります。解体はことし予算を計上しておりま

す。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

すいません金額間違っておりまして失礼しまし

た。 

その管理状況なんですけれども、一度担当課に

10月以降に取り壊しというのはお聞きしたんです

けれども、管理状況が大変なので１回見に行って

いただいて、早目に取り壊しができないかという

お願いは１回したんですけれども、その時期がも

しわかりましたらお願いしたいと思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

この団地につきまして６月補正予算でアスベス

トがあるということでそれの対策の予算を計上さ

せていただいております。その対策が完了した後

に解体しますのでちょっとはっきりした時期は今

申し上げれませんけど、早急に解体に向けて取り

組んでいきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長 

14番中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

14番中村ですが、23ページの今、二宮議員が質

問されたページですが、１番上の住宅管理費とい

うところで右側の事業概要では上から２番目の災

害公営住宅整備事業2億7989万8000円と金額が大

変大きいので、１点だけ質問させていただきま

す。 

これは９月２日に財政課長からの説明では、

30戸予定しておりましたがヒアリングしたところ
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41戸になったと、11戸増えたというようなことで

この予算を計上しておりますという説明だったん

ですが、それではちょっとわかりづらいのでお尋

ねするわけなんですけれども、今後2億8000万弱

の事業費で、野村消防裏の復興団地、そしてまた

太田地区の災害公営住宅、こちら両方とも建物を

建てられると思うんですが、この予算だろうと思

っておりますが、今後、こういう入居に至るまで

のスケジュール、そしてまた入居したいという人

の入居条件とか、あるいは家賃など、そして入居

しても災害公営住宅ですから無制限にいつまでも

災害公営住宅であり続けるわけではないと思いま

すが、何年間ぐらいそういう災害公営住宅、復興

団地なんかは、その金額で利用させていただける

のか。その辺、簡単に市民の方にも合わせてご説

明いただけたらと思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

それでは災害公営住宅についてご回答させてい

ただきます。 

当初予算のときには、想定で30戸の予算を計上

しておりましたけど、個別に仮設住宅に入られて

いる方とか、公費解体された方でヒアリングした

ところ、必要戸数が41戸必要になったということ

で、太田地区に戸建て住宅を17戸、消防署の西側

に集合型の住宅を24戸建てることとしておりま

す。 

予算につきましては、太田地区につきましては

ヒアリングの結果、３ＤＫの平屋建てを８戸、２

ＤＫの二階建てを７戸、２ＤＫの平屋を２戸の

17戸予定しております。消防署の西側につきまし

ては、集合の３ＤＫを６戸、２ＤＫを18戸という

ような形でヒアリングに基づいて家の広さ等も決

めているような状況です。 

住宅につきましては、答弁いたしておりますよ

うに来年の３月ごろから住宅の建設を着手するよ

うなことにしておりますので、それまでに入居に

係るさまざまな要件の整備をしていきたいと思い

ます。 

災害公営住宅に関しましては、災害が起きてか

ら３年間は災害公営住宅としての取り扱いとなっ

ておりますので、それ以降につきましては一般の

方でも入居できるような形になります。家賃につ

いてでございますけど、今回家賃についても検討

しておりまして、入居から５年をかけて、基準家

賃を入居の年数によって、段階的に緩和していく

ような形で、５年間をかけて家賃を減額する、段

階的に減額するような取り組みを考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第143号に

ついては、関係各常任委員会へそれぞれ付託いた

します。 

 （日程６） 

○議長 

次に日程第６、議案第144号「令和元年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）」から、議案第152号「令和元年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」までの９件を一括議題といたします。 

これより本案９件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第145号は

総務常任委員会へ、議案第144号、議案第146号か

ら議案第148号及び議案第152号の５件は厚生常任

委員会へ、議案第149号から議案第151号までの３

件は産業建設常任委員会へ付託いたします。 

 （日程７） 

○議長 

次に日程第７、認定第１号「平成30年度西予市

一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 
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ただいま議題となっております認定第１号は、

決算審査特別委員会に付託することにご異議あり

ませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、認定第１号は決

算審査特別委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 （日程８） 

○議長 

次に日程第８、認定第２号「平成30年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」から、認定第12号「平成30年度西

予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定に

ついて」までの11件を一括議題といたします。 

これより本案11件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております認定第２号から

認定第12号までの11件については、決算審査特別

委員会に付託することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって認定第２号から認

定第12号までの11件は決算審査特別委員会に付託

することに決定いたしました。 

 （日程９） 

○議長 

次に日程第９、請願第１号「山田薬師巨石の保

存を求める請願書」から、陳情第４号「「家庭教

育支援法」の制定を求める意見書について」まで

の４件を一括議題といたします。 

請願２件及び陳情２件の詳細につきましては、

お手元のタブレットに配信いたしております請願

文書表及び陳情文書表をご参照ください。 

本件につきましては、常任委員会付託表のとお

り、請願第１号及び陳情第４号の２件を総務常任

委員会へ、請願第２号及び陳情第３号の２件を産

業建設常任委員会へ付託いたします。 

各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案、請願及び陳情について十分に審査を行い、各

常任委員会については９月20日の本会議におい

て、特別委員会については最終日の本会議におい

て、委員会審査の経過と結果について各委員長の

報告を求めることといたします。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

９月20日は午前10時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前11時58分 

 



 

 

 

 

第 ４ 日 

 

９月 20日（金曜日） 
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      議  事  日  程 

 １ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

   議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

   議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

   議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

   請願第 １号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書 

   陳情第 ３号 愛媛県県道２９号地方道宇

和野村線（西予市野村町鎌

田から西区間）におけるト

ンネル開設の促進について 

陳情第 ４号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 

追加 意見書案第１号 家庭教育支援法の制定を求

める意見書（案）の提出に

ついて 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第１３２号 西予市地域共生型交流拠点

施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 

   議案第１３３号 西予市明浜観光交流拠点施

設の設置及び管理に関する

条例制定について 

議案第１３４号 西予市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例制定について 

   議案第１３５号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について 

   議案第１３６号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３７号 西予市印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３８号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１３９号 西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１４０号 西予市水道事業職員の給与

の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１４１号 市道路線の廃止について 

   議案第１４２号 市道路線の認定について 

   議案第１４３号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第２号） 

   議案第１４４号 令和元年度西予市住宅新築

資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

   議案第１４５号 令和元年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予

算（第１号） 

   議案第１４６号 令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１４７号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第１４８号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１４９号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

   議案第１５０号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１５１号 令和元年度西予市簡易水道

事業特別会計補正予算（第

１号） 

   議案第１５２号 令和元年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正

予算（第２号） 

   請願第 １号 山田薬師巨石の保存を求め

る請願書 

   陳情第 ３号 愛媛県県道２９号地方道宇

和野村線（西予市野村町鎌

田から西区間）におけるト

ンネル開設の促進について 

陳情第 ４号 「家庭教育支援法」の制定

を求める意見書について 

追加 意見書案第１号 家庭教育支援法の制定を求

める意見書（案）の提出に

ついて 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は19名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

９月６日の質疑の際に、中村敬治議員からの災

害公営住宅家賃についての答弁の中で、５年間を

かけて家賃を段階的に減額するような取り組みと

答弁いたしましたが、５年間で段階的に基準家賃

に近づけていく取り組みに訂正し、おわびを申し

上げます。 

○議長 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、議案第132号「西予市地域共生型交

流拠点施設の設置及び管理に関する条例制定につ

いて」から、議案第152号「令和元年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計補正予算（第２

号）」までの21件及び請願第１号「山田薬師巨石

の保存を求める請願書」、陳情第３号「愛媛県県

道29号地方道宇和野村線（西予市野村町鎌田から

西区間）におけるトンネル開設の促進につい

て」、陳情第４号「「家庭教育支援法」の制定を

求める意見書について」を一括議題といたしま

す。 

各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長、佐藤恒夫君の報

告を求めます。 

佐藤恒夫君。 

○佐藤総務常任員会委員長 

総務常任委員会審査報告を行います。 

去る９月６日の本会議において、当委員会に付

託されました議案５件及び請願１件、陳情１件に

ついて、９月13日に審査を行いましたので報告を

いたします。 

審査の結果は、お手元に配信の委員会報告書の

とおりであり、議案５件はいずれも原案のとおり

可決決定いたしました。また、請願１件、陳情１

件については、それぞれ採択と決定いたしまし

た。 

議案第134号「西予市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定について」では、

制度の移行に伴い、西予市が任用する会計年度任

用職員の任用形態をフルタイムとパートタイムに

分け、当該職員に給付する給与、手当、または報

酬等に関して定めるものであり、職種に応じて、

一般職の正規職員の給料表を適用し、前歴等によ

り加算される号給格付に基づく給与または報酬と

なるとの説明がありました。 

議案第136号「西予市税条例の一部を改正する

条例制定について」では、自動車税及び軽自動車

税において、それぞれ環境性能割が創設され、現

行の自動車税を自動車税種別割、軽自動車税を軽

自動車税種別割とし、令和元年10月１日から施行

されることになっている。 

今回の改正は、軽自動車税環境性能割の賦課徴

収については、当分の間県が行うこととなってい

るため、市町の軽自動車税環境性能割に係る非課

税対象車両の範囲を県の自動車税環境性能割の対

象車両と同一の取り扱いとするため、本条例の一

部を改正するものであるとの説明がありました。 

次に、議案第143号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」の総務常任委員会所管に

ついて抜粋して報告をいたします。 

消防総務課所管分では、災害時における消防団

のより効果的な救助活動を行うための資機材等の

購入費用1554万1000円を増額計上するもので、財

源は、国庫補助金518万円、一般財源1036万

1000円を計上、うち８割に特別交付税措置が講じ

られるとの説明がありました。消防団にチェーン

ソー及びトランシーバーを購入するということで

あるが、数量はどの程度なのかとの質疑があり、

チェーンソー103台、各詰所に１台配備すること

としている。トランシーバーは420台購入予定で

あり、台数については、各方面隊からの要望に応

じた配備数で、基本的に各方面隊の各部に４台、

各分団の正副分団長、そして、団本部の必要数と

しているとの答弁がありました。また、チェーン

ソーは必要だと思うが、使用後の手入れなど管理

の徹底や安全に使えるような指導を行うようにと

の意見がありました。 

財政課所管分では、地域振興基金繰入金の４つ

の充当事業のうち、城川堆肥センター運営事業に

1000万8000円の基金を取り崩して充当している
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が、何のために必要なのかとの質疑があり、城川

堆肥センターへの充当事業については、大規模な

修繕が計画的に行われており、今回、その財源の

一部として財政課が所管する基金を充当したもの

であり、通常の委託料ではないとの答弁がありま

した。 

まちづくり推進課所管分では、市内高等学校教

育の衰退がさらなる人口流出を招き、悪循環に至

ることを大変危惧しており、そこで市内高校の魅

力化を図り、生徒数の確保に努めるとともに、人

口流出の抑制や移住定住促進につなげるため、市

内３校と連携した公営塾の開設を目指す委託料に

おいて、高校魅力化事業として198万円を増額補

正するものであるとの説明があり、流出する中学

校の生徒を呼び戻そうという考え方はよいと思う

が、かなり状態が悪化している状況であり、高等

学校、地元、教育委員会を交えて、会議が開かれ

ていると思うが、今後の取り組み方針についての

協議内容を説明願いたいとの質疑があり、３高校

の魅力化合同プロジェクトを３校で立ち上げて事

業を展開されており、平成29年度から西予市も連

携、情報共有という形でかかわり、年２回程度の

会議に市も参画させていただいている。情報共有

をする中で、学校側から公営塾開設についての要

望を受け、来年度から着手していきたいと考えて

いるとの答弁がありました。 

危機管理課所管分では、災害用資機材施設整備

事業により、せいよチャレンジ・スペースを地震

津波災害時の三瓶支所現地対策本部として使用す

るための経費として201万円を計上するものであ

るとの説明があり、チャレンジ・スペースを整備

した後の管理運営は、どこがどのように担当する

のかとの質疑があり、施設自体の運営は指定管理

者でしていただくことになる。現地対策本部に関

しては、三瓶支所総務課が指揮をとることになる

ため、その後の現地対策本部の運営訓練も含めて

三瓶支所総務課で行うこととしている。なお、現

地対策本部としての職員派遣は、津波災害等が発

生した場合となるとの答弁があった。 

また、自主防災組織活動育成補助金事業では、

新設された愛媛県自主防災組織活性化支援事業補

助金として、１組織当たりの補助上限額30万円、

４組織分120万円を計上している。補助額30万円

のうち２分の１を県が、残りの２分の１を市が負

担するものであるとの説明があり、100％補助と

いうことで、いろんな資機材が拡充できるのでは

ないかと思うが、30万円で４組織では、今後、

68ある自主防災組織の組織力向上をどのように計

画されているのかとの質疑があり、４組織につい

ては、県の補助金を策定する予算の段階で、県の

ほうで各20市町の状況を見て、割り当てという形

で西予市に４組織いただいている。この事業は、

３カ年事業の予定であるため12組織しかカバーで

きない。しかし、この事業でのノウハウを他組織

にも波及させ、市単独の補助金も活用いただきな

がら、より地域に即した地域防災計画の策定支援

を行う考えであるとの答弁がありました。 

請願第１号「山田薬師巨石の保存を求める請願

書」については、宇和町西山田区長から提出さ

れ、９月13日に現地を訪れ、請願者から説明を求

め、委員会を再開し審査を行いました。 

この請願については、同内容で市長あてに陳情

書として提出されており、四国西予ジオパークの

見どころとしてガイドブックに掲載されており、

ジオサイト整備保全支援事業の対象となる旨の回

答が行政から出ています。委員会としては、貴重

なジオパークの見どころとして保全していただき

たい。また、市の支援事業を活用され保全するこ

とに賛成であるなどの意見があり、審査におい

て、当請願内容は妥当なものであり、全会一致で

採択することに決しました。 

陳情第４号「「家庭教育支援法」の制定を求め

る意見書について」は、家庭教育を支援推進する

愛媛県民の会から提出され審査を行った。家庭教

育は、それぞれの家庭が責任を持ってやるという

のが基本であるが、それをやろうと思っても、現

代の社会では社会構造が大きく変化し、コミュニ

ティーが薄れ、周りの関係が非常に希薄化してい

る。そして、孤立した家庭が増えているというこ

とが、いろいろな事件等にもつながっていると考

えられる。子どもたちのしっかりとした成長を応

援するためにも、家庭は社会と国の基本単位であ

り、家庭倫理が社会倫理の基礎になっていくこと

は陳情のとおりだと考えます。教育基本法にもあ

るように、支援をしていくことは非常に大切なこ

とであり、その支援方法については慎重に考えな

ければならないが、審査において、当陳情内容は

妥当なもので、全会一致で採択することに決しま
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した。 

以上、総務常任委員会審査報告といたします。 

令和元年９月20日、総務常任委員会委員長、佐

藤恒夫。 

○議長 

次に、厚生常任委員会委員長、源正樹君の報告

を求めます。 

源正樹君。 

○源厚生常任委員会委員長 

ただいまより厚生常任委員会審査報告を申し上

げます。 

去る９月６日の本会議で当委員会に付託されま

した議案10件について、９月12日に委員会を開催

し審査を行いましたので、その経過と結果につい

てご報告申し上げます。 

条例制定１件、条例改正３件、一般会計補正予

算１件、特別会計補正予算５件については、お手

元に配信のとおり全て全会一致で原案可決決定を

いたしました。 

これより審査の過程で各委員より出された質疑

や意見並びに部課長の答弁を抜粋してご報告申し

上げます。 

議案第132号「西予市地域共生型交流拠点施設

の設置及び管理に関する条例制定について」で

は、実際に作業をされる方の収入見込みについて

質疑があり、せいよチャレンジ・スペースでは、

パン工房を設置してパン販売を予定しており、現

在の試算では、１カ月当たり4万5000円程度の工

賃が利用者に払えると考えているとの答弁であり

ました。 

議案第137号「西予市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例制定について」で

は、旧氏を使用しながら活動する女性が増えたこ

とにより、さまざまな活動の場面で使用しやすく

なるよう、住民基本台帳法施行令の一部が改正さ

れ、住民票の記載事項に旧氏が加えられたことに

伴い、印鑑登録原票に登録する事項に旧氏を加え

るための改正であるとの説明がありました。実印

登録は、今後旧姓で行えるかという質疑があり、

法の施行日である11月５日以降は、旧姓の実印で

登録することが可能になるとの答弁でありまし

た。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」について、所管課ごとにご報告

申し上げます。 

長寿介護課所管分では、游の里健康センター運

営委託事業407万円について、２カ所ある源泉の

うち、第１源泉ポンプが故障したため、水中ポン

プを取りかえるための修繕費を増額補正するもの

との説明がありました。 

子育て支援課所管分では、10月から始まる幼児

教育・保育無償化の保護者等への周知について質

疑があり、８月初旬から保護者へ説明しており、

保育園、幼稚園に現在通われていない方もおられ

るため、今後も周知の徹底に努めたいとの答弁が

ありました。また、昨年被災した明浜地区の学童

保育施設の再開見通しについて質疑があり、現

在、おれんじクラブは、俵津集落総合施設の２階

で学童保育を実施している。崩落した裏山の復旧

工事がなかなか進んでいないという状況があり、

地元の方、保護者の方、中学校等と協議をし、再

開に向けてどのような形で進むのがよいのか改め

て検討し、少しでも早く再開できるよう努めたい

との答弁でありました。 

福祉課所管分では、せいよチャレンジ・スペー

ス整備事業2402万7000円について、パンの１日の

製造個数と利益、販売先などについて質疑があ

り、１日100個から200個を製造する予定で、１カ

月の売り上げを35万程度、販売先については、ま

ずは保育園に給食として納品し、軌道にのったら

販路を広げていきたいとの答弁でありました。ま

た委員より、駐車場の整備方法については、砂利

敷きとアスファルト舗装の金額を比較し、近隣の

住民から意見を聴取した上で、アスファルト舗装

について再度検討するよう意見がありました。 

医療対策室所管分では、外国人材活用推進事業

173万8000円について、技能実習生２名を雇用す

るための準備に必要となる受け入れ調整のコーデ

ィネート料や生活支援の報奨金、旅費、パンフレ

ット作成委託料などであるとの説明がありまし

た。委員から関連として、今回の補正予算は、つ

くし苑で雇用する技能実習生に対する費用となっ

ているが、今後、市全体で働いている外国人労働

者に対する支援を広げていってもらうよう意見が

あり、相談窓口設置や監理団体市内設置に向けて

の研究・検討や市内受入事業所の連携会議などの

ソフト事業の取り組み予算などを一部含んでお

り、まちづくり推進課とも庁内で連携して進めて
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いくとの答弁がありました。 

議案第144号「令和元年度西予市住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」、議案

第146号「令和元年度西予市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）」、議案第147号「令和元

年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）」、議案第148号「令和元年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第２号）」については、

前年度繰越金が確定したことによる補正であると

の説明がありました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和元年９月20日、厚生常任委員会委員長、源

正樹。 

○議長 

次に、産業建設常任委員会委員長、宇都宮久見

子君の報告を求めます。 

宇都宮久見子君。 

○宇都宮産業建設常任委員会委員長 

産業建設常任委員会審査報告を行います。 

去る９月６日の本会議において、当委員会に付

託されました議案８件、陳情１件について、９月

12日に委員会を開き審査を行いましたので報告い

たします。 

審査の結果は、お手元に配信の委員会報告のと

おりであり、議案８件は原案のとおり可決、陳情

１件は原案のとおり採択いたしました。 

その内容について、抜粋して報告いたします。 

議案第133号「西予市明浜観光交流拠点施設の

設置及び管理に関する条例の制定について」、新

たな観光拠点の施設が稼働し始めた場合の入込み

客数の試算はどれくらいかとの質疑があり、シー

サイド全体で年間実績7万人から7万5000人程度、

宿泊施設には2,000人弱から3,000人強の宿泊客が

あり、同規模を維持する観光客の誘客を見込んで

いるとの答弁がありました。また温浴施設につい

ては、海水を使うことで浄化槽が小さくなり、設

置費用及び保守管理料は安くなると考えられる

が、どのような試算であるかという質疑に対し、

海水を13トン、上水を32トン、合計１日当たり

45トンを使用し、浄化槽に流入する量が減ること

で、浄化槽の設置費用が約570万円安くなる。保

守管理料についても年間約13万円安くなる試算で

あるとの答弁でした。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」のうち、林業課所管分、補正額

582万9000円の増額については、平成31年４月１

日から施行されている森林経営管理法に基づく適

切な森林管理の推進体制整備や産官学が共に検討

を行い、林業成長産業化を図るための森林コンサ

ルタント委託料などの経費であるとの説明があり

ました。委員から、委託先についての質疑があ

り、国内で森林林業のコンサルタント業務専門と

される３業者を県及び林野庁等の指導を受けなが

ら検討をしたいとの答弁でした。 

建設課所管分については、災害公営住宅整備事

業2億7989万8000円について、災害公営住宅の工

事費並びに実施設計料と工事監理料を増額する経

費であるとの説明で、当初予算の計上時には、災

害公営住宅の建設戸数は30戸を想定していたが、

４月から５月にかけて個別ヒアリングを行い、被

災された方々の要望を伺った中で、最終的に西予

市消防署野村支署の西側に集合住宅３棟24戸、太

田団地に木造戸建住宅17戸、計41戸を建てるよう

に計画しているとの説明でした。 

また、市道朝立14、15、55号線の道路維持修繕

事業の測量設計委託料については、三瓶地区バス

路線の再編に伴う新路線となる市道の舗装部分の

損傷が著しく、透水性舗装の排水機能が低下して

いるため、舗装並びに道路側溝の排水改修を行う

経費との説明がありました。委員から、舗装の耐

用年数についての質疑があり、舗装の耐用年数は

10年を見越しており、透水性、耐用年数、路面の

乾燥の速さ、終末の水路をどこにつなげるかなど

踏まえた中で、委託を出して検討したいとの答弁

がありました。さらに委員より、三瓶町の主要道

路であるため、舗装工事は十分な精査を行うよう

意見がありました。 

議案第150号「令和元年度西予市公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）」の繰越金6万円

の減額について、委員から減額理由について質疑

があり、公共下水道の受益者負担金が未納のため

減額になったとの答弁がありました。 

陳情第３号「愛媛県県道29号地方道宇和野村線

（西予市野村町鎌田から西区間）におけるトンネ

ル開設の推進について」鎌田から坂石までの道路

は今まで何度も崖崩れがあり、昨年度の災害と同

規模の幅100メートル高さ90メートルの大規模な

崩落が起こる可能性が多分にあり、トンネルを掘
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ることが抜本的な解決になるとのことで、県にト

ンネル開設推進を求めることとし、全会一致で採

択することに決しました。 

以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

令和元年９月20日、産業建設常任委員会委員

長、宇都宮久見子。 

○議長 

以上で、各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので討論を終結といた

します。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第132号から議案第134号までの３件

を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第132号「西予市地域共生型交流拠点施設

の設置及び管理に関する条例制定について」か

ら、議案第134号「西予市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例制定について」まで

の３件は、原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第132号か

ら議案第134号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第135号から議案第140号までの６件

を一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第135号「地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について」から、議案第140号

「西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例制定について」ま

での６件は、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第135号か

ら議案第140号までの６件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第141号及び議案第142号の２件を一

括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第141号「市道路線の廃止について」及び

議案第142号「市道路線の認定について」の２件

は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第141号及

び議案第142号の２件は原案のとおり決定いたし

ました。 

次に、議案第143号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第143号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第２号）」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第143号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第144号から議案第152号までの９件

を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第144号「令和元年度西予市住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」から、

議案第152号「令和元年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算（第２号）」までの９件

は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第144号か

ら議案第152号までの９件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、請願第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

請願第１号「山田薬師巨石の保存を求める請願
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書」は、原案のとおり採択することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、請願第１号は原

案のとおり採択することに決定いたしました。 

次に、陳情第３号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

陳情第３号「愛媛県県道29号地方道宇和野村線

（西予市野村町鎌田から西区間）間におけるトン

ネル開設の促進について」は、原案のとおり採択

することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、陳情第３号は採

択することに決定いたしました。 

次に、陳情第４号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

陳情第４号「「家庭教育支援法」の制定を求め

る意見書について」は、原案のとおり採択するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって陳情第４号は原案

のとおり採択することに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時39分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時50分） 

ただいま佐藤総務常任委員会委員長から提出さ

れました意見書案第１号「家庭教育支援法の制定

を求める意見書（案）の提出について」を本日の

日程に追加し、追加日程として議題にしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本件を本日の日

程に追加し、追加日程とすることに決定いたしま

した。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第１、意見書案第１号「家庭教育支援

法の制定を求める意見書（案）の提出について」

を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

総務常任委員会委員長佐藤恒夫君。 

○佐藤総務常任員会委員長 

「家庭教育支援法の制定を求める意見書（案）

の提出について」提案理由の説明を申し上げま

す。 

近年、核家族化の進行や地域社会のきずなの希

薄化など、我が国の家庭環境を取り巻く社会的な

変化は著しく、子どもに対する過保護、過干渉、

放任など、家庭教育力の低下が強く指摘される極

めて憂慮すべき事態となっています。 

厚生労働省の発表によると、児童虐待相談件数

は、平成29年度より2万件以上増加し、平成30年

度には15万9850件を超えて深刻さを増し、また若

い父親、母親の出産や育児などが、人間関係の希

薄化した社会の中で、孤立してしまう状況も増え

ており、行政からのより積極的な家庭教育への応

援体制が必要とされています。 

未来社会の担い手である子どもたちを育成する

家庭は、社会と国の基本単位であり、家庭倫理が

社会倫理の基盤にもなっています。教育基本法第

10条にも、父母等の保護者は子の教育について第

一義的責任を有し、国及び地方公共団体は、家庭

教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習

の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援

するために必要な施策を講じるよう努めなければ

ならないと規定しています。 

よって、国において、家庭教育支援法を制定さ

れるよう強く要望するため、地方自治法第99条の

規定により意見書を提出するものであります。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長 

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第１号「家庭教育支援法の制定を求め

る意見書（案）の提出について」は、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第１号

は原案のとおり決定いたしました。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

10月10日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前10時55分 
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令和元年第３回西予市議会定例会会議録（第５号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年１０月１０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年１０月１０日 

          午後 ２時００分 

１．閉     会 令和元年１０月１０日 

          午後 ３時１９分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 
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   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議  事  係  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

１ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第１５３号 西予市明浜観光交流拠点施

設新築工事請負契約につい

て 

   議案第１５４号 せいよ東学校給食センター

建築工事請負契約について 

   議案第１５５号 西予市游の里健康センター

条例等を廃止する条例制定

について 

   議案第１５６号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第３号） 

    議員派遣の件について 



 

- 103 - 

 

本日の会議に付した事件 

１ 認定第 １号 平成３０年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第 ２号 平成３０年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第 ３号 平成３０年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 ４号 平成３０年度西予市国民健

康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度西予市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度西予市介護保

険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

   認定第 ７号 平成３０年度西予市農業集

落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 ８号 平成３０年度西予市公共下

水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

認定第 ９号 平成３０年度西予市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

認定第１０号 平成３０年度西予市水道事

業会計決算の認定について 

   認定第１１号 平成３０年度西予市病院事

業会計決算の認定について 

   認定第１２号 平成３０年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計決

算の認定について 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第１５３号 西予市明浜観光交流拠点施

設新築工事請負契約につい

て 

   議案第１５４号 せいよ東学校給食センター

建築工事請負契約について 

   議案第１５５号 西予市游の里健康センター

条例等を廃止する条例制定

について 

   議案第１５６号 令和元年度西予市一般会計

補正予算（第３号） 

    議員派遣の件について 
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  開会 午後２時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、認定第１号「平成30年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定について」から、認定第

12号「平成30年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の認定について」までの12件を一括議

題といたします。 

委員会における審査の経過と結果について委員

長の報告を求めます。 

決算審査特別委員会委員長小玉忠重君の報告を

求めます。 

小玉忠重君。 

○小玉決算審査特別委員会委員長 

西予市決算審査特別委員会審査報告を行いま

す。 

令和元年９月６日に付託されました認定第１号

「平成30年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定

について」、認定第２号「平成30年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」から、認定第12号「平成30年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」までの特別会計及び公営企業会計11件につい

て、当委員会は９月24日、25日、27日の３日間に

わたり分科会を開催し、市理事者の出席を求め、

慎重に決算審査を行い、10月３日の特別委員会に

おいて全て認定と決しました。 

審査の概要について、お手元の報告書より抜粋

して報告いたします。 

まず、認定第１号「平成30年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定について」危機管理課所管分

の自主防災組織活動育成補助金事業では、防災訓

練を実施している組織が減っており、形骸化して

いる組織も出てきている。防災訓練未実施の組織

に対する訓練の指導や対策は考えているかとの質

疑があり、これまで継続して訓練に努めている地

域、昨年の豪雨災害を受け新たに訓練を実施した

地域などさまざまであり、いまだ訓練に結びつい

ていない地域もあるが、一部の地域では、自主防

災組織の垣根を越えて、合同で訓練を行っている

ところも出てきている。未実施組織については、

出前講座などを行い、まずは防災についてどのよ

うに考えていくかというところから話を初め、訓

練に結びつけていけたらと考えているとの答弁で

ありました。また委員から、豪雨災害時のそれぞ

れの自主防災組織活動を検証し、南海トラフ巨大

地震を想定した自主防災組織の育成事業を進める

よう意見がありました。 

税務課所管分では、決算書に基づく市税の収入

済額、未済額、不納欠損額に対する説明がありま

した。委員から、愛媛県の滞納整理機構に依頼し

て回収した実績について質疑があり、平成30年度

に滞納整理機構へ移管した件数は30件、845万

8018円で、そのうち64.75％に当たる547万6481円

を徴収したとの答弁がありました。また、平成

30年度７月豪雨災害による市税の減免金額はとの

質疑に対し、平成30年度においては、固定資産税

2037万900円、個人市民税826万2400円、国民健康

保険税1637万8300円を減免したとの答弁でありま

した。 

まちづくり推進課所管分の姉妹市町交流事業で

は、合併して16年を迎えるが姉妹都市を拡大し連

携する考えはないかとの質疑があり、旧野村町時

代にブナが縁で北海道黒松内と姉妹都市として提

携しているが、合併後に新たに姉妹都市は締結し

ていない。早急な締結の目途はたっていないが、

今後、防災面も含め幅広い交流が必要であると考

えており、お互いがウインウインの関係になるよ

うな幅広い視野の中で交流事業を進めていきたい

との答弁でありました。また委員から、西予市か

ら積極的に姉妹都市交流を持ちかけることで、移

住定住や交流人口を増やすような事業展開を進め

るよう意見がありました。 

移住交流促進事業では、お試し住宅について空

き家を改修するのではなく、市営住宅や教員住宅

の空きを利用し、無駄のないやり方をとの質疑に

対し、市政懇談会において、市営住宅や教員住宅

の空き家を利用するようご意見をいただいてお

り、担当課と調整し移住者のニーズに合った形を

とりたいとの答弁でありました。 

バス路線維持対策事業では、民間事業者へ補助

金を交付することでバス路線を維持し、市民の通

院、通学、買い物など、市内の地域間の移動や市
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内から市外への移動手段を確保して、市民の暮ら

しを支えるもので、平成30年度は17路線を運行

し、利用者は21万882人であった。この運行に対

し、経常収益が補助対象経常費用に達していない

バス路線の赤字額9906万9000円を補填し、路線の

維持確保に努めているとの説明がありました。委

員から、毎年1億円近い財源を支出しているた

め、市内17路線の運営について、市が運営した場

合を試算し、委託費用との比較を行うよう意見が

ありました。 

西予市生活交通バス運行事業では、游の里が民

営化された後の運行について質疑があり、当事業

は、地域の生活者の交通空白地帯を解消するとい

う目的であるため、民間事業者に移管されても維

持する予定であるとの答弁でありました。 

消防総務課所管分の消防団管理運営事業では、

平成30年７月豪雨災害に対する消防団員への危険

手当について質疑があり、豪雨災害では延べ

3,956人の消防団員が出動し、災害危険手当とし

て971万1000円を支給したとの答弁でありまし

た。また、消防団員の確保について質疑があり、

事業所を訪問し協力を求めたり、市内高校を訪問

し未来の消防団員を加入促進している。少子高齢

化等による団員の確保に苦慮しているため、機能

別消防団員の加入などを含め、今後も定数維持に

努めていきたいとの答弁でありました。 

教育総務課所管分の小学生夢チャレンジサポー

ト事業では、応募した子どもの夢が大きな場合の

対応について質疑があり、予算額を超えるような

夢の応募があった場合に審査会で協議することに

なるが、予算額100万円ということを学校に提示

しており、基本的にはその金額に見合った内容で

応募していただいているとの答弁でありました。

委員からは、子どもの夢チャレンジであり、夢の

大きさにかかわらず、子どもが抱いた夢をサポー

トできるような予算を検討するよう意見がありま

した。 

学校教育課所管分の地域子ども学び場事業で

は、平成30年度は新しく野村、城川、三瓶地区で

開講し、市内５カ所で実施することができまし

た。それに伴い、利用者数も大幅に増加となった

との説明がありました。委員から、地域指導者の

確保はできているのかとの質疑があり、各会場に

３から６人の地域指導者が登録され、事業を実施

しているとの答弁でありました。 

スポーツ・文化課所管分の文化的景観保護推進

事業では、平成30年度に文化庁から国重要文化的

景観として選定され、今後市外からの観光客も増

えると思うが、選定により、視点場までの道路整

備もできるようになるのかとの質疑があり、道路

整備は含まれておらず、視点場へ行くサインやガ

ードレール部分を景観にマッチしたものにするな

どの整備になるとの答弁でありました。また委員

からは、ジオパークや移住定住を含め進めていく

よう意見がありました。 

環境衛生課所管分の可燃ごみ処理委託事業で

は、委員から、昨年の豪雨災害における災害廃棄

物処理について総括し、今後発生する恐れのある

南海トラフ巨大地震に向けた備えを進めるよう意

見がありました。 

健康づくり推進課所管分の温泉巡回バス事業で

は、昨年の豪雨災害で温浴施設が被災し、施設再

開までの期間運休したことにより、利用者が減少

したとの説明がありました。委員から、市内温浴

施設が民間移譲される計画であるが、今後の温泉

巡回バス運用の見直しはとの質疑があり、バスも

老朽化しており近年修繕費が増加している。これ

まで温泉巡回バスの利用料は無料としていること

もあり、市内温浴施設の民間移譲にあわせて、令

和２年度までに運用の見直しも含め検討したいと

の答弁がありました。 

福祉課所管分の福祉避難所機能強化・整備促進

事業では、西予市内にある16カ所の福祉避難所の

うち、どの程度整備が進んでいるかとの質疑があ

り、平成29年、30年度に各５カ所ずつ整備し、残

り６カ所となっているとの答弁でありました。 

子育て支援課所管分の乳幼児・児童医療費助成

事業では、昨年度から開始した小・中学生の医療

費助成の周知について質疑があり、小学校新１年

生に対して通知したり、医療機関にポスターで掲

示したりしているとの答弁でありました。委員か

らは、県内他市町でも小・中学生の医療費負担免

除というところも出てきており、子育てしやすい

まちを掲げている当市においても、来年度の医療

費無料化に向けた検討を行うよう意見がありまし

た。 

放課後児童健全育成事業では、希望者が増え

て、従来の施設では運用が難しく、一部では従来
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の施設から公民館に変更し利用している現状か

ら、施設の拡充を含めた待機児童の解消に向けた

検討を行うよう意見がありました。 

長寿介護課所管分の緊急通報事業では、１年間

の実績について質疑があり、実際に設置者から連

絡があり、救急車などを呼んで対応した正報件数

は12件であるとの答弁でありました。また委員か

ら、消防署がスマートフォン用の救急アプリを導

入している。そのアプリを利用した運用ができな

いか消防署と連携して調査研究を進めるよう意見

がありました。 

経済振興課所管分のふるさと就業創出奨励事業

では、市内に住所を有し、市内の中学及び県内の

高校・特別支援学校を卒業後、市内企業に就職し

た方を対象に奨励金を交付するもので、交付額は

１人当たり１カ月1万円とし、申請年度最終月に

申請者が提出する実績報告に応じて１年分をまと

めて交付するものであり、最長３カ年継続して申

請可能であるとの説明がありました。委員から、

奨励金額拡充について質疑があり、都市部と地方

部の給料の差額分を検討し、月1万円を奨励金と

して交付している。平成28年度から事業を開始し

ており、奨励制度については、他の自治体の制度

も調査しながら、市内の実情を勘案した上で、来

年度見直しをしていく予定であるとの答弁であり

ました。 

市観光ＰＲ事業では、インバウンドで観光客が

増えている松山市内に店舗を借りて、アンテナシ

ョップを設置するといったアイデアは考えていな

いかとの質疑に対し、愛媛県観光物産協会が、松

山ロープウェイ街でＰＲできる店舗の準備を進め

ていると聞いており、西予市も出店する方向で、

前向きにそうした施設を活用しながら市のＰＲに

励みたいとの答弁がありました。委員からは、県

の施設を活用することもいいが、市独自で行うこ

とに意味があり、西予市と同規模の自治体が東京

都心にアンテナショップを設置し、頑張っている

ところもある。ＰＲに向けた積極的な挑戦をする

よう意見がありました。 

農業水産課所管分の養蚕振興対策事業では、養

蚕農家が減少している現状に対し、地域ブランド

産品である伊予生糸を残していくため、養蚕で生

活ができるような農家の育成に向けて、市も取り

組んでいくよう意見がありました。 

農業後継者育成事業では、農業者に対する育成

支援となっているが、漁業の後継者育成事業は行

っているかとの質疑があり、農業後継者育成補助

金を参考にしながら、漁業後継者育成に対しての

支援も検討していきたいとの答弁でありました。 

林業課所管分のバイオマスペレット生産利活用

促進事業では、顧客の新規開拓について質疑があ

り、現在は製造量に対し需要量を確保できている

が、将来的にはペレット使用をやめられる可能性

もあるため、指定管理者と協議しながら徐々に新

規開拓を進めていきたいとの答弁でありました。

また委員から、ペレットの販売促進を図るために

も、間伐材出荷促進対策事業と関連を高めた取り

組みを進めていくよう意見がありました。 

有害鳥獣捕獲対策事業では、イノシシの捕獲実

績が大幅に減少していることについて質疑があ

り、イノシシの実数が減少しているということで

はなく、昨年は７月豪雨災害の影響を受け、山に

入れなかったことが捕獲減少の要因の一つだと考

えているとの答弁でありました。また委員から、

有害鳥獣の捕獲について、有害鳥獣捕獲隊の連携

や協力体制の充実を深め、捕獲実績を上げるよう

な指導を行うよう意見がありました。 

建設課所管分の危険空家除却事業では、危険空

家除却に対する補助の市町配分方法について質疑

があり、愛媛県が県内20市町の要望に基づき配分

しており、昨年度の議会からの提言を受け、補助

枠の拡大を県に要望した結果、令和元年度は35件

の補助枠となったとの答弁でありました。また、

危険度判定は誰が行っているかとの質疑があり、

危険度判定は実施要綱に基づいて、建設課の職員

が評点し、100点以上を危険空家と判定している

との答弁でありました。 

がけ崩れ防災対策事業では、入札不調の原因に

ついて質疑があり、設計し入札準備ができた工事

を逐次入札しているが、豪雨災害に伴う復旧工事

等で、土木工事業者の手持ち工事がいっぱいで落

札することができず不調となっている現状である

との答弁がありました。委員からは、がけ崩れ防

災対策は市民の生命、財産を守る大事な事業であ

るため、調整して早期の工事開始を望むとの意見

がありました。 

上下水道課所管分の三瓶地区雨水公共下水道事

業に関して、日吉崎地区ポンプ場建設について、
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民地を買収して、ポンプ場を設置する計画になっ

ているが、近くの市有地に十分なスペースがある

ため、市有地内にポンプ場を設置できないか計画

を精査するよう意見がありました。 

認定第２号「平成30年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

では、滞納者への今後の方針について質疑があ

り、債務者の経済的な理由による債務不履行など

が原因となっており、今後も本人の死亡や行方不

明などが出てくることも予想されることから、自

宅訪問や個別相談を小まめに行い、少しでも収納

を上げるよう取り組んでいきたいとの答弁であり

ました。委員から、貸付金の償還については、他

市の動向にかかわらず、西予市独自の考えで回収

を進めるよう意見がありました。 

認定第３号「平成30年度西予市育英会奨学資金

貸付特別会計歳入歳出決算の認定について」で

は、連帯保証人を含めた未償還金の解消に向けた

取り組みについて質疑があり、育英会の理事会で

も毎回議論になっている点だが、電話等で返済状

況等の説明を行い、分割払いの金額を減らしての

返還などを促すことで、少額ではあるが返還を始

めた人もいる。連帯保証人へ償還を促すことまで

はしていないが、未償還者の連絡先がわからなく

ならないよう追跡調査を行っているとの答弁であ

りました。 

認定第４号「平成30年度西予市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、昨年

の豪雨災害の被災者に対して行っている医療費の

減免措置について質疑があり、７月24日現在で

315件、2155万9466円の減免措置を行っている。

医療費の減免措置については、県の補助金がある

ため、今年度12月末まで延長しているとの答弁で

ありました。また、ジェネリック医薬品の使用割

合について質疑があり、平成30年度の使用率は

71.3％となっているとの答弁でありました。 

認定第５号「平成30年度西予市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について」では、被

保険者数の今後の推移について質疑があり、団塊

の世代が対象となり始める令和３年度から増え始

め、令和６年度にはピークを迎えると見込んでい

るとの答弁でありました。 

認定第７号「平成30年度西予市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」では、

農業集落排水処理施設は、宇和地区の永長、神野

久、田之筋、中川、石城、多田、明間、野村地区

の長谷、岡成、阿下の10処理区が稼働しており、

平成30年度は主に施設維持管理費用を執行したと

の説明がありました。 

認定第８号「平成30年度西予市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」では、平

成28年度末に宇和処理区の事業の拡張認可を受

け、平成30年度は主に宇和処理区及び野村処理区

の維持管理費用、宇和処理区の上松葉地区を中心

に管路整備工事費用を執行したとの説明がありま

した。 

認定第９号「平成30年度西予市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」では、簡易

水道の現状において、宇和、野村、城川において

102施設を管理運営しており、平成30年度末の給

水人口は、前年度から184人減少し6,726人となっ

ている。市内には小規模な水道施設が山間部に数

多く点在するのが特徴で、行政区内の人口に対す

る簡易水道等の普及率は17.8％、上水道施設とあ

わせた水道普及率は98.4％となっているなど、多

岐にわたる説明がありました。 

認定第10号「平成30年度西予市水道事業会計決

算の認定について」では、平成30年度において西

予市水道事業の経営の柱となる給水収入が、７月

豪雨災害及び給水人口の減少等により、前年度比

2.9％、1646万8061円減収となったことについて

説明がありました。委員から、水道使用料の収納

率について質疑があり、平成31年３月末時点で

98.75％であるとの答弁でありました。 

認定第11号「平成30年度西予市病院事業会計決

算の認定について」では、昨年度の議会からの提

言に対し、病院改革プランにおいて、西予市民病

院に２次救急を集約する計画であるが、医師や看

護師の確保等を考えると計画どおりには難しいと

いう意見が両病院から上がってきている。避けて

は通れない問題であることから、令和４年の集約

に向けて調整するよう引き続き検討しているとの

説明がありました。 

認定第12号「平成30年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計決算の認定について」では、流動

資産の未収金について質疑があり、利用者負担金

未収金が50件で907万6620円、連合会から入る介

護報酬等未収金が5890万3915円などであるとの答
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弁がありました。 

その他各分野で多岐に渡り詳細に質疑応答が行

われ、平成30年度の決算の総括と次年度に向けた

意見が交わされました。 

以上、当委員会の審査の概要について申し上げ

ましたが、理事者におかれましては、審査の過程

で指摘した事項及び今回提出する提言書に掲載の

25項目に対し、新年度の予算編成において可能な

限り対応、検討するとともに、歳入決算で見受け

られる不納欠損額や収入未済額の縮減に努め、歳

出での不用額が生じている科目については、予算

措置のあり方などを十分に精査する必要がありま

す。そして、引き続き限られた財源を有効かつ効

果的に活用するために、費用対効果の見きわめと

健全財政の堅持に努められたいと思います。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和元年10月10日、西予市決算特別委員会委員

長小玉忠重。 

○議長 

以上で委員長報告は終わりました。 

これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので討論を終結といた

します。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、認定第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

認定第１号「平成30年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」は、原案のとおり認定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、認定第１号は原

案のとおり認定いたしました。 

次に、認定第２号から認定第12号までの11件を

一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

認定第２号「平成30年度西予市住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

から、認定第12号「平成30年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計決算の認定について」までの

11件は、原案のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第12号までの11件は原案のとおり認定いたし

ました。 

（日程２） 

○議長 

次に、日程第２「委員会の閉会中の継続審査の

件」を議題といたします。 

産業建設常任委員会委員長から委員会において

審査中の請願第２号「野村町に温浴施設の存続を

求める請願書」について、会議規則第110条の規

定により、お手元に配信いたしております申出書

のとおり、閉会中の継続審査としたい旨の申し出

がありました。 

本申し出について、産業建設常任委員会委員長

宇都宮久見子君の説明を求めます。 

宇都宮久見子君。 

○宇都宮産業建設委員会委員長 

去る９月６日の本会議において、当委員会に付

託されました請願第２号「野村町に温浴施設の存

続を求める請願書」については、９月12日に委員

会を開催し慎重に審査いたしました。 

本件に関しましては、委員からは、町民の方々

の熱意は理解できるが、現段階において本請願に

対し結論を出すことは難しいのではないか。今

後、議論を深めていく必要性があるという意見が

大勢を占めたことから、今回継続審査とすること

に決しました。 

以上、審査の経過並びに申し出の説明といたし

ます。 

○議長 

委員長の説明は終わりました。 

これより本申し出に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

請願第２号「野村町に温浴施設の存続を求める

請願書」については、委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することにご異議ありませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、請願第２号につ

いては閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時35分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時37分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました議案第153号

「西予市明浜観光交流拠点施設新築工事請負契約

について」から、議案第156号「令和元年度西予

市一般会計補正予算（第３号）」までの４件、並

びに「議員派遣の件について」本日の日程に追加

し、追加日程として議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって本案５件を本日の

日程に追加し、追加日程とすることに決定いたし

ました。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第１、議案第153号「西予市明浜観光

交流拠点施設新築工事請負契約について」を議題

といたします。 

理事者の説明を求めます。 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第153号「西予市明浜観光交流拠点施設新

築工事請負契約について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

西予市明浜観光交流拠点施設は、ジオリゾート

整備事業として、市民の健康増進と本市における

観光振興と交流促進を図るための拠点施設として

整備するものでございます。当施設は木造２階建

て、一部鉄筋コンクリートづくり、延べ床面積

908.87平方メートルの建物で、木造の使用箇所に

は西予市産材を利用し、レストラン、浴場、宿泊

の機能を備え、四国西予ジオパークの魅力を生か

した滞在型観光宿泊施設となっております。 

本工事につきましては、工事品質を確保するた

め、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の専

門事業者別に発注をする分離発注を採用し、令和

２年３月16日の完成を予定しております。 

建築工事につきましては、去る10月１日、事前

審査型一般競争入札の開札を行い、中央綜合建設

株式会社 代表取締役 松山清氏と工事請負金額

2億2165万円で、10月２日に工事請負仮契約を締

結いたしましたので、議会の議決を求めるもので

ございます。なお、本工事に係る概要等につきま

しては別紙参考資料をご参照ください。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

議案153号の工事概要というのが次のページに

ついておるわけですが、この中で工期というの

が、契約締結の日の翌日から令和２年３月16日と

いうことに設定されておりますが、こうなります

と実質５カ月ぐらいしかないわけですけれども、

この問題は次の154号の野村の学校給食センター

も同じでありますが、工事関係につきましては舗

装工事とか土木工事、建築工事というような形

で、それぞれ算定方法が定められておりまして、

標準工期というのがあろうと思うんですが、この

工期が来年３月16日というのが、いかにも前倒し

された、年度内に完成したいという気持ちはわか

るわけですし、繰り越しという手続も当然あろう

と思いますが、お尋ねしたいのは標準工期です

ね、発注側の都合で４月１日からオープンして

華々しくやりたいという気持ちは、我々市民とし

ても大いに結構なことだと思いますけれども、本

来の標準工期はいつぐらいになるのか。その辺を

まずお尋ねしたいと思います。 

○議長 
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清水建設部長。 

○清水建設部長 

中村議員から今回の工事の標準工期についてお

尋ねがありました。 

今回の工事につきましての標準工期は8.4カ月

としておりますが、今回につきましては約５カ月

の工期を設定しております。地方創生拠点整備交

付金の性質上、年度内の完成とする必要があるこ

とから、今回の工期を設定しているものでありま

す。 

ご指摘のとおり短期間の工期とはなりますが、

工期を含めた工事内容をご理解いただいた上での

応札をしていただいたものと認識をしているとこ

ろでございます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

国の補助事業ですからそういう制約があるのも

十分わかるわけですが、そういうことであれば、

もっと手際よく発注の手続をして、十分工期がと

れるように努めるべきではないかと思うわけです

ね。平成17年に品質の確保法というのが制定され

ております。それらについては皆さん十分ご承知

のことと思いますが、社会資本整備の重要なもの

の一つになりますので、給食センターにおきまし

てもそうですけれども、やはり工事期間が短いと

いうことになりますと、通常考えられるのは手抜

き工事とか、工事中の事故とか、いろいろ元請業

者、下請業者へしわ寄せがいく、十分な利益も確

保できないといろいろ弊害があるわけですが、そ

ういうことを考えますと、働き方改革などもある

ように週休２日もとれないまま仕事をせざるをえ

ないというようなことにもなってくるわけですの

で、しっかりと標準工期はとるべきではないかと

思いますので、今後こういう点については、諸手

続について、迅速に対応していただきたいと思う

わけです。よろしくお願いします。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時45分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時47分） 

ほかにありませんか。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今ご説明の中で、西予市産材をたくさん使って

いただいているというご説明があったんですけれ

ども、西予市産材の使用率がもしわかりましたら

お答えいただきたいと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまの二宮議員のお尋ねでございますが、

現在資料を持ち合わせておりませんので後ほどお

知らせをしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第153号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第153号「西予市明浜観光交流拠点施設新

築工事請負契約について」は、原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第153号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第２、議案第154号「せいよ東

学校給食センター建築工事請負契約について」を

議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宇都宮教育部長。 
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○宇都宮教育部長 

議案第154号「せいよ東学校給食センター建築

工事請負契約について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

本施設の整備につきましては、昨年の豪雨災害

により被災いたしましたせいよ東学校給食センタ

ーを野村中学校グラウンドの一部に再建をするも

のであります。安心、安全でおいしい学校給食を

提供する基本理念のもと、配送が困難な大野ヶ原

小学校、惣川小学校を除いた野村小・中学校、城

川小・中学校に給食を提供することとしておりま

す。 

本工事につきましては、工事品質を確保するた

め、建築工事、機械設備工事、電気設備工事の専

門工事業者別に発注する分離発注を採用し、令和

２年７月20日の完成を予定しております。 

建築工事につきましては、去る10月１日、事前

審査型一般競争入札の開札を行い、株式会社東部

綜合建設 代表取締役 広瀬裕次郎氏と工事請負金

額3億910万円で10月２日に工事請負仮契約を締結

いたしましたので、議会の議決を求めるものであ

ります。なお、本工事に係る概要につきましては

別紙の参考資料をご参照ください。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

先ほど一つ前の議案と同じ質問になりますが、

この3億900万円の建築工事につきまして、実際標

準工期をとりますといつになるのか。ここでは７

月20日ということで、これを見ますとやはり発注

側のご都合で９月から、２学期から給食を開始し

たいということがよく見てとれるわけですけれど

も、当然それに間に合うのが一番望ましいわけで

すけれども、そうすることによって請負業者のほ

うに先ほど言いましたようなしわ寄せがいくおそ

れがたくさんあるわけです。ですから担当される

人は皆さん公務員でございますので、公共工事の

品質確保の促進に関する法律というのが、先ほど

言いましたように平成17年からスタートしており

ますので、大事な社会資本整備を図る上では、そ

の辺も十分考慮して取り組んでいただきたいと思

っておりますので、工期のほうをどうなっておる

のか説明願ったらと思います。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

給食センター建築工事における標準工期は

8.4カ月であります。工期を７月20日までとして

おりますので、おおむね一般的な期間を有してい

ることと考えております。これにつきましては予

算が継続費ということもありまして、この工期を

設定しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

酒井宇之吉君。 

○21番酒井宇之吉君 

昨年度７月７日の災害がありましたけれども、

それに間に合わなかった什器・備品、そして食器

類、そういうものにつきましては、どういう扱い

をして、どういう予算計上して、どういうような

処理にされるのかお尋ねをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどのご質問でありますけれども、厨房設備

関係でありますけれども、既に購入等を、前年度

の、以前被災をしました施設の関係で購入済みで

ありまして、厨房設備につきましては、城川町に

あります市所有の倉庫に保管をしているという状

況であります。ただ、保管をしておりますもの

を、今度完成しましたらでありますけれども、運

搬いたしましたり、また設置、調整をする必要が

ございます。それにつきましては、来年度の当初

予算で計上させていただいたらと考えておるとこ

ろであります。よろしくお願いいたします。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第154号は、会議規則第37条第３項の規定
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により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第154号「せいよ東学校給食センター建築

工事請負契約について」は、原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第154号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第３、議案第155号「西予市游

の里健康センター条例等を廃止する条例制定につ

いて」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第155号「西予市游の里健康センター条例

等を廃止する条例制定について」提案理由をご説

明申し上げます。 

西予市游の里健康センター、西予市游の里ふれ

あい広場及び西予市デイサービスセンターは、市

民に健康と保養並びに交流の場を提供し、かつ地

域福祉の充実を図る施設として、平成18年度から

指定管理者による運営を行ってまいりました。 

しかしながら、当該施設の運営につきまして

は、公益性と収益性の観点から、今後の経営見通

しに懸念があることから、西予市公共施設等総合

管理計画に基づき、民間事業者の企画力やノウハ

ウを活用し、地域経済の活性化とインバウンドを

含めた交流人口の拡大を図るため、運営事業者の

公募をいたしました。 

その結果、先般、西予市観光関連施設等貸付等

選定委員会におきまして、全会一致で株式会社あ

りがとうサービスが最優秀提案者として選定され

ました。 

今後、所要の手続を進めるため、令和２年４月

１日を施行日として、西予市游の里健康センター

条例、西予市游の里ふれあい広場条例及び西予市

デイサービスセンター条例を廃止するものでござ

います。 

以上よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第155号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第155号「西予市游の里健康センター条例

等を廃止する条例制定について」は、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第155号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程） 

○議長 

次に、追加日程第４、議案第156号「令和元年

度西予市一般会計補正予算（第３号）」を議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 
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○管家市長 

議案第156号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」について、今回の補正予算につ

いてご説明をさせていただきます。 

まず、橋梁長寿命化修繕計画に基づきまして、

橋梁の点検・補修に要する経費、復興まちづくり

計画に基づきます被災空家の解体支援に要する経

費のほか、卯之町「はちのじ」まちづくり整備事

業に要する経費、災害対策に要する人件費を計上

するものでございます。 

それでは、予算書の款別にご説明を申し上げま

す。 

まず、総務費では卯之町「はちのじ」まちづく

り推進事業において、駅前トイレ移設移転補償費

を減額し、ＪＲ四国所有の電気設備の支障移転経

費等を増額調整し、補正額としては640万円を増

額計上するものであります。 

土木費では、社会資本整備総合交付金の交付内

示を受けまして、橋梁長寿命化修繕計画策定事業

では、橋梁点検委託料を2100万円、橋梁補修事業

では、橋梁補修設計委託料と補修工事費を7500万

円増額計上するものであります。また、平成30年

７月豪雨災害により浸水被害を受けた空き家の除

去を速やかに進めるため、対象となる空き家の除

去経費に対する補助金として800万円を新規に計

上するものであります。 

消防費では、災害対策及び防災対策関連事業に

係る職員の時間外勤務手当として403万円を増額

計上するものであります。 

これらの経費の財源につきましては、土木費国

庫補助金6035万2000円、市債4170万円のほか、財

政調整基金1237万8000円を繰り入れております。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ1億1443万円を増額し、歳

入歳出予算の総額を345億9031万4000円と定める

ものであります。 

また、地方債の補正といたしまして、旧合併特

例事業債と過疎対策事業債の限度額を変更するも

のであります。 

以上が今回の補正予算の概要であります。よろ

しくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願

いを申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

８ページの橋梁新設改良費というところでござ

いますが、目では。右側の事業概要の中で、橋梁

長寿命化修繕計画策定事業費2100万円、橋梁補修

事業費7500万円となっておりますが、長寿命化に

向けての橋梁点検をやられたというように伺って

おるわけですが、平成26年から平成30年の５カ年

で一斉点検が終了したということで、その計画に

従って、それぞれこういう事業を展開されるよう

でございますが、緊急輸送路とか市道でも重要な

路線につきましては、橋梁ばかりではなくて、橋

梁というのは一応２メートル以上の分が橋梁とい

うことでございますので、ざっぱな見方をすると

けたの長さが２メートル以上というようなことに

なりますと、２メートル未満のところはどうなっ

ているのかなと。一路線として機能するためには

２メートル以下も落橋したり、破断したりいろい

ろすれば、消防車も通れないし、いろんな支障が

起こるわけです。幅が１メートルぐらいであれば

鉄板でもパッと持っていって敷けば、それはそれ

で対応は早いんかもしれませんけれども、その辺

考えますと、重要路線については、市の職員でで

もしっかりと点検をしていただきたいと。そんな

に技術的な問題はないと思いますので、コンクリ

ート床版の下に入ってみれば、目視ですぐわかり

ますので、その辺しっかりと点検していただい

て、一路線として、橋梁だけではなくて、一路線

が機能できるような形の体制を十分とっていただ

きたいなと思っているところです。それについて

の対応をお願いします。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

橋梁の点検についてお答えいたします。 

市内の２メートル以上の橋梁は672橋ありまし

て、今回26年度から30年度までの５カ年をかけ

て、点検してその状態を調べているところであり

ます。 

今中村議員から、法定外水路等にかかる、小さ

な短い水路にかかる橋についても点検等補修をす

る必要があるのではないかというお問い合わせだ
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ったかと思います。 

建設課所管分、橋梁台帳に載っている分につき

ましては、先ほど述べました橋梁でございまし

て、法定外公共物につきましては、建設課は所管

外にはなろうかと思いますけど、そういう小さい

橋につきましても、交通を維持するためには必要

でありますので、随時点検して維持管理はしてい

く必要があろうかと思います。それを順次またこ

れから検討していきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

再質問になりますけれども、しっかりと一路線

として機能するためにはつながってないと意味な

いわけですので、そういう意味から、橋梁2メー

トル未満のものにつきましてもしっかりと点検し

ていただいて、計画的に整備をしていただきたい

と思いますので、引き続き頑張っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長 

ほかにありませんか。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

同じく８ページの卯之町「はちのじ」事業費の

分ですけれども、先ほどの全協での説明で、卯之

町駅のトイレの補償金1000万円が交渉によってな

くなったというふうなことをお聞きいたしまし

て、ここの予算にもマイナス1000万円載っており

ます。そのことについては、本当によく交渉して

いただいたなというふうに感謝をしておりますけ

れども、トイレの補償金がいったのであれば、例

えば卯之町駅の駅舎の建てかえ、また、高架橋の

移転等、これ以外にもＪＲに支払うべき補償金と

いうのがあるのかないのかということで、今回ト

イレの補償金についても、私自身は、きょう初め

てお聞きしたということなんで、ほかにあるのか

ないのかお伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

今回この当初予算に計上しておりましたトイレ

のことにつきましては、当初予算を計上するとき

にＪＲと交渉いたしまして、移転補償費がいると

いうことで計上させていただいております。その

ほかの分につきましては現在のところございませ

ん。ただ一部用地を今後整備していく上で、用地

の交換については、今後発生すろうかと思ってお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第156号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第156号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第３号）」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第156号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第５「議員派遣の件について」

を議題といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配信しております本件を承認すること

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって議員派遣の件につ

いては本件のとおり承認することに決定いたしま
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した。 

この際お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には、

議長に一任を願いたいと思いますがこれにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

以上で全日程を終了いたしました。 

管家市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

令和元年第３回西予市議会定例会の閉会に当た

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

去る９月２日に開会いたしました本定例会の会

期中、議員各位には、上程をいたしました案件に

関しまして慎重な審議を賜り、条例の制定、改廃

及び補正予算、決算認定などの重要な案件を、い

ずれも原案どおり可決またはご承認いただきまし

た。ここに衷心より厚く御礼申し上げます。 

また、一般質問では、代表質問を含め５名の議

員の皆様より貴重なご意見、ご提言を賜りまし

た。今後、十分な協議検討を重ね市政発展のた

め、生かしていきたいと考えております。今後と

も、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

さて、当会期中には、国でも大きな政策が動き

始めました。10月１日からは、消費税が10％に改

定されたほか、３歳から５歳までの幼児教育・保

育の無償化が実施されるなど、私たちの身近な暮

らしに影響を与えるものが多く、戸惑われている

方も多いのではないかとお察しいたします。私た

ちは、今までにない少子高齢化社会の荒波と地方

の衰退という現実に直面をしております。しか

し、そこで手をこまねいているのではなく、その

社会変化にどのように対応をしていくかの知恵を

出し、汗をかき、すばらしい西予の未来を見失わ

ないように、復興事業とともにスピード感を持っ

た政策を展開してまいります。 

さて、野村町出身のシンガーソングライター 

Ｙｕｒｉｃａ。さんが歌う西予市歌「いつの日

も」が10月１日から通信カラオケＤＡＭで配信さ

れ始めました。私も配信当日に早速歌ってまいり

ました。西予市のみんなで歌う市歌は、とても心

地よいものであります。これから、いろんな親睦

会や旅行、出張等で市外に出られる際など、さま

ざまな場面で西予市歌を歌っていただき、全国に

広めていただければと思います。 

今回の議会では、市の温浴施設、游の里健康セ

ンターを貸し付けるため、設置条例の廃止を行い

ました。また、ほわいとファームやクアテルメ宝

泉坊、宝泉坊ロッジについても、先日から運営事

業者の公募を開始いたしました。今回の取り組み

に関しましては、一般財源の乏しい当市において

は、指定管理委託料の増加は、非常に大きな負担

となってまいりますので、西予市公共施設等総合

管理計画に基づき、民間事業者の企画力やノウハ

ウを生かしながら、地域経済の活性化、人の流れ

の促進等を目的に事業者の参入を広く求めること

としたものであります。今後も、ご理解、ご協力

を賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、宇和米博物館内に設置準備を進めており

ました愛媛大学地域協働センター南予であります

が、このほど完成し、10月14日には、南予９市町

関係者の出席をいただき開設記念行事が予定され

ております。この施設は、愛媛大学の全学部が、

南予地域の産業や人材育成、まちづくりなどを中

心とした課題解決に向け、研究や活動を展開する

拠点機関として運営されます。市といたしまして

は、当施設の稼動により、地域の活性化だけでは

なく、地域経済の活性化、産官学金の連携や人材

育成にも大いに期待をしているところでありま

す。 

今週末は大型台風が接近する予報となっており

ます。当市だけではなく、全国各地で被害がない

ことを祈るばかりでございますが、昨年の７月豪

雨災害を教訓に、市民の皆様にも早め早めの備え

をお願いしたいと思います。 

議会開会日は、まだ酷暑の頃でございました。

ほ場の稲穂も実り、こうべを垂れておられました

が、本日は時折涼やかな風も吹き、本格的な秋の

到来を感じております。このような時期体調を崩

しやすい季節でございます。議員各位におかれま

しては、健康に十分にご留意をいただき、市政運

営に一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上

げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。
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ありがとうございました。 

○議長 

これをもって、令和元年第３回西予市議会定例

会を閉会といたします。 

 

 

 閉会 午後３時19分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 
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令和元年第３回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期９月２日（月）～10月10日（木）    （会期39日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ９月２日 月 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

 ９月３日 火 休   会  

 ９月４日 水 休   会  

 ９月５日 木 本 会 議 
・代表質問 

・一般質問 

 ９月６日 金 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・委員会付託 

 ９月７日 土 休   会  

 ９月８日 日 休   会  

 ９月９日 月 休   会  

 ９月10日 火 休   会  

 ９月11日 水 休   会  

 ９月12日 木 常任委員会  

 ９月13日 金 常任委員会  

 ９月14日 土 休   会  

 ９月15日 日 休   会  

 ９月16日 月 休   会  

 ９月17日 火 休   会  

 ９月18日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 ９月19日 木 休   会  

 ９月20日 金 本 会 議 

・全員協議会（午前９時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

 ９月21日 土 休   会  

 ９月22日 日 休   会  

 ９月23日 月 休   会  

 ９月24日 火 特別委員会 
・決算審査特別委員会（厚生分科

会） 

 ９月25日 水 特別委員会 
・決算審査特別委員会（産業建設

分科会） 

 ９月26日 木 休   会  

 ９月27日 金 特別委員会 
・決算審査特別委員会（総務分科

会） 

 ９月28日 土 休   会  
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月  日 曜日 日   程 備  考 

 ９月29日 日 休   会  

 ９月30日 月 休   会  

 10月１日 火 休   会  

 10月２日 水 休   会  

 10月３日 木 特別委員会 ・決算審査特別委員会 

 10月４日 金 休   会  

 10月５日 土 休   会  

 10月６日 日 休   会  

 10月７日 月 休   会  

 10月８日 火 休   会 ・討論通告〆切 

 10月９日 水 休   会  

 10月10日 木 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

・即決議案採決 
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令和元年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  131号 野村復興住宅団地用地の取得について 01.９.２ 原案可決 

議案第  132号 
西予市地域共生型交流拠点施設の設置及び管理に関

する条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  133号 
西予市明浜観光交流拠点施設の設置及び管理に関す

る条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  134号 
西予市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  135号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につ

いて 

01.９.20 原案可決 

議案第  136号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 01.９.20 原案可決 

議案第  137号 
西予市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  138号 
西予市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  139号 

西予市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

01.９.20 原案可決 

議案第  140号 
西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
01.９.20 原案可決 

議案第  141号 市道路線の廃止について 01.９.20 原案可決 

議案第  142号 市道路線の認定について 01.９.20 原案可決 

議案第  143号 令和元年度西予市一般会計補正予算（第２号） 01.９.20 原案可決 

議案第  144号 
令和元年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  145号 
令和元年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正

予算（第１号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  146号 
令和元年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  147号 
令和元年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  148号 
令和元年度西予市介護保険特別会計補正予算（第２

号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  149号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  150号 
令和元年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  151号 
令和元年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  152号 
令和元年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補

正予算（第２号） 
01.９.20 原案可決 

議案第  153号 
西予市明浜観光交流拠点施設新築工事請負契約につ

いて 
01.10.10 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  154号 
せいよ東学校給食センター建築工事請負契約につい

て 
01.10.10 原案可決 

議案第  155号 
西予市游の里健康センター条例等を廃止する条例制

定について 
01.10.10 原案可決 

議案第  156号 令和元年度西予市一般会計補正予算（第３号） 01.10.10 原案可決 

諮問第  ９号 人権擁護委員候補者の推薦について 01.９.２ 原案同意 

認定第  １号 
平成30年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
01.10.10 認  定 

認定第  ２号 
平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ３号 
平成30年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入

歳出決算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ４号 
平成30年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ５号 
平成30年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ６号 
平成30年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ７号 
平成30年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ８号 
平成30年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  ９号 
平成30年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
01.10.10 認  定 

認定第  10号 平成30年度西予市水道事業会計決算の認定について 01.10.10 認  定 

認定第  11号 平成30年度西予市病院事業会計決算の認定について 01.10.10 認  定 

認定第  12号 
平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決

算の認定について 
01.10.10 認  定 

承認第  ５号 専決処分第５号の承認を求めることについて 01.９.２ 原案同意 

報告第  ８号 平成30年度西予市一般会計継続費精算報告について 01.９.２ 報  告 

報告第  ９号 平成30年度健全化判断比率の報告について 01.９.２ 報  告 

報告第  10号 平成30年度資金不足比率の報告について 01.９.２ 報  告 

報告第  11号 西予市土地開発公社の経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  12号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
01.９.２ 報  告 

報告第  13号 株式会社エフシーの経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  14号 株式会社城川ファクトリーの経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  15号 株式会社どんぶり館の経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  16号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
01.９.２ 報  告 

報告第  17号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  18号 一般財団法人宇和文化会館の経営状況について 01.９.２ 報  告 

報告第  19号 西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況について 01.９.２ 報  告 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

請願第  １号 山田薬師巨石の保存を求める請願書 01.９.20 採  択 

請願第  ２号 野村町に温浴施設の存続を求める請願書  継続審査 

陳情第  ３号 

愛媛県県道29号地方道宇和野村線（西予市野村町鎌

田から西区間）におけるトンネル開設の促進につい

て 

01.９.20 採  択 

陳情第  ４号 「家庭教育支援法」の制定を求める意見書について 01.９.20 採  択 

意見書案第１号 
家庭教育支援法の制定を求める意見書（案）の提出

について 
01.９.20 原案可決 

発議第  ６号 西予市決算審査特別委員会の設置について 01.９.２ 原案可決 

選任第  ６号 西予市決算審査特別委員会委員の選任について 01.９.２ 議長指名 

 委員会の閉会中の継続審査の件 01.10.10 原案可決 

 議員派遣の件について 01.10.10 承  認 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

６月11日 議 長 全国市議会議長会定期総会 

６月12日 
議 長 市議会議員共済会第118回代議員会 

議 長 西予市交通安全協会定期総会 

６月14日 議長・産建委員長 第23期染織講座開講式 

６月17日 
全 議 員 令和元年第２回定例会 一般質問 

関 係 議 員 市民との意見交換会実行委員会 

６月18日 全 議 員 令和元年第２回定例会 一般質問 

６月20日 
関 係 議 員 総務常任委員会 

関 係 議 員 厚生常任委員会 

６月21日 関 係 議 員 産業建設常任委員会 

６月22日 議 長 東宇和農協第22回通常総代会 

６月24日 

議 長 第16回西予市遺族会総会 

議 長 西予地区防犯協会定期総会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

関 係 議 員 西予市地域防災体制特別委員会 

６月25日 議 長 西予市身体障害者協会総会 

６月27日 
関 係 議 員 議会だより編集委員会 

関 係 議 員 西予市指定管理施設調査検討特別委員会 

６月28日 

議長・産建委員長 株式会社エフシー第24期定時株主総会 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和元年第２回定例会 閉会 

７月１日 
議長・産建委員長 国道378号（八幡浜・宇和島間）整備促進期成同盟会定期総会 

議 長 宮城県東松島市議会視察受入 

７月２日 議 長 愛媛県市町村職員年金者連盟西予支部総会 

７月３日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

７月５日 議 長 行政連絡協議会代表者会 

７月６日 議長・産建委員長 大早津海水浴場海開き 

７月７日 全 議 員 平成30年７月豪雨災害西予市追悼式 

７月８日 
関 係 議 員 議会だより編集委員会 

議 長 道路期成同盟会による県知事要望 

７月10日 
議 長 長野県飯田市議会視察受入 

議 長 天皇陛下御即位奉祝愛媛県委員会令和元年度総会 

７月17日 議 長 西予市商工会懇談会 

７月18日 議 長 全国森林環境税創設促進議員連盟第26回定期総会（～19日） 

７月23日 議 長 岡山県総社市議会視察受入 
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月  日 出 席 者 行   事   名 

７月23日 
議 長 令和元年度国土交通省四国地方整備局要望（～24日） 

関 係 議 員 厚生常任委員会行政視察（～24日） 

７月24日 議 長 うわじま牛鬼まつり 

７月26日 
議長・関係議員 （株）ちぬやホールディングス四国工場内覧会・祝賀会 

議長・関係議員 松葉寮納涼祭 

７月28日 議長・関係議員 第25回全国「かまぼこ板の絵」展覧会表彰式 

７月29日 関 係 議 員 総務常任委員会行政視察（～31日） 

７月30日 関 係 議 員 産業建設常任委員会行政視察（～８月１日） 

８月１日 議 長 第19回四国土砂防災ネットワーク 

８月４日 議長・関係議員 かっぱＭＡＴＵＲＩ サマーＩＮ明浜2019 

８月５日 議長・関係議員 西予市消防本部等庁舎改築推進委員会 

８月９日 正 副 議 長 第41回四国西南地域市議会議長会懇談会 

８月13日 
議長・関係議員 西予市明浜支所開庁式 

議長・関係議員 奥地の海のかーにばる 

８月18日 全 議 員 西予市民体育祭 

８月20日 議長・総務委員長 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合定例会 

８月21日 全 議 員 愛媛県市議会観光議員連盟定期総会 

８月22日 議 長 愛南町議会視察受入 

８月23日 関 係 議 員 議会運営委員会 

８月25日 議 長 南予少年剣道錬成大会 

８月26日 関 係 議 員 地域防災体制特別委員会行政視察（～27日） 

８月29日 関 係 議 員 議会運営委員会 

９月１日 議 長 地域視覚障がい者福祉研修会 

９月２日 

全 議 員 行政報告会 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和元年第３回定例会開会 
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令和元年９月13日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

総務常任委員会        

委員長  佐 藤  恒 夫  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第134号 
西予市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定

について 
原案可決 

議案第135号 
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例制定について 
原案可決 

議案第136号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第145号 
令和元年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１

号） 
原案可決 
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令和元年９月12日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

厚生常任委員会        

委員長  源  正 樹  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第132号 
西予市地域共生型交流拠点施設の設置及び管理に関する条例制

定について 
原案可決 

議案第137号 
西予市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

制定について 
原案可決 

議案第138号 
西予市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第139号 
西予市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第144号 
令和元年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号） 
原案可決 

議案第146号 令和元年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第147号 令和元年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第148号 令和元年度西予市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第152号 
令和元年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第

２号） 
原案可決 
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令和元年９月12日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

産業建設常任委員会          

委員長  宇 都 宮  久 見 子  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第133号 
西予市明浜観光交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制

定について 
原案可決 

議案第140号 
西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第141号 市道路線の廃止について 原案可決 

議案第142号 市道路線の認定について 原案可決 

議案第143号 令和元年度西予市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第149号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号） 
原案可決 

議案第150号 令和元年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第151号 令和元年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 
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令和元年10月３日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

決算審査特別委員会       

委員長  小 玉  忠 重 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

認定第１号 平成30年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定について 認  定 

認定第２号 
平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
認  定 

認定第３号 
平成30年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認  定 

認定第４号 
平成30年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
認  定 

認定第５号 
平成30年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第６号 
平成30年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
認  定 

認定第７号 
平成30年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
認  定 

認定第８号 
平成30年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 
認  定 

認定第９号 
平成30年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
認  定 

認定第10号 平成30年度西予市水道事業会計決算の認定について 認  定 

認定第11号 平成30年度西予市病院事業会計決算の認定について 認  定 

認定第12号 
平成30年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定に

ついて 
認  定 

 

 

 

  



－128－ 

令和元年９月13日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

総務常任委員会        

委員長  佐 藤  恒 夫  

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

請願第１号 山田薬師巨石の保存を求める請願書 採  択 

陳情第４号 「家庭教育支援法」の制定を求める意見書について 採  択 

 

 

  



－129－ 

令和元年９月12日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

産業建設常任委員会          

委員長  宇 都 宮  久 見 子  

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

陳情第３号 
愛媛県県道29号地方道宇和野村線（西予市野村町鎌田から西区

間）におけるトンネル開設の促進について 
採  択 

 

 

 


